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は じ め に

　 行 政 活 動 を わ か り や す く 周 知 し 、 市 川 市 の 魅 力 を 広 め る た め に、

市川市広報広聴課で制作した、親しみやすいイラストで人気がある

カワウソとレッサーパ ンダが、「いっち と かっち」として広報キャラク

ターになりました。

　「いっち と かっち」が多くの方に末永く愛され、皆様に市川市の

魅力を身近に感じていただけるよう、ご活用をお願いします。
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デ ザ イ ン 使 用 に あ た って の 手 続 き

物品等の販売以外
であれば不要

必要

❶学校（教育目的） 

❷保育園（保育目的） 

❸認定こども園等（教育と保育の目的） 

❹報道機関（報道及び広報の目的） 

❺個人又は家庭内（営利ではない私的利用） 

❻国又は地方公共団体、その他地方公共団体、 

　公共的団体（公用や公益事業の目的） 

❼部活動やサークル活動、PTA、自治会等

　（公用や公益事業の目的） 

❽市川市と共催、協賛の事業

上記❶～❽に該当しない場合

（１）使用の申込み
　使用に あたっては、事前に 市川市へ使用の申込みが 必要に な ります。「市川市事業キャラ

クター等の作成等に関する要綱」と本「デザインガイドマニュアル」をお読みの上、所定の使

用申込書と企画書（デザイン案）等の資料を提出してください。

※企画書を制作する段階で、事前にご相談することも可能です。

使 用 申 込 書 （ 各 種 様 式 ） な ど は 、 市 川 市 公 式 W e b サ イ ト か ら 「 い っ ち 　 と 　 か っ ち の デ ザ イ

ンを使用したい方」から、ダウンロードをお願いします。

（２）使用の申込みが不要な場合
　「市川市事業キャラクター等の作成等に関する要綱」と本「デザインガイドマニュアル」で

規 定 して い る 事 項 に 記 載 さ れて い る 以 下 の 使 用 に つ いては 、 使 用 の 申 込 み が 不 要 で す。 デ

ザイン使用ルールに沿ってご利用ください。 

使用者 使用申込

※❻❼❽についての詳細は、「６．申込や遵守事項の詳細 （１）ガイドマニュアルで規定している事項」
　をご参照ください。
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デ ザ イ ン 使 用 ル ー ル3

（１）遵守事項
ア．使用の申込みした内容にだけ使用すること。

イ．（２）イラスト色指定に記載のあるデザインカラー以外の色を使用しないこと。

ウ．（３）デザインの改変（加工）についてを守ること。

エ．使用にあたっては、次の①～③いずれかの表記を付記すること。

　付記が困難な場合は、市の承諾を得ること。字体の制限はありません。

　①©ichikawacity.2026

　②市川市広報キャラクター「いっち　と　かっち」

　③いっち　と　かっち

（2）イラスト色指定
イ ラス ト の 色 指 定 は P 4 - 5 を 参 照 し 、 基 本 的 に C M Y K （ 印 刷 で 使 用 す る 場 合 ） を 使 用 してく だ

さい。印刷の色数に制限がある場合は、グレイスケールや単色を使用してください。

※全角スペースあける

※全角スペースあける
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デ ザ イ ン 使 用 ル ー ル

ベース

ハイライト濃

ハイライト薄

シャドウ

梨の粒

ベース

ベース

シャドウ

ベース

シャドウ濃

シャドウ薄

M20 Y90

M15 Y60

M10 Y50

M35 Y100

C40 M45 Y100

C65 Y95

C70 Y10

C80 Y15

C10 M20 Y90

C20 M60 Y90

C5 M10 Y15

C65 M80 Y100 K55

梨の帽子

葉っぱ

服

肌色

印刷で使用する場合

M20 Y90

M15 Y60

M10 Y50

M35 Y100

C40 M45 Y100

C65 Y95

C70 Y10

C80 Y15

C10 M20 Y90

C20 M25 Y40

C3 M7 Y10

M55 Y20

C65 M80 Y100 K55

ベース

ハイライト濃

ハイライト薄

シャドウ

梨の粒

ベース

ベース

シャドウ

ベース

シャドウ濃

シャドウ薄

梨の帽子

葉っぱ

口

ライン

ライン

服

肌色

CMYK

3
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特色を使用する場合：PANTONE476C

デ ザ イ ン 使 用 ル ー ル

その他の特色を使用する場合はデザインの監修が必要になります。

グレイスケール

単色

K20

K10

K0

K50

K25

K25

ベース

ハイライト濃

ハイライト薄

梨の粒

葉っぱ

梨の帽子

服

K15

K35

いっち 肌色

いっち 口

K40かっち 肌色

ライン K100

3
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デ ザ イ ン 使 用 ル ー ル

（３）デザインの改変（加工）について
　いっちとかっちのイラストは、原則、改変を加えることはできません。

デ ザ イ ン 上 、 や む を 得 ず 改 変 を 加 える 場 合 は 、 市 に よる デ ザ イ ン の 監 修 が 必 要 に な り ま す。

場合によっては、修正をお願いする、また使用を認めないことがあります。

トリミングしない 画や他のイラストと
組み合わせない

話し言葉については、
原則として市の監修が必要

反転しない 回転させない

背 景 画 （ イ ラ ス ト ） に い っ ち と
かっちを組み合わせる場合は、
市のデザインの監修が必要

影をつけない

縦横比を変えない

3
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イ ラス ト リ ス ト

1 2

イラストＮｏ． イラストＮｏ．

3 4

イラストＮｏ． イラストＮｏ．

5 6

イラストＮｏ． イラストＮｏ．

＊この四角部分は自由にサイズ変更が可能です。

4



7

イラストＮｏ．

8

イラストＮｏ．
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イ ラス ト リ ス ト

11 12

イラストＮｏ． イラストＮｏ．

グレイスケール 単色

＊いっちとかっちは必ずセットで使用してください。

9

イラストＮｏ．

10

イラストＮｏ．

4
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イ ラス ト リ ス ト

　イラストリストのイラストを使用する際は、申込書の使用方法欄に使用を希望するイラスト

Ｎｏ．を記入してください。

 

 

 

     

  

               

             

 

    

 

 

 

 

      

               

 

 

   

 

 

  

 

 

                  

  

  

  

 

 

 

   

     

     

     

     

 

4

記載例イラストNo.5を1点使用。A4チラシ表面に配置。
イラストサイズは縦5cm×横5cm程度、フルカラー印刷。
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そ の 他 の 注 意 事 項

申 込 み や 遵 守 事 項 の 詳 細

（１）立体物の作成について
　 立 体 物 （ ぬ い ぐる み ・ フィ ギ ュア 等 ） を 作 成 す る 場 合 、 い っ ち と か っ ち の イ メ ージ や 作 風 を

損なわない表現にすることが条件となります。作成に当たっては、市の監修が必要です。

（２）名刺における使用について
　公用、公共用、公益事業で使用可能です。

また、必ず「市川市広報キャラクターいっち　と　かっち」とご記載ください。

（１）ガイドマニュアルで設定している事項
販売の目的で利用する場合を除き、使用の申込みが不要なもの。

ア.市川市役所、支所、出張所又は行政組織を設置している出先機関に事務局を置く団体
が使用するとき。

イ ． 他 の 地 方 公 共 団 体 そ の 他 地 方 公 共 団 体 又 は 公 共 的 団 体 に お いて、 公 用 若 し く は 公 共
用又は公益事業に要するとき。

ウ．社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第１０条に規定する社会教育関係団体又は地
方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項に規定する地縁による団体が
公共用又は公益事業の用に供するとき。

エ ． 市 川 市 行 事 等 の 後 援 等 に 関 す る 取 扱 い 規 準 （ 令 和 3 年 3 月 2 5 日 施 行 ） に 則 り、 本 市 又
は本市教育委員会の共催、協賛 の承諾を受けた事業に利用するとき。

5

6

※全角スペースあける



-11-

カ　市川市消防局組織規則（昭和４０年規則第１５号）第２条に規定する課
キ 　 市 川 市 議 会 事 務 局 処 務 規 程 （ 昭 和 ４ ９ 年 議 会 規 程 第 １ 号 ） 第 ２ 条 に 規 定

する庶務課及び議事課
ク 　 市 川 市 選 挙 管 理 委 員 会 規 程 （ 昭 和 ３ ４ 年 選 挙 管 理 委 員 会 規 程 第 １ 号 ） 第

１５条に規定する事務局
ケ　市川市監査委員に関する条例（平成３年条例第２６号）第５条に規定する

監査委員事務局
コ　市川市農業委員会事務局規程（昭和３２年農業委員会公示第１２号）第１

条に規定する事務局
（7）部　次に掲げるものをいう。

ア　市川市行政組織条例（昭和４９年条例第３９号）第２条に規定する部及び室
イ　市川市役所支所設置条例（昭和３０年条例第１号）第１条に規定する支所
ウ 　 市 川 市 教 育 委 員 会 事 務 局 等 組 織 規 則 （ 昭 和 ５ ３ 年 教 育 委 員 会 規 則 第 １

号）第３条に規定する部
エ　市川市消防本部及び消防署条例（昭和４０年条例第３１号）第２条に規定

する市川市消防局

　（事業キャラクター等の作成に係る立案等）
第３条　事業キャラクター等の作成に係る立案（次項及び第３項において「立案」という。）は、

当該事業キャラクター等に係る事業の所管課において行うものとする。
２　立案に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

（1）事業キャラクター等を作成する目的を明確に するとともに、当該事業キャラク
タ ー 等 を 作 成 す る 必 要 性 及 び 事 業 の 効 果 が 上 が る か ど う か を 十 分 検 討 す る
こと。

（ 2 ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 を 作 成 す る こ と に より、 第 三 者 の 権 利 を 侵 害 し 、 又 は 侵 害
するおそれがないかどうかを確認すること。

（ 3 ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 が 他 の 部 又 は 課 に 関 わ る 場 合 に あ っては 、 当 該 部 又 は 課
と協議をすること。

３ 　 立 案 を し よ う とす る 所 管 課 の 長 （ 以 下 「 所 管 課 長 」 と い う。 ） は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を
所 管 課 が 属 す る 部 の 長 （ 以 下 「 所 管 部 長 」 とい う。 ） に 提 出 し、 事 業 キ ャ ラ クター等
の作成について所管部長の決裁を受けなければならない。

（1）企画書
（2）事業キャラクター等の概要
（3）その他所管部長が必要と認める書類

４ 　 所 管 部 長 は 、 前 項 の 規 定 に よる 書 類 の 提 出 が あ っ た と き は 、 当 該 書 類 を 審 査 し 、
事業キャラクター等を作成するかどうかを決定するものとする。

申 込 や 遵 守 事 項 の 詳 細6

（２）市川市事業キャラクター等の作成等に関する要綱
（目的）

第１条　この要綱は、事業キャラクター等の作成及びデザイン等の使用に係る手続その他
の 取 扱 い に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と に より、 本 市 が 有 す る 著 作 権 又 は 商 標 権
の目的となっている事業キャラクター等の適正な管理を図ることを目的とする。

（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（ １ ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 　 本 市 が 行 う 事 業 の 意 義 、 魅 力 等 を 発 信 し 、 当 該 事 業 の
効果を上げるために作成した本市のキャラクター又はロゴマークをいう。ただ
し、一定期間のみの利用に限るものは除く。

（ 2 ） デ ザ イ ン 等 　 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 の イ ラス ト 若 し く は 名 称 、 着 ぐる み 等 の 立 体
物・ロゴマーク又はこれらに準ずるものをいう。

（3）デザインガイドマニュアル　デザイン等の利用方法等について市が定めたも
のをいう。

（ 4 ） 物 品 　 デ ザ イ ン 等 を 使 用 し た 商 品 、 景 品 、 商 品 等 の パ ッ ケ ージ 及 び こ れ ら に
準ずるものをいう。

（ 5 ） 広 告 物 　 常 時 又 は 一 定 の 期 間 継 続 して、 公 衆 に 表 示 さ れ る も の で あ って、 デ
ザ イ ン 等 を 使 用 し た 看 板 、 立 看 板 、 は り 紙 及 び は り 札 並 び に 広 告 塔 、 広 告 板 、
建物その他の工作物等に掲出され 、又は表示されたもの並びにこれらに類す
るものをいう。

（6）課　次に掲げるものをいう。　　
ア 　 市 川 市 行 政 組 織 規 則 （ 平 成 １ １ 年 規 則 第 ６ 号 。 以 下 「 組 織 規 則 」 と い う。 ）

第２条第１号に規定する本庁機関の課及び担当室
イ 　 組 織 規 則 第 ２条 第 ２号 に 規 定 す る 外 部 機 関 （ 大 柏 出 張 所 、 東 山 魁 夷 記 念

館 、 動 植 物 園 、 市 川 駅 行 政 サ ー ビ ス セ ン タ ー、 ク リ ーン セ ン タ ー 及 び 南 行
徳 市 民 セ ン タ ー に 限 る 。 以 下 こ の イ に お いて 「 特 定 外 部 機 関 」 と い う。 ） 及
び 同 号 に 規 定 す る 外 部 機 関 （ 特 定 外 部 機 関 及 び 保 健 セ ン タ ー を 除 く 。 ）
に所属する課

ウ　組織規則第３６条第２項に規定する健康支援課及び疾病予防課
エ　市川市会計管理者補助組織設置規則（平成１５年規則第２２号）第１条に

規定する会計課
オ 　 市 川 市 教 育 委 員 会 事 務 局 等 組 織 規 則 （ 昭 和 ５ ３ 年 教 育 委 員 会 規 則 第 １

号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 課 、 同 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 担 当 室 及 び 同 条
第３項に規定する組織のうち職務の級が７級である職員が置かれている
もの

　（事業キャラクター等の作成）
第４条　所管課長は、前条第４項の規定により事業キャラクター等を作成する旨の決定を受け

たときは、当該決定がされた事業キャラクター等を作成するものとする。

（商標登録出願）
第５条　所管課長は、作成された事業キャラクター等について権利を保全する必要があると認

めるときは、所管部長の決裁を受けて商標登録出願を行うものとする。

（事業キャラクター等登録台帳への登録）
第６条　所管課長は、事業キャラクター等を作成し、必要があると認めるときは、市川市事業

キャラクター等届出書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、広報広聴課長に
届け出るものとする。
（1）事業キャラクター等のイラスト、写真その他の事業キャラクター等が 確認でき

る書類
（ 2 ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 を 使 用 す る 商 品 そ の 他 こ れ に 類 す る も の が あ る 場 合 に

あっては、当該商品その他これに類するものが確認できる写真
（3）商標登録を受けた事業キャラクター等にあっては、商標登録を受けていること

が確認できる書類
（ 4 ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 に 関 す る 要 領 そ の 他 こ れ に 類 す る 定 め が あ る 場 合 に あ っ

ては、当該要領その他これに類する定めの写し
（5）その他広報広聴課長が必要と認める書類

２ 　 広 報 広 聴 課 長 は 、 前 項 の 規 定 に よる 届 出 を 受 け た と き は 、 当 該 届 出 に 係 る 事 業
キ ャ ラ クタ ー 等 を 市 川 市 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 登 録 台 帳 （ 様 式 第 ２ 号 。 以 下 「 台 帳 」
という。）に登録するものとする。

３ 　 前 項 の 規 定 に より 台 帳 に 登 録 さ れ た 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 は 、 こ の 要 綱 の 定 め る と
ころにより事業キャラクター等として使用することができるものとする。

　（登録の抹消等）
第７条　台帳に登録された事業キャラクター等の登録を抹消しようとする所管課長は、市川市

事業キャラクター等登録台帳抹消届出書（様式第３号）により広報広聴課長に届け
出るものとする。

２ 　 広 報 広 聴 課 長 は 、 前 項 の 規 定 に よる 届 出 を 受 け た と き は 、 速 や か に、 台 帳 か ら 当
該届出に係る事業キャラクター等の登録を抹消するものとする。

３　台帳から登録を抹消した事業キャラクター等は、事業キャラクター等として使用し
てはならない。

　（デザイン等の管理）
第８条　デザイン等の管理は、所管課において行うものとする。

（デザイン等の使用に関する手続）
第８条の２　他の要綱等で使用に関する手続等が定められているデザイン等を除き、デザイン

等の使用に係る手続その他のデザイン等の使用に関し必要な事項は、次条から第２
１条までに定めるところによる。

（デザイン等の使用の申込み）
第９条　デザイン等の使用を申し込もうとするもの（以下「申込者」という。）は、あらかじめ、市

川市事業キャラクター等デザイン等使用申込書（様式第４号。第１２条第１項におい
て「使用申込書」という。）に、企画書、申込者の概要が分かる書類、誓約書（様式第５
号）その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出し、その許諾を得なければ
ならない。　

２　市長は、前項の規定による申込みについて、必要があると認めるときは、申込者に
対し、書類の修正又は資料の提出を求めることができる。

３ 　 第 １ 項 の 規 定 に か か わ らず、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 市 長 の 許 諾
を 要 し な い 。 た だ し 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 の 目 的 に 販 売 の 目 的 が 含 ま れ る 場 合 に
あっては、この限りでない。
（1）本市が使用するとき。
（ 2 ） 学 校 教 育 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ２ ６ 号 ） 第 １ 条 に 規 定 す る 学 校 が 教 育 の 目 的

で使用するとき。
（ 3 ） 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 １ ６ ４ 号 ） 第 ２ ４ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 家 庭 的 保

育事業等を行う事業所、第３９条第１項に規定する保育所、児童福祉法第５９
条 第 １ 項 に 規 定 す る 施 設 の う ち 同 法 第 ３ ９ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 業 務 を 目 的 と
する保育機能施設が保育の目的で使用するとき。

（ 4 ） 就 学 前 の 子 供 に 関 す る 教 育 、 保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律
（ 平 成 １ ８ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 又 は 第 ３ 項 の 認 定 を 受 け た 施 設 、 　
同条第１０項の規定による公示がされた施設 及び幼保連携型認定こども園
が教育並びに保育の目的で使用するとき。

（5）報道機関が報道又は広報の目的でデザイン等を使用するとき。
（ 6 ） 著 作 権 法 （ 昭 和 ４ ５ 年 法 律 第 ４ ８ 号 ） 第 ３ ０ 条 の 規 定 に よる 私 的 使 用 の 範 囲 に

該当するとき。
（7）その他市長が特に必要と認めたとき。

（デザイン等の使用の許諾）
第１０条　市長は、前条第１項の規定による申込みがあったときは、その内容が次の各号のいず

れかに該当するときを除き、デザイン等の使用を許諾するものとする。
（１）本市の信用若しくは品位を傷つけ、又は本市が行う事業の正しい理解の妨げ

になるおそれがあるとき。
（2）事業キャラクター等又は本市が行う事業のイメージを損なうおそれがあるとき。
（ 3 ） 自 己 の 商 標 又 は 意 匠 とす る 等 、 独 占 的 に 利 用 し 、 又 は 利 用 す る お そ れ の あ る

とき。
（4）法令に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
（5）公の秩序又は善良の風俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
（6）第三者の利益を害するおそれがあるとき。
（ 7 ） 特 定 の 個 人 、 企 業 、 政 党 若 し く は 宗 教 団 体 を 支 援 す る も の であ る と き、 又 は こ

れらを支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、若しくは与えるおそれ
があるとき。

（8）特定の政治、思想若しくは宗教を支援し、又は支援しているような誤解を与え
るおそれがあるとき。

（ 9 ） 申 込 者 の 役 員 等 （ 個 人 で あ る 場 合 に は そ の 者 そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し
ている者を、申込者が法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の
代 表 者 そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 して い る 者 を 、 申 込 者 が 法 人 以 外 の 団 体
で あ る 場 合 に は 、 代 表 者 、 理 事 等 、 そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 して い る 者 を
い う。 以 下 同 じ 。 ） が、 暴 力 団 （ 暴 力 団 員 に よる 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る
法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 を い う。 以 下 同
じ。）若しくは暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
第２条第６号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から５年を経
過 し な い 者 を い う。 以 下 同 じ 。 ） で あ る と 認 め ら れ る と き、 又 は 暴 力 団 若 し く は
暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。

（10）申 込 者 の 役 員 等 が、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正 の 利 益 を 図 る 目 的 、 又
は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等（暴力団及び暴力団員等並
び に 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 等 と 密 接 な 関 係 を 有 す る 者 を い う。 以 下 同 じ 。 ） を
利用するなどしていると認められるとき。

（11）申 込 者 の 役 員 等 が、 暴 力 団 等 に 対 して、 資 金 等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す
る な ど 直 接 的 あ る い は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、 運 営 に 協 力 し 、 若 し く は 関 与
していると認められるとき。

（12）申込者の役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると
認められるとき。

（13）申 込 者 の 役 員 等 が、 暴 力 団 、 暴 力 団 員 等 又 は 前 ４ 号 の い ず れ か に 該 当 す る
法人等（法人その他の団体又は個人をいう。）であることを知りながら、これを

不当に利用するなどしていると認められるとき。
（14）申 込 者 が 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ３ 年

法 律 第 １ ２ ２ 号 ） 第 ２ 条 に 定 め る 営 業 （ 同 条 第 １ 項 第 ５ 号 に 規 定 す る 営 業 を 除
く。次号において同じ。）を行うものであるとき。

（15）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条に定める営業若
しくは当該営業に関する広告等に使用されるおそれがあるとき又は当該営業
を行う者その他の者が当該営業に係る商品等を販売するとき。

（16）デ ザ イ ン 等 を こ の 要 綱 及 び デ ザ イ ン ガ イ ド マ ニ ュアル に 従 って 使 用 し な い お
それがあるとき。

（17）不当な利益を得るために利用されるおそれがあるとき。
（18）本市が行う事業又は市長が認めるこれに関連する事業を推進する上で支障

となるおそれがあるとき。
（19）前条第２項の規定による修正の求めに応じないとき。
（20）その他市長が公益上又は著作権若しくは商標権の管理上の観点から使用に

ついて不適当と認めるとき。
２ 　 市 長 は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 を 許 諾 し た と き は 、 市 川 市 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 デ ザ イ

ン 等 使 用 許 諾 通 知 書 （ 様 式 第 ６ 号 。 第 １ ２ 条 第 １ 項 に お いて 「 使 用 許 諾 通 知 書 」 と
いう。）により、申込者に通知するものとする。

３　市長は、デザイン等の使用の許諾に際し、条件を付することができる。
４ 　 市 長 は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 を 許 諾 し な い と き は 、 市 川 市 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 デ ザ

イン等使用不許諾通知書（様式第７号）により、申込者に通知するものとする。

（デザイン等使用料）
第１１条　デザイン等を使用する際の料金（以下「デザイン等使用料」という。）は、無料とする。

ただし、市長は、その性質上有料とする必要があると認めるときは、市長が定める額
のデザイン等使用料を納付させることができる。

（デザイン等の使用期間）
第１２条　デザイン等の使用期間は、１年を限度として、市長が使用申込書の内容により定める

ものとする。この場合において、市長は、当該使用期間を使用許諾通知書に記載す
るものとする。

２ 　 前 項 に 規 定 す る 使 用 期 間 の 満 了 後 に お いても、 引 き 続 き デ ザ イ ン 等 を 使 用 し よ う
とす る も の は 、 改 め て 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よる 申 込 み を 行 い 、 市 長 の 許 諾 を 得
なければならない。

（許諾内容の変更の申込み等）
第１３条　デザイン等の使用の許諾を受けたもの（以下「使用者」という。）は、その許諾を受け

た内容を変更しようとするときは、市川市事業キャラクター等デザイン等使用内容変
更申込書（様式第８号）を市長に提出し、その許諾を得なければならない。

２ 　 市 長 は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 の 許 諾 の 内 容 に つ い て 変 更 す る こ と を 許 諾 す る と き
は 、 市 川 市 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 デ ザ イ ン 等 使 用 内 容 変 更 許 諾 通 知 書 （ 様 式 第 ９
号）により、使用者に通知するものとする。

３ 　 市 長 は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 の 許 諾 の 内 容 に つ いて 変 更 す る こ と を 許 諾 し な い と き
は、市川市事業キャラクター等デザイン等使用内容変更不許諾通知書（様式第１
０号）により、使用者に通知するものとする。

（遵守事項）
第１４条　使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

（１）許諾された内容に従いデザイン等を使用すること。
（2）デザインガイドマニュアルに従ってデザイン等を使用すること。
（3）デザイン等を使用する権利又はデザイン等若しくはデザイン等を使用する物

品 を 第 三 者 に 譲 渡 し 、 又 は 転 貸 し な い こ と 。 た だ し 、 販 売 を 目 的 と して デ ザ イ
ン 等 を 使 用 す る 場 合 に お いて 行 う 当 該 物 品 の 販 売 に つ いては 、 こ の 限 り で な
い。

（4）デザイン等を使用する物品には、本市の事業キャラクター等であること、事業
キャラクター等の名称及び使用許諾通知書に記載された使用許諾番号を明
示し、それ以外の名称を使用しないこと。デザイン等を使用する広告物、サー
ビス等を提供する場合についても、同様とする。

（5）デザイン等を使用する物品は、本市が製造又は販売をする物品であると誤認
されるおそれがないよう配慮すること。デザイン等を使用する広告物、サービ
ス等サービスを提供する場合についても、同様とする。

（ 6 ） デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 の 製 造 を 第 三 者 に 委 託 す る 場 合 は 、 受 託 者 が こ
の 要 綱 及 び 使 用 の 許 諾 の 内 容 に 違 反 す る こ と が な いよ う 必 要 か つ 適 切 な 監
督 を 行 う こ と 。 デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 広 告 物 、 サ ー ビ ス 等 の 提 供 を 第 三 者 に
委託する場合についても、同様とする。

（ 7 ） 許 諾 に 際 して、 デ ザ イ ン 等 が 商 品 の 品 質 を 保 証 す る も の で は な い こ と を 記 載
すること等の条件が付された場合には、当該条件に従うこと。

（ 8 ） 許 諾 に 係 る 物 品 の 完 成 品 に つ いては 、 そ の 使 用 前 に 速 や か に 市 長 に 提 出 し 、
承 諾 を 受 け る こ と 。 た だ し 、 完 成 品 の 提 出 が 困 難 と 市 長 が 認 め る も の に つ い
ては、その写真の提出をもって完成品の提出に代えることができること。

（9）市長が前号の規定により提出された完成品が適正でないと認め、是正を求め
た と き は 、 速 や か にこ れ に 応 じ 、 市 長 の 承 諾 を 受 け る こ と 。 こ の 場 合 に お いて、
是正に要する費用は、使用者が負担すること。

（10）デ ザ イ ン 等 に つ いて、 許 諾 さ れ た 用 途 の み で 使 用 し 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 に 係

る 対 象 物 に つ いて、 商 標 登 録 、 意 匠 登 録 等 、 知 的 財 産 に 関 す る 一 切 の 権 利 を
新たに設定し、又は登録しないこと。

（11）本市から貸与を受けたデザイン等があるときは、デザイン等の使用期間終了
後は、速やかに、当該デザイン等を本市に返却すること。

（12）市 長 の 求 め に 応 じ 次 条 第 ８ 項 の 規 定 に よる 資 料 の 提 出 若 し く は 報 告 を し 、 又
は市長が行う同項の規定による調査に協力すること。

（使用禁止、許諾の解除等）
第１５条　市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用者にその是正を求め

るものとする。
（１）第１０条第１項各号のいずれかに該当することとなったとき。
（ 2 ） 使 用 者 が 第 １ ０ 条 第 ３ 項 の 条 件 、 第 １ ２ 条 第 ２ 項 、 第 １ ３ 条 第 １ 項 又 は 前 条 の

規定その他使用の許諾の内容に違反したとき。
（3）第１１条ただし書に規定するデザイン等使用料を市長が指定した期限までに

納付しないとき。
（4）デザイン等に関する本市の権利の行使に支障が生じたとき。

２ 　 市 長 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 の 全 部 若 し く
は一部を禁止し、又は使用の許諾を解除することができる。
（ １ ） 前 項 の 規 定 に よる 是 正 の 求 め に よっても な お 是 正 さ れ な い と き、 又 は 是 正 さ

れる見込みがないと認めるとき。
（2）前項各号いずれかに該当する場合で、緊急を要するとき。
（3）使用者が虚偽その他不正な手段により使用の許諾を得たとき。
（4）その他市長がデザイン等の使用を不適当と認めるとき。

３ 　 市 長 は 、 前 項 の 規 定 に より、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 を 禁 止 し 、 又 は 使 用 の 許 諾 を 解 除
する ときは、市川市事業キャラクター等デザイン等使用禁止・使用許諾解除通知
書（様式第１１号）により、使用者に通知するものとする。

４　前項の規定により使用の許諾を解除する旨の通知を受けたものは、その日以後、
当 該 解 除 に 係 る デ ザ イ ン 等 又 は デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 若 し く は デ ザ イ ン 等
を 使 用 す る サ ー ビ ス を 使 用 、 配 布 、 掲 示 、 販 売 、 提 供 等 を しては な ら な い 。 た だ し 、
市長が事業キャラクター等を適正に管理する上で支障がないと認める場合は、こ
の限りでない。

５　市長は、前項に規定するものに対して、使用の許諾の解除に係るデザイン等又は
デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 の 回 収 そ の 他 の 措 置 を 講 ず る よ う 求 め る こ と が で き
る 。 こ の 場 合 に お いて、 当 該 デ ザ イ ン 等 又 は デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 の 回 収 等
使 用 の 許 諾 の 解 除 に 伴 い 発 生 す る 一 切 の 費 用 は 、 使 用 の 許 諾 を 解 除 さ れ た も の
が負担するものとする。

６ 　 市 長 は 、 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 事 実 が あ っ た こ と に より 市 に 損 害 が 生

じたときは、使用者に対して損害賠償の請求をするものとする。
７　市は、第２項の規定による使用の禁止又は使用の許諾の解除により使用者に生じ

た損害について、一切の責任を負わない。
８ 　 市 長 は 、 使 用 者 に 対 し 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 状 況 、 デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 、 デ

ザ イ ン 等 を 使 用 す る サ ー ビ ス の 提 供 等 に つ いて 資 料 の 提 出 若 し く は 報 告 を さ せ 、
又は調査することができる。

（利用の非独占性等）
第１６条　この要綱による使用の許諾は、使用者が自己の商標又は意匠とする等、独占して事

業キャラクター等を使用する権利を付与し、及び商品、使用者等について市の推奨
を行うものではない。

（経費等の負担）
第１７条　市は、この要綱による使用の許諾の申込み若しくはその変更の申込みに要した費用

及びデザイン等の使用の実施に係る経費又は役務を負担しない。

（責任の制限等）
第１８条　市は、使用者がデザイン等の使用により第三者との間に紛争を生じ、損害の賠償、損

失の補償等を求められた場合であっても、一切の責任を負わない。
２ 　 使 用 者 又 は 第 １ ５ 条 第 ２ 項 の 規 定 に より 使 用 の 許 諾 を 解 除 さ れ た も の は 、 デ ザ イ

ン等の使用に際し、故意又は過失によって市に損害を与えたとき又は第１４条第５
号 の 受 託 者 の 行 為 に より 市 が 損 害 を 受 け た と き は 、 こ れ に よって 生 じ た 損 害 を 市
に賠償しなければならない。

（使用許諾の状況等の公表）
第１９条　市長は、広く本市が行う事業及び事業キャラクター等の普及啓発を図る観点から、デ

ザイン等の使用の許諾の状況等を随時公表することができるものとする。

（事務処理）
第２０条　事業キャラクター等の作成、届出及び使用の許諾に関する事務は所管課において、

事業キャラクター等の登録に関する事務は市長公室広報広聴課において処理する。

（補則）
第２１条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附　則
（施行期日）
１　この要綱は、平成２６年９月１日から施行する。
　 （この要綱の施行前に作成された事業キャラクター等に関する経過措置）
２　この要綱の施行前に作成された事業キャラクター等については、平成２６年９月３０日まで

に広報広聴課長に市川市事業キャラクター等届出書を提出し、台帳に登録を受けることが
できる。この場合において、当該登録を受けた事業キャラクター等で、この要綱の施行の際
現にその使用の許諾がされているものは、第１０条第１項の規定により使用の許諾を得たも
のとみなす。

附　則
この要綱は、令和４年３月４日から施行する。

附　則
この要綱は、令和６年１月２２日から施行する。

附　則
この要綱は、令和８年５月２６日から施行する。
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カ　市川市消防局組織規則（昭和４０年規則第１５号）第２条に規定する課
キ 　 市 川 市 議 会 事 務 局 処 務 規 程 （ 昭 和 ４ ９ 年 議 会 規 程 第 １ 号 ） 第 ２ 条 に 規 定

する庶務課及び議事課
ク 　 市 川 市 選 挙 管 理 委 員 会 規 程 （ 昭 和 ３ ４ 年 選 挙 管 理 委 員 会 規 程 第 １ 号 ） 第

１５条に規定する事務局
ケ　市川市監査委員に関する条例（平成３年条例第２６号）第５条に規定する

監査委員事務局
コ　市川市農業委員会事務局規程（昭和３２年農業委員会公示第１２号）第１

条に規定する事務局
（7）部　次に掲げるものをいう。

ア　市川市行政組織条例（昭和４９年条例第３９号）第２条に規定する部及び室
イ　市川市役所支所設置条例（昭和３０年条例第１号）第１条に規定する支所
ウ 　 市 川 市 教 育 委 員 会 事 務 局 等 組 織 規 則 （ 昭 和 ５ ３ 年 教 育 委 員 会 規 則 第 １

号）第３条に規定する部
エ　市川市消防本部及び消防署条例（昭和４０年条例第３１号）第２条に規定

する市川市消防局

　（事業キャラクター等の作成に係る立案等）
第３条　事業キャラクター等の作成に係る立案（次項及び第３項において「立案」という。）は、

当該事業キャラクター等に係る事業の所管課において行うものとする。
２　立案に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

（1）事業キャラクター等を作成する目的を明確に するとともに、当該事業キャラク
タ ー 等 を 作 成 す る 必 要 性 及 び 事 業 の 効 果 が 上 が る か ど う か を 十 分 検 討 す る
こと。

（ 2 ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 を 作 成 す る こ と に より、 第 三 者 の 権 利 を 侵 害 し 、 又 は 侵 害
するおそれがないかどうかを確認すること。

（ 3 ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 が 他 の 部 又 は 課 に 関 わ る 場 合 に あ っては 、 当 該 部 又 は 課
と協議をすること。

３ 　 立 案 を し よ う とす る 所 管 課 の 長 （ 以 下 「 所 管 課 長 」 と い う。 ） は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を
所 管 課 が 属 す る 部 の 長 （ 以 下 「 所 管 部 長 」 とい う。 ） に 提 出 し、 事 業 キ ャ ラ クター等
の作成について所管部長の決裁を受けなければならない。

（1）企画書
（2）事業キャラクター等の概要
（3）その他所管部長が必要と認める書類

４ 　 所 管 部 長 は 、 前 項 の 規 定 に よる 書 類 の 提 出 が あ っ た と き は 、 当 該 書 類 を 審 査 し 、
事業キャラクター等を作成するかどうかを決定するものとする。

（２）市川市事業キャラクター等の作成等に関する要綱
（目的）

第１条　この要綱は、事業キャラクター等の作成及びデザイン等の使用に係る手続その他
の 取 扱 い に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と に より、 本 市 が 有 す る 著 作 権 又 は 商 標 権
の目的となっている事業キャラクター等の適正な管理を図ることを目的とする。

（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（ １ ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 　 本 市 が 行 う 事 業 の 意 義 、 魅 力 等 を 発 信 し 、 当 該 事 業 の
効果を上げるために作成した本市のキャラクター又はロゴマークをいう。ただ
し、一定期間のみの利用に限るものは除く。

（ 2 ） デ ザ イ ン 等 　 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 の イ ラス ト 若 し く は 名 称 、 着 ぐる み 等 の 立 体
物・ロゴマーク又はこれらに準ずるものをいう。

（3）デザインガイドマニュアル　デザイン等の利用方法等について市が定めたも
のをいう。

（ 4 ） 物 品 　 デ ザ イ ン 等 を 使 用 し た 商 品 、 景 品 、 商 品 等 の パ ッ ケ ージ 及 び こ れ ら に
準ずるものをいう。

（ 5 ） 広 告 物 　 常 時 又 は 一 定 の 期 間 継 続 して、 公 衆 に 表 示 さ れ る も の で あ って、 デ
ザ イ ン 等 を 使 用 し た 看 板 、 立 看 板 、 は り 紙 及 び は り 札 並 び に 広 告 塔 、 広 告 板 、
建物その他の工作物等に掲出され 、又は表示されたもの並びにこれらに類す
るものをいう。

（6）課　次に掲げるものをいう。　　
ア 　 市 川 市 行 政 組 織 規 則 （ 平 成 １ １ 年 規 則 第 ６ 号 。 以 下 「 組 織 規 則 」 と い う。 ）

第２条第１号に規定する本庁機関の課及び担当室
イ 　 組 織 規 則 第 ２条 第 ２号 に 規 定 す る 外 部 機 関 （ 大 柏 出 張 所 、 東 山 魁 夷 記 念

館 、 動 植 物 園 、 市 川 駅 行 政 サ ー ビ ス セ ン タ ー、 ク リ ーン セ ン タ ー 及 び 南 行
徳 市 民 セ ン タ ー に 限 る 。 以 下 こ の イ に お いて 「 特 定 外 部 機 関 」 と い う。 ） 及
び 同 号 に 規 定 す る 外 部 機 関 （ 特 定 外 部 機 関 及 び 保 健 セ ン タ ー を 除 く 。 ）
に所属する課

ウ　組織規則第３６条第２項に規定する健康支援課及び疾病予防課
エ　市川市会計管理者補助組織設置規則（平成１５年規則第２２号）第１条に

規定する会計課
オ 　 市 川 市 教 育 委 員 会 事 務 局 等 組 織 規 則 （ 昭 和 ５ ３ 年 教 育 委 員 会 規 則 第 １

号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 課 、 同 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 担 当 室 及 び 同 条
第３項に規定する組織のうち職務の級が７級である職員が置かれている
もの

　（事業キャラクター等の作成）
第４条　所管課長は、前条第４項の規定により事業キャラクター等を作成する旨の決定を受け

たときは、当該決定がされた事業キャラクター等を作成するものとする。

（商標登録出願）
第５条　所管課長は、作成された事業キャラクター等について権利を保全する必要があると認

めるときは、所管部長の決裁を受けて商標登録出願を行うものとする。

（事業キャラクター等登録台帳への登録）
第６条　所管課長は、事業キャラクター等を作成し、必要があると認めるときは、市川市事業

キャラクター等届出書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、広報広聴課長に
届け出るものとする。
（1）事業キャラクター等のイラスト、写真その他の事業キャラクター等が 確認でき

る書類
（ 2 ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 を 使 用 す る 商 品 そ の 他 こ れ に 類 す る も の が あ る 場 合 に

あっては、当該商品その他これに類するものが確認できる写真
（3）商標登録を受けた事業キャラクター等にあっては、商標登録を受けていること

が確認できる書類
（ 4 ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 に 関 す る 要 領 そ の 他 こ れ に 類 す る 定 め が あ る 場 合 に あ っ

ては、当該要領その他これに類する定めの写し
（5）その他広報広聴課長が必要と認める書類

２ 　 広 報 広 聴 課 長 は 、 前 項 の 規 定 に よる 届 出 を 受 け た と き は 、 当 該 届 出 に 係 る 事 業
キ ャ ラ クタ ー 等 を 市 川 市 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 登 録 台 帳 （ 様 式 第 ２ 号 。 以 下 「 台 帳 」
という。）に登録するものとする。

３ 　 前 項 の 規 定 に より 台 帳 に 登 録 さ れ た 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 は 、 こ の 要 綱 の 定 め る と
ころにより事業キャラクター等として使用することができるものとする。

　（登録の抹消等）
第７条　台帳に登録された事業キャラクター等の登録を抹消しようとする所管課長は、市川市

事業キャラクター等登録台帳抹消届出書（様式第３号）により広報広聴課長に届け
出るものとする。

２ 　 広 報 広 聴 課 長 は 、 前 項 の 規 定 に よる 届 出 を 受 け た と き は 、 速 や か に、 台 帳 か ら 当
該届出に係る事業キャラクター等の登録を抹消するものとする。

３　台帳から登録を抹消した事業キャラクター等は、事業キャラクター等として使用し
てはならない。

　（デザイン等の管理）
第８条　デザイン等の管理は、所管課において行うものとする。

（デザイン等の使用に関する手続）
第８条の２　他の要綱等で使用に関する手続等が定められているデザイン等を除き、デザイン

等の使用に係る手続その他のデザイン等の使用に関し必要な事項は、次条から第２
１条までに定めるところによる。

（デザイン等の使用の申込み）
第９条　デザイン等の使用を申し込もうとするもの（以下「申込者」という。）は、あらかじめ、市

川市事業キャラクター等デザイン等使用申込書（様式第４号。第１２条第１項におい
て「使用申込書」という。）に、企画書、申込者の概要が分かる書類、誓約書（様式第５
号）その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出し、その許諾を得なければ
ならない。　

２　市長は、前項の規定による申込みについて、必要があると認めるときは、申込者に
対し、書類の修正又は資料の提出を求めることができる。

３ 　 第 １ 項 の 規 定 に か か わ らず、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 市 長 の 許 諾
を 要 し な い 。 た だ し 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 の 目 的 に 販 売 の 目 的 が 含 ま れ る 場 合 に
あっては、この限りでない。
（1）本市が使用するとき。
（ 2 ） 学 校 教 育 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ２ ６ 号 ） 第 １ 条 に 規 定 す る 学 校 が 教 育 の 目 的

で使用するとき。
（ 3 ） 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 １ ６ ４ 号 ） 第 ２ ４ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 家 庭 的 保

育事業等を行う事業所、第３９条第１項に規定する保育所、児童福祉法第５９
条 第 １ 項 に 規 定 す る 施 設 の う ち 同 法 第 ３ ９ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 業 務 を 目 的 と
する保育機能施設が保育の目的で使用するとき。

（ 4 ） 就 学 前 の 子 供 に 関 す る 教 育 、 保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律
（ 平 成 １ ８ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 又 は 第 ３ 項 の 認 定 を 受 け た 施 設 、 　
同条第１０項の規定による公示がされた施設 及び幼保連携型認定こども園
が教育並びに保育の目的で使用するとき。

（5）報道機関が報道又は広報の目的でデザイン等を使用するとき。
（ 6 ） 著 作 権 法 （ 昭 和 ４ ５ 年 法 律 第 ４ ８ 号 ） 第 ３ ０ 条 の 規 定 に よる 私 的 使 用 の 範 囲 に

該当するとき。
（7）その他市長が特に必要と認めたとき。

（デザイン等の使用の許諾）
第１０条　市長は、前条第１項の規定による申込みがあったときは、その内容が次の各号のいず

れかに該当するときを除き、デザイン等の使用を許諾するものとする。
（１）本市の信用若しくは品位を傷つけ、又は本市が行う事業の正しい理解の妨げ

になるおそれがあるとき。
（2）事業キャラクター等又は本市が行う事業のイメージを損なうおそれがあるとき。
（ 3 ） 自 己 の 商 標 又 は 意 匠 とす る 等 、 独 占 的 に 利 用 し 、 又 は 利 用 す る お そ れ の あ る

とき。
（4）法令に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
（5）公の秩序又は善良の風俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
（6）第三者の利益を害するおそれがあるとき。
（ 7 ） 特 定 の 個 人 、 企 業 、 政 党 若 し く は 宗 教 団 体 を 支 援 す る も の であ る と き、 又 は こ

れらを支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、若しくは与えるおそれ
があるとき。

（8）特定の政治、思想若しくは宗教を支援し、又は支援しているような誤解を与え
るおそれがあるとき。

（ 9 ） 申 込 者 の 役 員 等 （ 個 人 で あ る 場 合 に は そ の 者 そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し
ている者を、申込者が法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の
代 表 者 そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 して い る 者 を 、 申 込 者 が 法 人 以 外 の 団 体
で あ る 場 合 に は 、 代 表 者 、 理 事 等 、 そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 して い る 者 を
い う。 以 下 同 じ 。 ） が、 暴 力 団 （ 暴 力 団 員 に よる 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る
法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 を い う。 以 下 同
じ。）若しくは暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
第２条第６号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から５年を経
過 し な い 者 を い う。 以 下 同 じ 。 ） で あ る と 認 め ら れ る と き、 又 は 暴 力 団 若 し く は
暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。

（10）申 込 者 の 役 員 等 が、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正 の 利 益 を 図 る 目 的 、 又
は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等（暴力団及び暴力団員等並
び に 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 等 と 密 接 な 関 係 を 有 す る 者 を い う。 以 下 同 じ 。 ） を
利用するなどしていると認められるとき。

（11）申 込 者 の 役 員 等 が、 暴 力 団 等 に 対 して、 資 金 等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す
る な ど 直 接 的 あ る い は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、 運 営 に 協 力 し 、 若 し く は 関 与
していると認められるとき。

（12）申込者の役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると
認められるとき。

（13）申 込 者 の 役 員 等 が、 暴 力 団 、 暴 力 団 員 等 又 は 前 ４ 号 の い ず れ か に 該 当 す る
法人等（法人その他の団体又は個人をいう。）であることを知りながら、これを

不当に利用するなどしていると認められるとき。
（14）申 込 者 が 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ３ 年

法 律 第 １ ２ ２ 号 ） 第 ２ 条 に 定 め る 営 業 （ 同 条 第 １ 項 第 ５ 号 に 規 定 す る 営 業 を 除
く。次号において同じ。）を行うものであるとき。

（15）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条に定める営業若
しくは当該営業に関する広告等に使用されるおそれがあるとき又は当該営業
を行う者その他の者が当該営業に係る商品等を販売するとき。

（16）デ ザ イ ン 等 を こ の 要 綱 及 び デ ザ イ ン ガ イ ド マ ニ ュアル に 従 って 使 用 し な い お
それがあるとき。

（17）不当な利益を得るために利用されるおそれがあるとき。
（18）本市が行う事業又は市長が認めるこれに関連する事業を推進する上で支障

となるおそれがあるとき。
（19）前条第２項の規定による修正の求めに応じないとき。
（20）その他市長が公益上又は著作権若しくは商標権の管理上の観点から使用に

ついて不適当と認めるとき。
２ 　 市 長 は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 を 許 諾 し た と き は 、 市 川 市 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 デ ザ イ

ン 等 使 用 許 諾 通 知 書 （ 様 式 第 ６ 号 。 第 １ ２ 条 第 １ 項 に お いて 「 使 用 許 諾 通 知 書 」 と
いう。）により、申込者に通知するものとする。

３　市長は、デザイン等の使用の許諾に際し、条件を付することができる。
４ 　 市 長 は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 を 許 諾 し な い と き は 、 市 川 市 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 デ ザ

イン等使用不許諾通知書（様式第７号）により、申込者に通知するものとする。

（デザイン等使用料）
第１１条　デザイン等を使用する際の料金（以下「デザイン等使用料」という。）は、無料とする。

ただし、市長は、その性質上有料とする必要があると認めるときは、市長が定める額
のデザイン等使用料を納付させることができる。

（デザイン等の使用期間）
第１２条　デザイン等の使用期間は、１年を限度として、市長が使用申込書の内容により定める

ものとする。この場合において、市長は、当該使用期間を使用許諾通知書に記載す
るものとする。

２ 　 前 項 に 規 定 す る 使 用 期 間 の 満 了 後 に お いても、 引 き 続 き デ ザ イ ン 等 を 使 用 し よ う
とす る も の は 、 改 め て 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よる 申 込 み を 行 い 、 市 長 の 許 諾 を 得
なければならない。

（許諾内容の変更の申込み等）
第１３条　デザイン等の使用の許諾を受けたもの（以下「使用者」という。）は、その許諾を受け

た内容を変更しようとするときは、市川市事業キャラクター等デザイン等使用内容変
更申込書（様式第８号）を市長に提出し、その許諾を得なければならない。

２ 　 市 長 は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 の 許 諾 の 内 容 に つ い て 変 更 す る こ と を 許 諾 す る と き
は 、 市 川 市 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 デ ザ イ ン 等 使 用 内 容 変 更 許 諾 通 知 書 （ 様 式 第 ９
号）により、使用者に通知するものとする。

３ 　 市 長 は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 の 許 諾 の 内 容 に つ いて 変 更 す る こ と を 許 諾 し な い と き
は、市川市事業キャラクター等デザイン等使用内容変更不許諾通知書（様式第１
０号）により、使用者に通知するものとする。

（遵守事項）
第１４条　使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

（１）許諾された内容に従いデザイン等を使用すること。
（2）デザインガイドマニュアルに従ってデザイン等を使用すること。
（3）デザイン等を使用する権利又はデザイン等若しくはデザイン等を使用する物

品 を 第 三 者 に 譲 渡 し 、 又 は 転 貸 し な い こ と 。 た だ し 、 販 売 を 目 的 と して デ ザ イ
ン 等 を 使 用 す る 場 合 に お いて 行 う 当 該 物 品 の 販 売 に つ いては 、 こ の 限 り で な
い。

（4）デザイン等を使用する物品には、本市の事業キャラクター等であること、事業
キャラクター等の名称及び使用許諾通知書に記載された使用許諾番号を明
示し、それ以外の名称を使用しないこと。デザイン等を使用する広告物、サー
ビス等を提供する場合についても、同様とする。

（5）デザイン等を使用する物品は、本市が製造又は販売をする物品であると誤認
されるおそれがないよう配慮すること。デザイン等を使用する広告物、サービ
ス等サービスを提供する場合についても、同様とする。

（ 6 ） デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 の 製 造 を 第 三 者 に 委 託 す る 場 合 は 、 受 託 者 が こ
の 要 綱 及 び 使 用 の 許 諾 の 内 容 に 違 反 す る こ と が な いよ う 必 要 か つ 適 切 な 監
督 を 行 う こ と 。 デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 広 告 物 、 サ ー ビ ス 等 の 提 供 を 第 三 者 に
委託する場合についても、同様とする。

（ 7 ） 許 諾 に 際 して、 デ ザ イ ン 等 が 商 品 の 品 質 を 保 証 す る も の で は な い こ と を 記 載
すること等の条件が付された場合には、当該条件に従うこと。

（ 8 ） 許 諾 に 係 る 物 品 の 完 成 品 に つ いては 、 そ の 使 用 前 に 速 や か に 市 長 に 提 出 し 、
承 諾 を 受 け る こ と 。 た だ し 、 完 成 品 の 提 出 が 困 難 と 市 長 が 認 め る も の に つ い
ては、その写真の提出をもって完成品の提出に代えることができること。

（9）市長が前号の規定により提出された完成品が適正でないと認め、是正を求め
た と き は 、 速 や か にこ れ に 応 じ 、 市 長 の 承 諾 を 受 け る こ と 。 こ の 場 合 に お いて、
是正に要する費用は、使用者が負担すること。

（10）デ ザ イ ン 等 に つ いて、 許 諾 さ れ た 用 途 の み で 使 用 し 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 に 係

る 対 象 物 に つ いて、 商 標 登 録 、 意 匠 登 録 等 、 知 的 財 産 に 関 す る 一 切 の 権 利 を
新たに設定し、又は登録しないこと。

（11）本市から貸与を受けたデザイン等があるときは、デザイン等の使用期間終了
後は、速やかに、当該デザイン等を本市に返却すること。

（12）市 長 の 求 め に 応 じ 次 条 第 ８ 項 の 規 定 に よる 資 料 の 提 出 若 し く は 報 告 を し 、 又
は市長が行う同項の規定による調査に協力すること。

（使用禁止、許諾の解除等）
第１５条　市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用者にその是正を求め

るものとする。
（１）第１０条第１項各号のいずれかに該当することとなったとき。
（ 2 ） 使 用 者 が 第 １ ０ 条 第 ３ 項 の 条 件 、 第 １ ２ 条 第 ２ 項 、 第 １ ３ 条 第 １ 項 又 は 前 条 の

規定その他使用の許諾の内容に違反したとき。
（3）第１１条ただし書に規定するデザイン等使用料を市長が指定した期限までに

納付しないとき。
（4）デザイン等に関する本市の権利の行使に支障が生じたとき。

２ 　 市 長 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 の 全 部 若 し く
は一部を禁止し、又は使用の許諾を解除することができる。
（ １ ） 前 項 の 規 定 に よる 是 正 の 求 め に よっても な お 是 正 さ れ な い と き、 又 は 是 正 さ

れる見込みがないと認めるとき。
（2）前項各号いずれかに該当する場合で、緊急を要するとき。
（3）使用者が虚偽その他不正な手段により使用の許諾を得たとき。
（4）その他市長がデザイン等の使用を不適当と認めるとき。

３ 　 市 長 は 、 前 項 の 規 定 に より、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 を 禁 止 し 、 又 は 使 用 の 許 諾 を 解 除
する ときは、市川市事業キャラクター等デザイン等使用禁止・使用許諾解除通知
書（様式第１１号）により、使用者に通知するものとする。

４　前項の規定により使用の許諾を解除する旨の通知を受けたものは、その日以後、
当 該 解 除 に 係 る デ ザ イ ン 等 又 は デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 若 し く は デ ザ イ ン 等
を 使 用 す る サ ー ビ ス を 使 用 、 配 布 、 掲 示 、 販 売 、 提 供 等 を しては な ら な い 。 た だ し 、
市長が事業キャラクター等を適正に管理する上で支障がないと認める場合は、こ
の限りでない。

５　市長は、前項に規定するものに対して、使用の許諾の解除に係るデザイン等又は
デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 の 回 収 そ の 他 の 措 置 を 講 ず る よ う 求 め る こ と が で き
る 。 こ の 場 合 に お いて、 当 該 デ ザ イ ン 等 又 は デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 の 回 収 等
使 用 の 許 諾 の 解 除 に 伴 い 発 生 す る 一 切 の 費 用 は 、 使 用 の 許 諾 を 解 除 さ れ た も の
が負担するものとする。

６ 　 市 長 は 、 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 事 実 が あ っ た こ と に より 市 に 損 害 が 生

じたときは、使用者に対して損害賠償の請求をするものとする。
７　市は、第２項の規定による使用の禁止又は使用の許諾の解除により使用者に生じ

た損害について、一切の責任を負わない。
８ 　 市 長 は 、 使 用 者 に 対 し 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 状 況 、 デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 、 デ

ザ イ ン 等 を 使 用 す る サ ー ビ ス の 提 供 等 に つ いて 資 料 の 提 出 若 し く は 報 告 を さ せ 、
又は調査することができる。

（利用の非独占性等）
第１６条　この要綱による使用の許諾は、使用者が自己の商標又は意匠とする等、独占して事

業キャラクター等を使用する権利を付与し、及び商品、使用者等について市の推奨
を行うものではない。

（経費等の負担）
第１７条　市は、この要綱による使用の許諾の申込み若しくはその変更の申込みに要した費用

及びデザイン等の使用の実施に係る経費又は役務を負担しない。

（責任の制限等）
第１８条　市は、使用者がデザイン等の使用により第三者との間に紛争を生じ、損害の賠償、損

失の補償等を求められた場合であっても、一切の責任を負わない。
２ 　 使 用 者 又 は 第 １ ５ 条 第 ２ 項 の 規 定 に より 使 用 の 許 諾 を 解 除 さ れ た も の は 、 デ ザ イ

ン等の使用に際し、故意又は過失によって市に損害を与えたとき又は第１４条第５
号 の 受 託 者 の 行 為 に より 市 が 損 害 を 受 け た と き は 、 こ れ に よって 生 じ た 損 害 を 市
に賠償しなければならない。

（使用許諾の状況等の公表）
第１９条　市長は、広く本市が行う事業及び事業キャラクター等の普及啓発を図る観点から、デ

ザイン等の使用の許諾の状況等を随時公表することができるものとする。

（事務処理）
第２０条　事業キャラクター等の作成、届出及び使用の許諾に関する事務は所管課において、

事業キャラクター等の登録に関する事務は市長公室広報広聴課において処理する。

（補則）
第２１条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附　則
（施行期日）
１　この要綱は、平成２６年９月１日から施行する。
　 （この要綱の施行前に作成された事業キャラクター等に関する経過措置）
２　この要綱の施行前に作成された事業キャラクター等については、平成２６年９月３０日まで

に広報広聴課長に市川市事業キャラクター等届出書を提出し、台帳に登録を受けることが
できる。この場合において、当該登録を受けた事業キャラクター等で、この要綱の施行の際
現にその使用の許諾がされているものは、第１０条第１項の規定により使用の許諾を得たも
のとみなす。

附　則
この要綱は、令和４年３月４日から施行する。

附　則
この要綱は、令和６年１月２２日から施行する。

附　則
この要綱は、令和８年５月２６日から施行する。
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カ　市川市消防局組織規則（昭和４０年規則第１５号）第２条に規定する課
キ 　 市 川 市 議 会 事 務 局 処 務 規 程 （ 昭 和 ４ ９ 年 議 会 規 程 第 １ 号 ） 第 ２ 条 に 規 定

する庶務課及び議事課
ク 　 市 川 市 選 挙 管 理 委 員 会 規 程 （ 昭 和 ３ ４ 年 選 挙 管 理 委 員 会 規 程 第 １ 号 ） 第

１５条に規定する事務局
ケ　市川市監査委員に関する条例（平成３年条例第２６号）第５条に規定する

監査委員事務局
コ　市川市農業委員会事務局規程（昭和３２年農業委員会公示第１２号）第１

条に規定する事務局
（7）部　次に掲げるものをいう。

ア　市川市行政組織条例（昭和４９年条例第３９号）第２条に規定する部及び室
イ　市川市役所支所設置条例（昭和３０年条例第１号）第１条に規定する支所
ウ 　 市 川 市 教 育 委 員 会 事 務 局 等 組 織 規 則 （ 昭 和 ５ ３ 年 教 育 委 員 会 規 則 第 １

号）第３条に規定する部
エ　市川市消防本部及び消防署条例（昭和４０年条例第３１号）第２条に規定

する市川市消防局

　（事業キャラクター等の作成に係る立案等）
第３条　事業キャラクター等の作成に係る立案（次項及び第３項において「立案」という。）は、

当該事業キャラクター等に係る事業の所管課において行うものとする。
２　立案に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

（1）事業キャラクター等を作成する目的を明確に するとともに、当該事業キャラク
タ ー 等 を 作 成 す る 必 要 性 及 び 事 業 の 効 果 が 上 が る か ど う か を 十 分 検 討 す る
こと。

（ 2 ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 を 作 成 す る こ と に より、 第 三 者 の 権 利 を 侵 害 し 、 又 は 侵 害
するおそれがないかどうかを確認すること。

（ 3 ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 が 他 の 部 又 は 課 に 関 わ る 場 合 に あ っては 、 当 該 部 又 は 課
と協議をすること。

３ 　 立 案 を し よ う とす る 所 管 課 の 長 （ 以 下 「 所 管 課 長 」 と い う。 ） は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を
所 管 課 が 属 す る 部 の 長 （ 以 下 「 所 管 部 長 」 とい う。 ） に 提 出 し、 事 業 キ ャ ラ クター等
の作成について所管部長の決裁を受けなければならない。

（1）企画書
（2）事業キャラクター等の概要
（3）その他所管部長が必要と認める書類

４ 　 所 管 部 長 は 、 前 項 の 規 定 に よる 書 類 の 提 出 が あ っ た と き は 、 当 該 書 類 を 審 査 し 、
事業キャラクター等を作成するかどうかを決定するものとする。

（２）市川市事業キャラクター等の作成等に関する要綱
（目的）

第１条　この要綱は、事業キャラクター等の作成及びデザイン等の使用に係る手続その他
の 取 扱 い に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と に より、 本 市 が 有 す る 著 作 権 又 は 商 標 権
の目的となっている事業キャラクター等の適正な管理を図ることを目的とする。

（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（ １ ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 　 本 市 が 行 う 事 業 の 意 義 、 魅 力 等 を 発 信 し 、 当 該 事 業 の
効果を上げるために作成した本市のキャラクター又はロゴマークをいう。ただ
し、一定期間のみの利用に限るものは除く。

（ 2 ） デ ザ イ ン 等 　 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 の イ ラス ト 若 し く は 名 称 、 着 ぐる み 等 の 立 体
物・ロゴマーク又はこれらに準ずるものをいう。

（3）デザインガイドマニュアル　デザイン等の利用方法等について市が定めたも
のをいう。

（ 4 ） 物 品 　 デ ザ イ ン 等 を 使 用 し た 商 品 、 景 品 、 商 品 等 の パ ッ ケ ージ 及 び こ れ ら に
準ずるものをいう。

（ 5 ） 広 告 物 　 常 時 又 は 一 定 の 期 間 継 続 して、 公 衆 に 表 示 さ れ る も の で あ って、 デ
ザ イ ン 等 を 使 用 し た 看 板 、 立 看 板 、 は り 紙 及 び は り 札 並 び に 広 告 塔 、 広 告 板 、
建物その他の工作物等に掲出され 、又は表示されたもの並びにこれらに類す
るものをいう。

（6）課　次に掲げるものをいう。　　
ア 　 市 川 市 行 政 組 織 規 則 （ 平 成 １ １ 年 規 則 第 ６ 号 。 以 下 「 組 織 規 則 」 と い う。 ）

第２条第１号に規定する本庁機関の課及び担当室
イ 　 組 織 規 則 第 ２条 第 ２号 に 規 定 す る 外 部 機 関 （ 大 柏 出 張 所 、 東 山 魁 夷 記 念

館 、 動 植 物 園 、 市 川 駅 行 政 サ ー ビ ス セ ン タ ー、 ク リ ーン セ ン タ ー 及 び 南 行
徳 市 民 セ ン タ ー に 限 る 。 以 下 こ の イ に お いて 「 特 定 外 部 機 関 」 と い う。 ） 及
び 同 号 に 規 定 す る 外 部 機 関 （ 特 定 外 部 機 関 及 び 保 健 セ ン タ ー を 除 く 。 ）
に所属する課

ウ　組織規則第３６条第２項に規定する健康支援課及び疾病予防課
エ　市川市会計管理者補助組織設置規則（平成１５年規則第２２号）第１条に

規定する会計課
オ 　 市 川 市 教 育 委 員 会 事 務 局 等 組 織 規 則 （ 昭 和 ５ ３ 年 教 育 委 員 会 規 則 第 １

号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 課 、 同 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 担 当 室 及 び 同 条
第３項に規定する組織のうち職務の級が７級である職員が置かれている
もの

　（事業キャラクター等の作成）
第４条　所管課長は、前条第４項の規定により事業キャラクター等を作成する旨の決定を受け

たときは、当該決定がされた事業キャラクター等を作成するものとする。

（商標登録出願）
第５条　所管課長は、作成された事業キャラクター等について権利を保全する必要があると認

めるときは、所管部長の決裁を受けて商標登録出願を行うものとする。

（事業キャラクター等登録台帳への登録）
第６条　所管課長は、事業キャラクター等を作成し、必要があると認めるときは、市川市事業

キャラクター等届出書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、広報広聴課長に
届け出るものとする。
（1）事業キャラクター等のイラスト、写真その他の事業キャラクター等が 確認でき

る書類
（ 2 ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 を 使 用 す る 商 品 そ の 他 こ れ に 類 す る も の が あ る 場 合 に

あっては、当該商品その他これに類するものが確認できる写真
（3）商標登録を受けた事業キャラクター等にあっては、商標登録を受けていること

が確認できる書類
（ 4 ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 に 関 す る 要 領 そ の 他 こ れ に 類 す る 定 め が あ る 場 合 に あ っ

ては、当該要領その他これに類する定めの写し
（5）その他広報広聴課長が必要と認める書類

２ 　 広 報 広 聴 課 長 は 、 前 項 の 規 定 に よる 届 出 を 受 け た と き は 、 当 該 届 出 に 係 る 事 業
キ ャ ラ クタ ー 等 を 市 川 市 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 登 録 台 帳 （ 様 式 第 ２ 号 。 以 下 「 台 帳 」
という。）に登録するものとする。

３ 　 前 項 の 規 定 に より 台 帳 に 登 録 さ れ た 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 は 、 こ の 要 綱 の 定 め る と
ころにより事業キャラクター等として使用することができるものとする。

　（登録の抹消等）
第７条　台帳に登録された事業キャラクター等の登録を抹消しようとする所管課長は、市川市

事業キャラクター等登録台帳抹消届出書（様式第３号）により広報広聴課長に届け
出るものとする。

２ 　 広 報 広 聴 課 長 は 、 前 項 の 規 定 に よる 届 出 を 受 け た と き は 、 速 や か に、 台 帳 か ら 当
該届出に係る事業キャラクター等の登録を抹消するものとする。

３　台帳から登録を抹消した事業キャラクター等は、事業キャラクター等として使用し
てはならない。

　（デザイン等の管理）
第８条　デザイン等の管理は、所管課において行うものとする。

（デザイン等の使用に関する手続）
第８条の２　他の要綱等で使用に関する手続等が定められているデザイン等を除き、デザイン

等の使用に係る手続その他のデザイン等の使用に関し必要な事項は、次条から第２
１条までに定めるところによる。

（デザイン等の使用の申込み）
第９条　デザイン等の使用を申し込もうとするもの（以下「申込者」という。）は、あらかじめ、市

川市事業キャラクター等デザイン等使用申込書（様式第４号。第１２条第１項におい
て「使用申込書」という。）に、企画書、申込者の概要が分かる書類、誓約書（様式第５
号）その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出し、その許諾を得なければ
ならない。　

２　市長は、前項の規定による申込みについて、必要があると認めるときは、申込者に
対し、書類の修正又は資料の提出を求めることができる。

３ 　 第 １ 項 の 規 定 に か か わ らず、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 市 長 の 許 諾
を 要 し な い 。 た だ し 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 の 目 的 に 販 売 の 目 的 が 含 ま れ る 場 合 に
あっては、この限りでない。
（1）本市が使用するとき。
（ 2 ） 学 校 教 育 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ２ ６ 号 ） 第 １ 条 に 規 定 す る 学 校 が 教 育 の 目 的

で使用するとき。
（ 3 ） 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 １ ６ ４ 号 ） 第 ２ ４ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 家 庭 的 保

育事業等を行う事業所、第３９条第１項に規定する保育所、児童福祉法第５９
条 第 １ 項 に 規 定 す る 施 設 の う ち 同 法 第 ３ ９ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 業 務 を 目 的 と
する保育機能施設が保育の目的で使用するとき。

（ 4 ） 就 学 前 の 子 供 に 関 す る 教 育 、 保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律
（ 平 成 １ ８ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 又 は 第 ３ 項 の 認 定 を 受 け た 施 設 、 　
同条第１０項の規定による公示がされた施設 及び幼保連携型認定こども園
が教育並びに保育の目的で使用するとき。

（5）報道機関が報道又は広報の目的でデザイン等を使用するとき。
（ 6 ） 著 作 権 法 （ 昭 和 ４ ５ 年 法 律 第 ４ ８ 号 ） 第 ３ ０ 条 の 規 定 に よる 私 的 使 用 の 範 囲 に

該当するとき。
（7）その他市長が特に必要と認めたとき。

（デザイン等の使用の許諾）
第１０条　市長は、前条第１項の規定による申込みがあったときは、その内容が次の各号のいず

れかに該当するときを除き、デザイン等の使用を許諾するものとする。
（１）本市の信用若しくは品位を傷つけ、又は本市が行う事業の正しい理解の妨げ

になるおそれがあるとき。
（2）事業キャラクター等又は本市が行う事業のイメージを損なうおそれがあるとき。
（ 3 ） 自 己 の 商 標 又 は 意 匠 とす る 等 、 独 占 的 に 利 用 し 、 又 は 利 用 す る お そ れ の あ る

とき。
（4）法令に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
（5）公の秩序又は善良の風俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
（6）第三者の利益を害するおそれがあるとき。
（ 7 ） 特 定 の 個 人 、 企 業 、 政 党 若 し く は 宗 教 団 体 を 支 援 す る も の であ る と き、 又 は こ

れらを支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、若しくは与えるおそれ
があるとき。

（8）特定の政治、思想若しくは宗教を支援し、又は支援しているような誤解を与え
るおそれがあるとき。

（ 9 ） 申 込 者 の 役 員 等 （ 個 人 で あ る 場 合 に は そ の 者 そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し
ている者を、申込者が法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の
代 表 者 そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 して い る 者 を 、 申 込 者 が 法 人 以 外 の 団 体
で あ る 場 合 に は 、 代 表 者 、 理 事 等 、 そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 して い る 者 を
い う。 以 下 同 じ 。 ） が、 暴 力 団 （ 暴 力 団 員 に よる 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る
法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 を い う。 以 下 同
じ。）若しくは暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
第２条第６号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から５年を経
過 し な い 者 を い う。 以 下 同 じ 。 ） で あ る と 認 め ら れ る と き、 又 は 暴 力 団 若 し く は
暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。

（10）申 込 者 の 役 員 等 が、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正 の 利 益 を 図 る 目 的 、 又
は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等（暴力団及び暴力団員等並
び に 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 等 と 密 接 な 関 係 を 有 す る 者 を い う。 以 下 同 じ 。 ） を
利用するなどしていると認められるとき。

（11）申 込 者 の 役 員 等 が、 暴 力 団 等 に 対 して、 資 金 等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す
る な ど 直 接 的 あ る い は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、 運 営 に 協 力 し 、 若 し く は 関 与
していると認められるとき。

（12）申込者の役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると
認められるとき。

（13）申 込 者 の 役 員 等 が、 暴 力 団 、 暴 力 団 員 等 又 は 前 ４ 号 の い ず れ か に 該 当 す る
法人等（法人その他の団体又は個人をいう。）であることを知りながら、これを

不当に利用するなどしていると認められるとき。
（14）申 込 者 が 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ３ 年

法 律 第 １ ２ ２ 号 ） 第 ２ 条 に 定 め る 営 業 （ 同 条 第 １ 項 第 ５ 号 に 規 定 す る 営 業 を 除
く。次号において同じ。）を行うものであるとき。

（15）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条に定める営業若
しくは当該営業に関する広告等に使用されるおそれがあるとき又は当該営業
を行う者その他の者が当該営業に係る商品等を販売するとき。

（16）デ ザ イ ン 等 を こ の 要 綱 及 び デ ザ イ ン ガ イ ド マ ニ ュアル に 従 って 使 用 し な い お
それがあるとき。

（17）不当な利益を得るために利用されるおそれがあるとき。
（18）本市が行う事業又は市長が認めるこれに関連する事業を推進する上で支障

となるおそれがあるとき。
（19）前条第２項の規定による修正の求めに応じないとき。
（20）その他市長が公益上又は著作権若しくは商標権の管理上の観点から使用に

ついて不適当と認めるとき。
２ 　 市 長 は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 を 許 諾 し た と き は 、 市 川 市 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 デ ザ イ

ン 等 使 用 許 諾 通 知 書 （ 様 式 第 ６ 号 。 第 １ ２ 条 第 １ 項 に お いて 「 使 用 許 諾 通 知 書 」 と
いう。）により、申込者に通知するものとする。

３　市長は、デザイン等の使用の許諾に際し、条件を付することができる。
４ 　 市 長 は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 を 許 諾 し な い と き は 、 市 川 市 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 デ ザ

イン等使用不許諾通知書（様式第７号）により、申込者に通知するものとする。

（デザイン等使用料）
第１１条　デザイン等を使用する際の料金（以下「デザイン等使用料」という。）は、無料とする。

ただし、市長は、その性質上有料とする必要があると認めるときは、市長が定める額
のデザイン等使用料を納付させることができる。

（デザイン等の使用期間）
第１２条　デザイン等の使用期間は、１年を限度として、市長が使用申込書の内容により定める

ものとする。この場合において、市長は、当該使用期間を使用許諾通知書に記載す
るものとする。

２ 　 前 項 に 規 定 す る 使 用 期 間 の 満 了 後 に お いても、 引 き 続 き デ ザ イ ン 等 を 使 用 し よ う
とす る も の は 、 改 め て 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よる 申 込 み を 行 い 、 市 長 の 許 諾 を 得
なければならない。

（許諾内容の変更の申込み等）
第１３条　デザイン等の使用の許諾を受けたもの（以下「使用者」という。）は、その許諾を受け

た内容を変更しようとするときは、市川市事業キャラクター等デザイン等使用内容変
更申込書（様式第８号）を市長に提出し、その許諾を得なければならない。

２ 　 市 長 は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 の 許 諾 の 内 容 に つ い て 変 更 す る こ と を 許 諾 す る と き
は 、 市 川 市 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 デ ザ イ ン 等 使 用 内 容 変 更 許 諾 通 知 書 （ 様 式 第 ９
号）により、使用者に通知するものとする。

３ 　 市 長 は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 の 許 諾 の 内 容 に つ いて 変 更 す る こ と を 許 諾 し な い と き
は、市川市事業キャラクター等デザイン等使用内容変更不許諾通知書（様式第１
０号）により、使用者に通知するものとする。

（遵守事項）
第１４条　使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

（１）許諾された内容に従いデザイン等を使用すること。
（2）デザインガイドマニュアルに従ってデザイン等を使用すること。
（3）デザイン等を使用する権利又はデザイン等若しくはデザイン等を使用する物

品 を 第 三 者 に 譲 渡 し 、 又 は 転 貸 し な い こ と 。 た だ し 、 販 売 を 目 的 と して デ ザ イ
ン 等 を 使 用 す る 場 合 に お いて 行 う 当 該 物 品 の 販 売 に つ いては 、 こ の 限 り で な
い。

（4）デザイン等を使用する物品には、本市の事業キャラクター等であること、事業
キャラクター等の名称及び使用許諾通知書に記載された使用許諾番号を明
示し、それ以外の名称を使用しないこと。デザイン等を使用する広告物、サー
ビス等を提供する場合についても、同様とする。

（5）デザイン等を使用する物品は、本市が製造又は販売をする物品であると誤認
されるおそれがないよう配慮すること。デザイン等を使用する広告物、サービ
ス等サービスを提供する場合についても、同様とする。

（ 6 ） デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 の 製 造 を 第 三 者 に 委 託 す る 場 合 は 、 受 託 者 が こ
の 要 綱 及 び 使 用 の 許 諾 の 内 容 に 違 反 す る こ と が な いよ う 必 要 か つ 適 切 な 監
督 を 行 う こ と 。 デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 広 告 物 、 サ ー ビ ス 等 の 提 供 を 第 三 者 に
委託する場合についても、同様とする。

（ 7 ） 許 諾 に 際 して、 デ ザ イ ン 等 が 商 品 の 品 質 を 保 証 す る も の で は な い こ と を 記 載
すること等の条件が付された場合には、当該条件に従うこと。

（ 8 ） 許 諾 に 係 る 物 品 の 完 成 品 に つ いては 、 そ の 使 用 前 に 速 や か に 市 長 に 提 出 し 、
承 諾 を 受 け る こ と 。 た だ し 、 完 成 品 の 提 出 が 困 難 と 市 長 が 認 め る も の に つ い
ては、その写真の提出をもって完成品の提出に代えることができること。

（9）市長が前号の規定により提出された完成品が適正でないと認め、是正を求め
た と き は 、 速 や か にこ れ に 応 じ 、 市 長 の 承 諾 を 受 け る こ と 。 こ の 場 合 に お いて、
是正に要する費用は、使用者が負担すること。

（10）デ ザ イ ン 等 に つ いて、 許 諾 さ れ た 用 途 の み で 使 用 し 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 に 係

る 対 象 物 に つ いて、 商 標 登 録 、 意 匠 登 録 等 、 知 的 財 産 に 関 す る 一 切 の 権 利 を
新たに設定し、又は登録しないこと。

（11）本市から貸与を受けたデザイン等があるときは、デザイン等の使用期間終了
後は、速やかに、当該デザイン等を本市に返却すること。

（12）市 長 の 求 め に 応 じ 次 条 第 ８ 項 の 規 定 に よる 資 料 の 提 出 若 し く は 報 告 を し 、 又
は市長が行う同項の規定による調査に協力すること。

（使用禁止、許諾の解除等）
第１５条　市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用者にその是正を求め

るものとする。
（１）第１０条第１項各号のいずれかに該当することとなったとき。
（ 2 ） 使 用 者 が 第 １ ０ 条 第 ３ 項 の 条 件 、 第 １ ２ 条 第 ２ 項 、 第 １ ３ 条 第 １ 項 又 は 前 条 の

規定その他使用の許諾の内容に違反したとき。
（3）第１１条ただし書に規定するデザイン等使用料を市長が指定した期限までに

納付しないとき。
（4）デザイン等に関する本市の権利の行使に支障が生じたとき。

２ 　 市 長 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 の 全 部 若 し く
は一部を禁止し、又は使用の許諾を解除することができる。
（ １ ） 前 項 の 規 定 に よる 是 正 の 求 め に よっても な お 是 正 さ れ な い と き、 又 は 是 正 さ

れる見込みがないと認めるとき。
（2）前項各号いずれかに該当する場合で、緊急を要するとき。
（3）使用者が虚偽その他不正な手段により使用の許諾を得たとき。
（4）その他市長がデザイン等の使用を不適当と認めるとき。

３ 　 市 長 は 、 前 項 の 規 定 に より、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 を 禁 止 し 、 又 は 使 用 の 許 諾 を 解 除
する ときは、市川市事業キャラクター等デザイン等使用禁止・使用許諾解除通知
書（様式第１１号）により、使用者に通知するものとする。

４　前項の規定により使用の許諾を解除する旨の通知を受けたものは、その日以後、
当 該 解 除 に 係 る デ ザ イ ン 等 又 は デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 若 し く は デ ザ イ ン 等
を 使 用 す る サ ー ビ ス を 使 用 、 配 布 、 掲 示 、 販 売 、 提 供 等 を しては な ら な い 。 た だ し 、
市長が事業キャラクター等を適正に管理する上で支障がないと認める場合は、こ
の限りでない。

５　市長は、前項に規定するものに対して、使用の許諾の解除に係るデザイン等又は
デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 の 回 収 そ の 他 の 措 置 を 講 ず る よ う 求 め る こ と が で き
る 。 こ の 場 合 に お いて、 当 該 デ ザ イ ン 等 又 は デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 の 回 収 等
使 用 の 許 諾 の 解 除 に 伴 い 発 生 す る 一 切 の 費 用 は 、 使 用 の 許 諾 を 解 除 さ れ た も の
が負担するものとする。

６ 　 市 長 は 、 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 事 実 が あ っ た こ と に より 市 に 損 害 が 生

じたときは、使用者に対して損害賠償の請求をするものとする。
７　市は、第２項の規定による使用の禁止又は使用の許諾の解除により使用者に生じ

た損害について、一切の責任を負わない。
８ 　 市 長 は 、 使 用 者 に 対 し 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 状 況 、 デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 、 デ

ザ イ ン 等 を 使 用 す る サ ー ビ ス の 提 供 等 に つ いて 資 料 の 提 出 若 し く は 報 告 を さ せ 、
又は調査することができる。

（利用の非独占性等）
第１６条　この要綱による使用の許諾は、使用者が自己の商標又は意匠とする等、独占して事

業キャラクター等を使用する権利を付与し、及び商品、使用者等について市の推奨
を行うものではない。

（経費等の負担）
第１７条　市は、この要綱による使用の許諾の申込み若しくはその変更の申込みに要した費用

及びデザイン等の使用の実施に係る経費又は役務を負担しない。

（責任の制限等）
第１８条　市は、使用者がデザイン等の使用により第三者との間に紛争を生じ、損害の賠償、損

失の補償等を求められた場合であっても、一切の責任を負わない。
２ 　 使 用 者 又 は 第 １ ５ 条 第 ２ 項 の 規 定 に より 使 用 の 許 諾 を 解 除 さ れ た も の は 、 デ ザ イ

ン等の使用に際し、故意又は過失によって市に損害を与えたとき又は第１４条第５
号 の 受 託 者 の 行 為 に より 市 が 損 害 を 受 け た と き は 、 こ れ に よって 生 じ た 損 害 を 市
に賠償しなければならない。

（使用許諾の状況等の公表）
第１９条　市長は、広く本市が行う事業及び事業キャラクター等の普及啓発を図る観点から、デ

ザイン等の使用の許諾の状況等を随時公表することができるものとする。

（事務処理）
第２０条　事業キャラクター等の作成、届出及び使用の許諾に関する事務は所管課において、

事業キャラクター等の登録に関する事務は市長公室広報広聴課において処理する。

（補則）
第２１条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附　則
（施行期日）
１　この要綱は、平成２６年９月１日から施行する。
　 （この要綱の施行前に作成された事業キャラクター等に関する経過措置）
２　この要綱の施行前に作成された事業キャラクター等については、平成２６年９月３０日まで

に広報広聴課長に市川市事業キャラクター等届出書を提出し、台帳に登録を受けることが
できる。この場合において、当該登録を受けた事業キャラクター等で、この要綱の施行の際
現にその使用の許諾がされているものは、第１０条第１項の規定により使用の許諾を得たも
のとみなす。

附　則
この要綱は、令和４年３月４日から施行する。

附　則
この要綱は、令和６年１月２２日から施行する。

附　則
この要綱は、令和８年５月２６日から施行する。

 

申 込 や 遵 守 事 項 の 詳 細6



-14 -

カ　市川市消防局組織規則（昭和４０年規則第１５号）第２条に規定する課
キ 　 市 川 市 議 会 事 務 局 処 務 規 程 （ 昭 和 ４ ９ 年 議 会 規 程 第 １ 号 ） 第 ２ 条 に 規 定

する庶務課及び議事課
ク 　 市 川 市 選 挙 管 理 委 員 会 規 程 （ 昭 和 ３ ４ 年 選 挙 管 理 委 員 会 規 程 第 １ 号 ） 第

１５条に規定する事務局
ケ　市川市監査委員に関する条例（平成３年条例第２６号）第５条に規定する

監査委員事務局
コ　市川市農業委員会事務局規程（昭和３２年農業委員会公示第１２号）第１

条に規定する事務局
（7）部　次に掲げるものをいう。

ア　市川市行政組織条例（昭和４９年条例第３９号）第２条に規定する部及び室
イ　市川市役所支所設置条例（昭和３０年条例第１号）第１条に規定する支所
ウ 　 市 川 市 教 育 委 員 会 事 務 局 等 組 織 規 則 （ 昭 和 ５ ３ 年 教 育 委 員 会 規 則 第 １

号）第３条に規定する部
エ　市川市消防本部及び消防署条例（昭和４０年条例第３１号）第２条に規定

する市川市消防局

　（事業キャラクター等の作成に係る立案等）
第３条　事業キャラクター等の作成に係る立案（次項及び第３項において「立案」という。）は、

当該事業キャラクター等に係る事業の所管課において行うものとする。
２　立案に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

（1）事業キャラクター等を作成する目的を明確に するとともに、当該事業キャラク
タ ー 等 を 作 成 す る 必 要 性 及 び 事 業 の 効 果 が 上 が る か ど う か を 十 分 検 討 す る
こと。

（ 2 ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 を 作 成 す る こ と に より、 第 三 者 の 権 利 を 侵 害 し 、 又 は 侵 害
するおそれがないかどうかを確認すること。

（ 3 ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 が 他 の 部 又 は 課 に 関 わ る 場 合 に あ っては 、 当 該 部 又 は 課
と協議をすること。

３ 　 立 案 を し よ う とす る 所 管 課 の 長 （ 以 下 「 所 管 課 長 」 と い う。 ） は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を
所 管 課 が 属 す る 部 の 長 （ 以 下 「 所 管 部 長 」 とい う。 ） に 提 出 し、 事 業 キ ャ ラ クター等
の作成について所管部長の決裁を受けなければならない。

（1）企画書
（2）事業キャラクター等の概要
（3）その他所管部長が必要と認める書類

４ 　 所 管 部 長 は 、 前 項 の 規 定 に よる 書 類 の 提 出 が あ っ た と き は 、 当 該 書 類 を 審 査 し 、
事業キャラクター等を作成するかどうかを決定するものとする。

（２）市川市事業キャラクター等の作成等に関する要綱
（目的）

第１条　この要綱は、事業キャラクター等の作成及びデザイン等の使用に係る手続その他
の 取 扱 い に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と に より、 本 市 が 有 す る 著 作 権 又 は 商 標 権
の目的となっている事業キャラクター等の適正な管理を図ることを目的とする。

（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（ １ ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 　 本 市 が 行 う 事 業 の 意 義 、 魅 力 等 を 発 信 し 、 当 該 事 業 の
効果を上げるために作成した本市のキャラクター又はロゴマークをいう。ただ
し、一定期間のみの利用に限るものは除く。

（ 2 ） デ ザ イ ン 等 　 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 の イ ラス ト 若 し く は 名 称 、 着 ぐる み 等 の 立 体
物・ロゴマーク又はこれらに準ずるものをいう。

（3）デザインガイドマニュアル　デザイン等の利用方法等について市が定めたも
のをいう。

（ 4 ） 物 品 　 デ ザ イ ン 等 を 使 用 し た 商 品 、 景 品 、 商 品 等 の パ ッ ケ ージ 及 び こ れ ら に
準ずるものをいう。

（ 5 ） 広 告 物 　 常 時 又 は 一 定 の 期 間 継 続 して、 公 衆 に 表 示 さ れ る も の で あ って、 デ
ザ イ ン 等 を 使 用 し た 看 板 、 立 看 板 、 は り 紙 及 び は り 札 並 び に 広 告 塔 、 広 告 板 、
建物その他の工作物等に掲出され 、又は表示されたもの並びにこれらに類す
るものをいう。

（6）課　次に掲げるものをいう。　　
ア 　 市 川 市 行 政 組 織 規 則 （ 平 成 １ １ 年 規 則 第 ６ 号 。 以 下 「 組 織 規 則 」 と い う。 ）

第２条第１号に規定する本庁機関の課及び担当室
イ 　 組 織 規 則 第 ２条 第 ２号 に 規 定 す る 外 部 機 関 （ 大 柏 出 張 所 、 東 山 魁 夷 記 念

館 、 動 植 物 園 、 市 川 駅 行 政 サ ー ビ ス セ ン タ ー、 ク リ ーン セ ン タ ー 及 び 南 行
徳 市 民 セ ン タ ー に 限 る 。 以 下 こ の イ に お いて 「 特 定 外 部 機 関 」 と い う。 ） 及
び 同 号 に 規 定 す る 外 部 機 関 （ 特 定 外 部 機 関 及 び 保 健 セ ン タ ー を 除 く 。 ）
に所属する課

ウ　組織規則第３６条第２項に規定する健康支援課及び疾病予防課
エ　市川市会計管理者補助組織設置規則（平成１５年規則第２２号）第１条に

規定する会計課
オ 　 市 川 市 教 育 委 員 会 事 務 局 等 組 織 規 則 （ 昭 和 ５ ３ 年 教 育 委 員 会 規 則 第 １

号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 課 、 同 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 担 当 室 及 び 同 条
第３項に規定する組織のうち職務の級が７級である職員が置かれている
もの

　（事業キャラクター等の作成）
第４条　所管課長は、前条第４項の規定により事業キャラクター等を作成する旨の決定を受け

たときは、当該決定がされた事業キャラクター等を作成するものとする。

（商標登録出願）
第５条　所管課長は、作成された事業キャラクター等について権利を保全する必要があると認

めるときは、所管部長の決裁を受けて商標登録出願を行うものとする。

（事業キャラクター等登録台帳への登録）
第６条　所管課長は、事業キャラクター等を作成し、必要があると認めるときは、市川市事業

キャラクター等届出書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、広報広聴課長に
届け出るものとする。
（1）事業キャラクター等のイラスト、写真その他の事業キャラクター等が 確認でき

る書類
（ 2 ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 を 使 用 す る 商 品 そ の 他 こ れ に 類 す る も の が あ る 場 合 に

あっては、当該商品その他これに類するものが確認できる写真
（3）商標登録を受けた事業キャラクター等にあっては、商標登録を受けていること

が確認できる書類
（ 4 ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 に 関 す る 要 領 そ の 他 こ れ に 類 す る 定 め が あ る 場 合 に あ っ

ては、当該要領その他これに類する定めの写し
（5）その他広報広聴課長が必要と認める書類

２ 　 広 報 広 聴 課 長 は 、 前 項 の 規 定 に よる 届 出 を 受 け た と き は 、 当 該 届 出 に 係 る 事 業
キ ャ ラ クタ ー 等 を 市 川 市 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 登 録 台 帳 （ 様 式 第 ２ 号 。 以 下 「 台 帳 」
という。）に登録するものとする。

３ 　 前 項 の 規 定 に より 台 帳 に 登 録 さ れ た 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 は 、 こ の 要 綱 の 定 め る と
ころにより事業キャラクター等として使用することができるものとする。

　（登録の抹消等）
第７条　台帳に登録された事業キャラクター等の登録を抹消しようとする所管課長は、市川市

事業キャラクター等登録台帳抹消届出書（様式第３号）により広報広聴課長に届け
出るものとする。

２ 　 広 報 広 聴 課 長 は 、 前 項 の 規 定 に よる 届 出 を 受 け た と き は 、 速 や か に、 台 帳 か ら 当
該届出に係る事業キャラクター等の登録を抹消するものとする。

３　台帳から登録を抹消した事業キャラクター等は、事業キャラクター等として使用し
てはならない。

　（デザイン等の管理）
第８条　デザイン等の管理は、所管課において行うものとする。

（デザイン等の使用に関する手続）
第８条の２　他の要綱等で使用に関する手続等が定められているデザイン等を除き、デザイン

等の使用に係る手続その他のデザイン等の使用に関し必要な事項は、次条から第２
１条までに定めるところによる。

（デザイン等の使用の申込み）
第９条　デザイン等の使用を申し込もうとするもの（以下「申込者」という。）は、あらかじめ、市

川市事業キャラクター等デザイン等使用申込書（様式第４号。第１２条第１項におい
て「使用申込書」という。）に、企画書、申込者の概要が分かる書類、誓約書（様式第５
号）その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出し、その許諾を得なければ
ならない。　

２　市長は、前項の規定による申込みについて、必要があると認めるときは、申込者に
対し、書類の修正又は資料の提出を求めることができる。

３ 　 第 １ 項 の 規 定 に か か わ らず、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 市 長 の 許 諾
を 要 し な い 。 た だ し 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 の 目 的 に 販 売 の 目 的 が 含 ま れ る 場 合 に
あっては、この限りでない。
（1）本市が使用するとき。
（ 2 ） 学 校 教 育 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ２ ６ 号 ） 第 １ 条 に 規 定 す る 学 校 が 教 育 の 目 的

で使用するとき。
（ 3 ） 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 １ ６ ４ 号 ） 第 ２ ４ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 家 庭 的 保

育事業等を行う事業所、第３９条第１項に規定する保育所、児童福祉法第５９
条 第 １ 項 に 規 定 す る 施 設 の う ち 同 法 第 ３ ９ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 業 務 を 目 的 と
する保育機能施設が保育の目的で使用するとき。

（ 4 ） 就 学 前 の 子 供 に 関 す る 教 育 、 保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律
（ 平 成 １ ８ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 又 は 第 ３ 項 の 認 定 を 受 け た 施 設 、 　
同条第１０項の規定による公示がされた施設 及び幼保連携型認定こども園
が教育並びに保育の目的で使用するとき。

（5）報道機関が報道又は広報の目的でデザイン等を使用するとき。
（ 6 ） 著 作 権 法 （ 昭 和 ４ ５ 年 法 律 第 ４ ８ 号 ） 第 ３ ０ 条 の 規 定 に よる 私 的 使 用 の 範 囲 に

該当するとき。
（7）その他市長が特に必要と認めたとき。

（デザイン等の使用の許諾）
第１０条　市長は、前条第１項の規定による申込みがあったときは、その内容が次の各号のいず

れかに該当するときを除き、デザイン等の使用を許諾するものとする。
（１）本市の信用若しくは品位を傷つけ、又は本市が行う事業の正しい理解の妨げ

になるおそれがあるとき。
（2）事業キャラクター等又は本市が行う事業のイメージを損なうおそれがあるとき。
（ 3 ） 自 己 の 商 標 又 は 意 匠 とす る 等 、 独 占 的 に 利 用 し 、 又 は 利 用 す る お そ れ の あ る

とき。
（4）法令に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
（5）公の秩序又は善良の風俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
（6）第三者の利益を害するおそれがあるとき。
（ 7 ） 特 定 の 個 人 、 企 業 、 政 党 若 し く は 宗 教 団 体 を 支 援 す る も の であ る と き、 又 は こ

れらを支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、若しくは与えるおそれ
があるとき。

（8）特定の政治、思想若しくは宗教を支援し、又は支援しているような誤解を与え
るおそれがあるとき。

（ 9 ） 申 込 者 の 役 員 等 （ 個 人 で あ る 場 合 に は そ の 者 そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し
ている者を、申込者が法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の
代 表 者 そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 して い る 者 を 、 申 込 者 が 法 人 以 外 の 団 体
で あ る 場 合 に は 、 代 表 者 、 理 事 等 、 そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 して い る 者 を
い う。 以 下 同 じ 。 ） が、 暴 力 団 （ 暴 力 団 員 に よる 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る
法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 を い う。 以 下 同
じ。）若しくは暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
第２条第６号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から５年を経
過 し な い 者 を い う。 以 下 同 じ 。 ） で あ る と 認 め ら れ る と き、 又 は 暴 力 団 若 し く は
暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。

（10）申 込 者 の 役 員 等 が、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正 の 利 益 を 図 る 目 的 、 又
は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等（暴力団及び暴力団員等並
び に 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 等 と 密 接 な 関 係 を 有 す る 者 を い う。 以 下 同 じ 。 ） を
利用するなどしていると認められるとき。

（11）申 込 者 の 役 員 等 が、 暴 力 団 等 に 対 して、 資 金 等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す
る な ど 直 接 的 あ る い は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、 運 営 に 協 力 し 、 若 し く は 関 与
していると認められるとき。

（12）申込者の役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると
認められるとき。

（13）申 込 者 の 役 員 等 が、 暴 力 団 、 暴 力 団 員 等 又 は 前 ４ 号 の い ず れ か に 該 当 す る
法人等（法人その他の団体又は個人をいう。）であることを知りながら、これを

不当に利用するなどしていると認められるとき。
（14）申 込 者 が 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ３ 年

法 律 第 １ ２ ２ 号 ） 第 ２ 条 に 定 め る 営 業 （ 同 条 第 １ 項 第 ５ 号 に 規 定 す る 営 業 を 除
く。次号において同じ。）を行うものであるとき。

（15）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条に定める営業若
しくは当該営業に関する広告等に使用されるおそれがあるとき又は当該営業
を行う者その他の者が当該営業に係る商品等を販売するとき。

（16）デ ザ イ ン 等 を こ の 要 綱 及 び デ ザ イ ン ガ イ ド マ ニ ュアル に 従 って 使 用 し な い お
それがあるとき。

（17）不当な利益を得るために利用されるおそれがあるとき。
（18）本市が行う事業又は市長が認めるこれに関連する事業を推進する上で支障

となるおそれがあるとき。
（19）前条第２項の規定による修正の求めに応じないとき。
（20）その他市長が公益上又は著作権若しくは商標権の管理上の観点から使用に

ついて不適当と認めるとき。
２ 　 市 長 は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 を 許 諾 し た と き は 、 市 川 市 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 デ ザ イ

ン 等 使 用 許 諾 通 知 書 （ 様 式 第 ６ 号 。 第 １ ２ 条 第 １ 項 に お いて 「 使 用 許 諾 通 知 書 」 と
いう。）により、申込者に通知するものとする。

３　市長は、デザイン等の使用の許諾に際し、条件を付することができる。
４ 　 市 長 は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 を 許 諾 し な い と き は 、 市 川 市 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 デ ザ

イン等使用不許諾通知書（様式第７号）により、申込者に通知するものとする。

（デザイン等使用料）
第１１条　デザイン等を使用する際の料金（以下「デザイン等使用料」という。）は、無料とする。

ただし、市長は、その性質上有料とする必要があると認めるときは、市長が定める額
のデザイン等使用料を納付させることができる。

（デザイン等の使用期間）
第１２条　デザイン等の使用期間は、１年を限度として、市長が使用申込書の内容により定める

ものとする。この場合において、市長は、当該使用期間を使用許諾通知書に記載す
るものとする。

２ 　 前 項 に 規 定 す る 使 用 期 間 の 満 了 後 に お いても、 引 き 続 き デ ザ イ ン 等 を 使 用 し よ う
とす る も の は 、 改 め て 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よる 申 込 み を 行 い 、 市 長 の 許 諾 を 得
なければならない。

（許諾内容の変更の申込み等）
第１３条　デザイン等の使用の許諾を受けたもの（以下「使用者」という。）は、その許諾を受け

た内容を変更しようとするときは、市川市事業キャラクター等デザイン等使用内容変
更申込書（様式第８号）を市長に提出し、その許諾を得なければならない。

２ 　 市 長 は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 の 許 諾 の 内 容 に つ い て 変 更 す る こ と を 許 諾 す る と き
は 、 市 川 市 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 デ ザ イ ン 等 使 用 内 容 変 更 許 諾 通 知 書 （ 様 式 第 ９
号）により、使用者に通知するものとする。

３ 　 市 長 は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 の 許 諾 の 内 容 に つ いて 変 更 す る こ と を 許 諾 し な い と き
は、市川市事業キャラクター等デザイン等使用内容変更不許諾通知書（様式第１
０号）により、使用者に通知するものとする。

（遵守事項）
第１４条　使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

（１）許諾された内容に従いデザイン等を使用すること。
（2）デザインガイドマニュアルに従ってデザイン等を使用すること。
（3）デザイン等を使用する権利又はデザイン等若しくはデザイン等を使用する物

品 を 第 三 者 に 譲 渡 し 、 又 は 転 貸 し な い こ と 。 た だ し 、 販 売 を 目 的 と して デ ザ イ
ン 等 を 使 用 す る 場 合 に お いて 行 う 当 該 物 品 の 販 売 に つ いては 、 こ の 限 り で な
い。

（4）デザイン等を使用する物品には、本市の事業キャラクター等であること、事業
キャラクター等の名称及び使用許諾通知書に記載された使用許諾番号を明
示し、それ以外の名称を使用しないこと。デザイン等を使用する広告物、サー
ビス等を提供する場合についても、同様とする。

（5）デザイン等を使用する物品は、本市が製造又は販売をする物品であると誤認
されるおそれがないよう配慮すること。デザイン等を使用する広告物、サービ
ス等サービスを提供する場合についても、同様とする。

（ 6 ） デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 の 製 造 を 第 三 者 に 委 託 す る 場 合 は 、 受 託 者 が こ
の 要 綱 及 び 使 用 の 許 諾 の 内 容 に 違 反 す る こ と が な いよ う 必 要 か つ 適 切 な 監
督 を 行 う こ と 。 デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 広 告 物 、 サ ー ビ ス 等 の 提 供 を 第 三 者 に
委託する場合についても、同様とする。

（ 7 ） 許 諾 に 際 して、 デ ザ イ ン 等 が 商 品 の 品 質 を 保 証 す る も の で は な い こ と を 記 載
すること等の条件が付された場合には、当該条件に従うこと。

（ 8 ） 許 諾 に 係 る 物 品 の 完 成 品 に つ いては 、 そ の 使 用 前 に 速 や か に 市 長 に 提 出 し 、
承 諾 を 受 け る こ と 。 た だ し 、 完 成 品 の 提 出 が 困 難 と 市 長 が 認 め る も の に つ い
ては、その写真の提出をもって完成品の提出に代えることができること。

（9）市長が前号の規定により提出された完成品が適正でないと認め、是正を求め
た と き は 、 速 や か にこ れ に 応 じ 、 市 長 の 承 諾 を 受 け る こ と 。 こ の 場 合 に お いて、
是正に要する費用は、使用者が負担すること。

（10）デ ザ イ ン 等 に つ いて、 許 諾 さ れ た 用 途 の み で 使 用 し 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 に 係

る 対 象 物 に つ いて、 商 標 登 録 、 意 匠 登 録 等 、 知 的 財 産 に 関 す る 一 切 の 権 利 を
新たに設定し、又は登録しないこと。

（11）本市から貸与を受けたデザイン等があるときは、デザイン等の使用期間終了
後は、速やかに、当該デザイン等を本市に返却すること。

（12）市 長 の 求 め に 応 じ 次 条 第 ８ 項 の 規 定 に よる 資 料 の 提 出 若 し く は 報 告 を し 、 又
は市長が行う同項の規定による調査に協力すること。

（使用禁止、許諾の解除等）
第１５条　市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用者にその是正を求め

るものとする。
（１）第１０条第１項各号のいずれかに該当することとなったとき。
（ 2 ） 使 用 者 が 第 １ ０ 条 第 ３ 項 の 条 件 、 第 １ ２ 条 第 ２ 項 、 第 １ ３ 条 第 １ 項 又 は 前 条 の

規定その他使用の許諾の内容に違反したとき。
（3）第１１条ただし書に規定するデザイン等使用料を市長が指定した期限までに

納付しないとき。
（4）デザイン等に関する本市の権利の行使に支障が生じたとき。

２ 　 市 長 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 の 全 部 若 し く
は一部を禁止し、又は使用の許諾を解除することができる。
（ １ ） 前 項 の 規 定 に よる 是 正 の 求 め に よっても な お 是 正 さ れ な い と き、 又 は 是 正 さ

れる見込みがないと認めるとき。
（2）前項各号いずれかに該当する場合で、緊急を要するとき。
（3）使用者が虚偽その他不正な手段により使用の許諾を得たとき。
（4）その他市長がデザイン等の使用を不適当と認めるとき。

３ 　 市 長 は 、 前 項 の 規 定 に より、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 を 禁 止 し 、 又 は 使 用 の 許 諾 を 解 除
する ときは、市川市事業キャラクター等デザイン等使用禁止・使用許諾解除通知
書（様式第１１号）により、使用者に通知するものとする。

４　前項の規定により使用の許諾を解除する旨の通知を受けたものは、その日以後、
当 該 解 除 に 係 る デ ザ イ ン 等 又 は デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 若 し く は デ ザ イ ン 等
を 使 用 す る サ ー ビ ス を 使 用 、 配 布 、 掲 示 、 販 売 、 提 供 等 を しては な ら な い 。 た だ し 、
市長が事業キャラクター等を適正に管理する上で支障がないと認める場合は、こ
の限りでない。

５　市長は、前項に規定するものに対して、使用の許諾の解除に係るデザイン等又は
デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 の 回 収 そ の 他 の 措 置 を 講 ず る よ う 求 め る こ と が で き
る 。 こ の 場 合 に お いて、 当 該 デ ザ イ ン 等 又 は デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 の 回 収 等
使 用 の 許 諾 の 解 除 に 伴 い 発 生 す る 一 切 の 費 用 は 、 使 用 の 許 諾 を 解 除 さ れ た も の
が負担するものとする。

６ 　 市 長 は 、 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 事 実 が あ っ た こ と に より 市 に 損 害 が 生

じたときは、使用者に対して損害賠償の請求をするものとする。
７　市は、第２項の規定による使用の禁止又は使用の許諾の解除により使用者に生じ

た損害について、一切の責任を負わない。
８ 　 市 長 は 、 使 用 者 に 対 し 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 状 況 、 デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 、 デ

ザ イ ン 等 を 使 用 す る サ ー ビ ス の 提 供 等 に つ いて 資 料 の 提 出 若 し く は 報 告 を さ せ 、
又は調査することができる。

（利用の非独占性等）
第１６条　この要綱による使用の許諾は、使用者が自己の商標又は意匠とする等、独占して事

業キャラクター等を使用する権利を付与し、及び商品、使用者等について市の推奨
を行うものではない。

（経費等の負担）
第１７条　市は、この要綱による使用の許諾の申込み若しくはその変更の申込みに要した費用

及びデザイン等の使用の実施に係る経費又は役務を負担しない。

（責任の制限等）
第１８条　市は、使用者がデザイン等の使用により第三者との間に紛争を生じ、損害の賠償、損

失の補償等を求められた場合であっても、一切の責任を負わない。
２ 　 使 用 者 又 は 第 １ ５ 条 第 ２ 項 の 規 定 に より 使 用 の 許 諾 を 解 除 さ れ た も の は 、 デ ザ イ

ン等の使用に際し、故意又は過失によって市に損害を与えたとき又は第１４条第５
号 の 受 託 者 の 行 為 に より 市 が 損 害 を 受 け た と き は 、 こ れ に よって 生 じ た 損 害 を 市
に賠償しなければならない。

（使用許諾の状況等の公表）
第１９条　市長は、広く本市が行う事業及び事業キャラクター等の普及啓発を図る観点から、デ

ザイン等の使用の許諾の状況等を随時公表することができるものとする。

（事務処理）
第２０条　事業キャラクター等の作成、届出及び使用の許諾に関する事務は所管課において、

事業キャラクター等の登録に関する事務は市長公室広報広聴課において処理する。

（補則）
第２１条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附　則
（施行期日）
１　この要綱は、平成２６年９月１日から施行する。
　 （この要綱の施行前に作成された事業キャラクター等に関する経過措置）
２　この要綱の施行前に作成された事業キャラクター等については、平成２６年９月３０日まで

に広報広聴課長に市川市事業キャラクター等届出書を提出し、台帳に登録を受けることが
できる。この場合において、当該登録を受けた事業キャラクター等で、この要綱の施行の際
現にその使用の許諾がされているものは、第１０条第１項の規定により使用の許諾を得たも
のとみなす。

附　則
この要綱は、令和４年３月４日から施行する。

附　則
この要綱は、令和６年１月２２日から施行する。

附　則
この要綱は、令和８年５月２６日から施行する。
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カ　市川市消防局組織規則（昭和４０年規則第１５号）第２条に規定する課
キ 　 市 川 市 議 会 事 務 局 処 務 規 程 （ 昭 和 ４ ９ 年 議 会 規 程 第 １ 号 ） 第 ２ 条 に 規 定

する庶務課及び議事課
ク 　 市 川 市 選 挙 管 理 委 員 会 規 程 （ 昭 和 ３ ４ 年 選 挙 管 理 委 員 会 規 程 第 １ 号 ） 第

１５条に規定する事務局
ケ　市川市監査委員に関する条例（平成３年条例第２６号）第５条に規定する

監査委員事務局
コ　市川市農業委員会事務局規程（昭和３２年農業委員会公示第１２号）第１

条に規定する事務局
（7）部　次に掲げるものをいう。

ア　市川市行政組織条例（昭和４９年条例第３９号）第２条に規定する部及び室
イ　市川市役所支所設置条例（昭和３０年条例第１号）第１条に規定する支所
ウ 　 市 川 市 教 育 委 員 会 事 務 局 等 組 織 規 則 （ 昭 和 ５ ３ 年 教 育 委 員 会 規 則 第 １

号）第３条に規定する部
エ　市川市消防本部及び消防署条例（昭和４０年条例第３１号）第２条に規定

する市川市消防局

　（事業キャラクター等の作成に係る立案等）
第３条　事業キャラクター等の作成に係る立案（次項及び第３項において「立案」という。）は、

当該事業キャラクター等に係る事業の所管課において行うものとする。
２　立案に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

（1）事業キャラクター等を作成する目的を明確に するとともに、当該事業キャラク
タ ー 等 を 作 成 す る 必 要 性 及 び 事 業 の 効 果 が 上 が る か ど う か を 十 分 検 討 す る
こと。

（ 2 ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 を 作 成 す る こ と に より、 第 三 者 の 権 利 を 侵 害 し 、 又 は 侵 害
するおそれがないかどうかを確認すること。

（ 3 ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 が 他 の 部 又 は 課 に 関 わ る 場 合 に あ っては 、 当 該 部 又 は 課
と協議をすること。

３ 　 立 案 を し よ う とす る 所 管 課 の 長 （ 以 下 「 所 管 課 長 」 と い う。 ） は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を
所 管 課 が 属 す る 部 の 長 （ 以 下 「 所 管 部 長 」 とい う。 ） に 提 出 し、 事 業 キ ャ ラ クター等
の作成について所管部長の決裁を受けなければならない。

（1）企画書
（2）事業キャラクター等の概要
（3）その他所管部長が必要と認める書類

４ 　 所 管 部 長 は 、 前 項 の 規 定 に よる 書 類 の 提 出 が あ っ た と き は 、 当 該 書 類 を 審 査 し 、
事業キャラクター等を作成するかどうかを決定するものとする。

（２）市川市事業キャラクター等の作成等に関する要綱
（目的）

第１条　この要綱は、事業キャラクター等の作成及びデザイン等の使用に係る手続その他
の 取 扱 い に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と に より、 本 市 が 有 す る 著 作 権 又 は 商 標 権
の目的となっている事業キャラクター等の適正な管理を図ることを目的とする。

（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（ １ ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 　 本 市 が 行 う 事 業 の 意 義 、 魅 力 等 を 発 信 し 、 当 該 事 業 の
効果を上げるために作成した本市のキャラクター又はロゴマークをいう。ただ
し、一定期間のみの利用に限るものは除く。

（ 2 ） デ ザ イ ン 等 　 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 の イ ラス ト 若 し く は 名 称 、 着 ぐる み 等 の 立 体
物・ロゴマーク又はこれらに準ずるものをいう。

（3）デザインガイドマニュアル　デザイン等の利用方法等について市が定めたも
のをいう。

（ 4 ） 物 品 　 デ ザ イ ン 等 を 使 用 し た 商 品 、 景 品 、 商 品 等 の パ ッ ケ ージ 及 び こ れ ら に
準ずるものをいう。

（ 5 ） 広 告 物 　 常 時 又 は 一 定 の 期 間 継 続 して、 公 衆 に 表 示 さ れ る も の で あ って、 デ
ザ イ ン 等 を 使 用 し た 看 板 、 立 看 板 、 は り 紙 及 び は り 札 並 び に 広 告 塔 、 広 告 板 、
建物その他の工作物等に掲出され 、又は表示されたもの並びにこれらに類す
るものをいう。

（6）課　次に掲げるものをいう。　　
ア 　 市 川 市 行 政 組 織 規 則 （ 平 成 １ １ 年 規 則 第 ６ 号 。 以 下 「 組 織 規 則 」 と い う。 ）

第２条第１号に規定する本庁機関の課及び担当室
イ 　 組 織 規 則 第 ２条 第 ２号 に 規 定 す る 外 部 機 関 （ 大 柏 出 張 所 、 東 山 魁 夷 記 念

館 、 動 植 物 園 、 市 川 駅 行 政 サ ー ビ ス セ ン タ ー、 ク リ ーン セ ン タ ー 及 び 南 行
徳 市 民 セ ン タ ー に 限 る 。 以 下 こ の イ に お いて 「 特 定 外 部 機 関 」 と い う。 ） 及
び 同 号 に 規 定 す る 外 部 機 関 （ 特 定 外 部 機 関 及 び 保 健 セ ン タ ー を 除 く 。 ）
に所属する課

ウ　組織規則第３６条第２項に規定する健康支援課及び疾病予防課
エ　市川市会計管理者補助組織設置規則（平成１５年規則第２２号）第１条に

規定する会計課
オ 　 市 川 市 教 育 委 員 会 事 務 局 等 組 織 規 則 （ 昭 和 ５ ３ 年 教 育 委 員 会 規 則 第 １

号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 課 、 同 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 担 当 室 及 び 同 条
第３項に規定する組織のうち職務の級が７級である職員が置かれている
もの

　（事業キャラクター等の作成）
第４条　所管課長は、前条第４項の規定により事業キャラクター等を作成する旨の決定を受け

たときは、当該決定がされた事業キャラクター等を作成するものとする。

（商標登録出願）
第５条　所管課長は、作成された事業キャラクター等について権利を保全する必要があると認

めるときは、所管部長の決裁を受けて商標登録出願を行うものとする。

（事業キャラクター等登録台帳への登録）
第６条　所管課長は、事業キャラクター等を作成し、必要があると認めるときは、市川市事業

キャラクター等届出書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、広報広聴課長に
届け出るものとする。
（1）事業キャラクター等のイラスト、写真その他の事業キャラクター等が 確認でき

る書類
（ 2 ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 を 使 用 す る 商 品 そ の 他 こ れ に 類 す る も の が あ る 場 合 に

あっては、当該商品その他これに類するものが確認できる写真
（3）商標登録を受けた事業キャラクター等にあっては、商標登録を受けていること

が確認できる書類
（ 4 ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 に 関 す る 要 領 そ の 他 こ れ に 類 す る 定 め が あ る 場 合 に あ っ

ては、当該要領その他これに類する定めの写し
（5）その他広報広聴課長が必要と認める書類

２ 　 広 報 広 聴 課 長 は 、 前 項 の 規 定 に よる 届 出 を 受 け た と き は 、 当 該 届 出 に 係 る 事 業
キ ャ ラ クタ ー 等 を 市 川 市 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 登 録 台 帳 （ 様 式 第 ２ 号 。 以 下 「 台 帳 」
という。）に登録するものとする。

３ 　 前 項 の 規 定 に より 台 帳 に 登 録 さ れ た 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 は 、 こ の 要 綱 の 定 め る と
ころにより事業キャラクター等として使用することができるものとする。

　（登録の抹消等）
第７条　台帳に登録された事業キャラクター等の登録を抹消しようとする所管課長は、市川市

事業キャラクター等登録台帳抹消届出書（様式第３号）により広報広聴課長に届け
出るものとする。

２ 　 広 報 広 聴 課 長 は 、 前 項 の 規 定 に よる 届 出 を 受 け た と き は 、 速 や か に、 台 帳 か ら 当
該届出に係る事業キャラクター等の登録を抹消するものとする。

３　台帳から登録を抹消した事業キャラクター等は、事業キャラクター等として使用し
てはならない。

　（デザイン等の管理）
第８条　デザイン等の管理は、所管課において行うものとする。

（デザイン等の使用に関する手続）
第８条の２　他の要綱等で使用に関する手続等が定められているデザイン等を除き、デザイン

等の使用に係る手続その他のデザイン等の使用に関し必要な事項は、次条から第２
１条までに定めるところによる。

（デザイン等の使用の申込み）
第９条　デザイン等の使用を申し込もうとするもの（以下「申込者」という。）は、あらかじめ、市

川市事業キャラクター等デザイン等使用申込書（様式第４号。第１２条第１項におい
て「使用申込書」という。）に、企画書、申込者の概要が分かる書類、誓約書（様式第５
号）その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出し、その許諾を得なければ
ならない。　

２　市長は、前項の規定による申込みについて、必要があると認めるときは、申込者に
対し、書類の修正又は資料の提出を求めることができる。

３ 　 第 １ 項 の 規 定 に か か わ らず、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 市 長 の 許 諾
を 要 し な い 。 た だ し 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 の 目 的 に 販 売 の 目 的 が 含 ま れ る 場 合 に
あっては、この限りでない。
（1）本市が使用するとき。
（ 2 ） 学 校 教 育 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ２ ６ 号 ） 第 １ 条 に 規 定 す る 学 校 が 教 育 の 目 的

で使用するとき。
（ 3 ） 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 １ ６ ４ 号 ） 第 ２ ４ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 家 庭 的 保

育事業等を行う事業所、第３９条第１項に規定する保育所、児童福祉法第５９
条 第 １ 項 に 規 定 す る 施 設 の う ち 同 法 第 ３ ９ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 業 務 を 目 的 と
する保育機能施設が保育の目的で使用するとき。

（ 4 ） 就 学 前 の 子 供 に 関 す る 教 育 、 保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律
（ 平 成 １ ８ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 又 は 第 ３ 項 の 認 定 を 受 け た 施 設 、 　
同条第１０項の規定による公示がされた施設 及び幼保連携型認定こども園
が教育並びに保育の目的で使用するとき。

（5）報道機関が報道又は広報の目的でデザイン等を使用するとき。
（ 6 ） 著 作 権 法 （ 昭 和 ４ ５ 年 法 律 第 ４ ８ 号 ） 第 ３ ０ 条 の 規 定 に よる 私 的 使 用 の 範 囲 に

該当するとき。
（7）その他市長が特に必要と認めたとき。

（デザイン等の使用の許諾）
第１０条　市長は、前条第１項の規定による申込みがあったときは、その内容が次の各号のいず

れかに該当するときを除き、デザイン等の使用を許諾するものとする。
（１）本市の信用若しくは品位を傷つけ、又は本市が行う事業の正しい理解の妨げ

になるおそれがあるとき。
（2）事業キャラクター等又は本市が行う事業のイメージを損なうおそれがあるとき。
（ 3 ） 自 己 の 商 標 又 は 意 匠 とす る 等 、 独 占 的 に 利 用 し 、 又 は 利 用 す る お そ れ の あ る

とき。
（4）法令に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
（5）公の秩序又は善良の風俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
（6）第三者の利益を害するおそれがあるとき。
（ 7 ） 特 定 の 個 人 、 企 業 、 政 党 若 し く は 宗 教 団 体 を 支 援 す る も の であ る と き、 又 は こ

れらを支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、若しくは与えるおそれ
があるとき。

（8）特定の政治、思想若しくは宗教を支援し、又は支援しているような誤解を与え
るおそれがあるとき。

（ 9 ） 申 込 者 の 役 員 等 （ 個 人 で あ る 場 合 に は そ の 者 そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し
ている者を、申込者が法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の
代 表 者 そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 して い る 者 を 、 申 込 者 が 法 人 以 外 の 団 体
で あ る 場 合 に は 、 代 表 者 、 理 事 等 、 そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 して い る 者 を
い う。 以 下 同 じ 。 ） が、 暴 力 団 （ 暴 力 団 員 に よる 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る
法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 を い う。 以 下 同
じ。）若しくは暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
第２条第６号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から５年を経
過 し な い 者 を い う。 以 下 同 じ 。 ） で あ る と 認 め ら れ る と き、 又 は 暴 力 団 若 し く は
暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。

（10）申 込 者 の 役 員 等 が、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正 の 利 益 を 図 る 目 的 、 又
は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等（暴力団及び暴力団員等並
び に 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 等 と 密 接 な 関 係 を 有 す る 者 を い う。 以 下 同 じ 。 ） を
利用するなどしていると認められるとき。

（11）申 込 者 の 役 員 等 が、 暴 力 団 等 に 対 して、 資 金 等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す
る な ど 直 接 的 あ る い は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、 運 営 に 協 力 し 、 若 し く は 関 与
していると認められるとき。

（12）申込者の役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると
認められるとき。

（13）申 込 者 の 役 員 等 が、 暴 力 団 、 暴 力 団 員 等 又 は 前 ４ 号 の い ず れ か に 該 当 す る
法人等（法人その他の団体又は個人をいう。）であることを知りながら、これを

不当に利用するなどしていると認められるとき。
（14）申 込 者 が 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ３ 年

法 律 第 １ ２ ２ 号 ） 第 ２ 条 に 定 め る 営 業 （ 同 条 第 １ 項 第 ５ 号 に 規 定 す る 営 業 を 除
く。次号において同じ。）を行うものであるとき。

（15）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条に定める営業若
しくは当該営業に関する広告等に使用されるおそれがあるとき又は当該営業
を行う者その他の者が当該営業に係る商品等を販売するとき。

（16）デ ザ イ ン 等 を こ の 要 綱 及 び デ ザ イ ン ガ イ ド マ ニ ュアル に 従 って 使 用 し な い お
それがあるとき。

（17）不当な利益を得るために利用されるおそれがあるとき。
（18）本市が行う事業又は市長が認めるこれに関連する事業を推進する上で支障

となるおそれがあるとき。
（19）前条第２項の規定による修正の求めに応じないとき。
（20）その他市長が公益上又は著作権若しくは商標権の管理上の観点から使用に

ついて不適当と認めるとき。
２ 　 市 長 は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 を 許 諾 し た と き は 、 市 川 市 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 デ ザ イ

ン 等 使 用 許 諾 通 知 書 （ 様 式 第 ６ 号 。 第 １ ２ 条 第 １ 項 に お いて 「 使 用 許 諾 通 知 書 」 と
いう。）により、申込者に通知するものとする。

３　市長は、デザイン等の使用の許諾に際し、条件を付することができる。
４ 　 市 長 は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 を 許 諾 し な い と き は 、 市 川 市 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 デ ザ

イン等使用不許諾通知書（様式第７号）により、申込者に通知するものとする。

（デザイン等使用料）
第１１条　デザイン等を使用する際の料金（以下「デザイン等使用料」という。）は、無料とする。

ただし、市長は、その性質上有料とする必要があると認めるときは、市長が定める額
のデザイン等使用料を納付させることができる。

（デザイン等の使用期間）
第１２条　デザイン等の使用期間は、１年を限度として、市長が使用申込書の内容により定める

ものとする。この場合において、市長は、当該使用期間を使用許諾通知書に記載す
るものとする。

２ 　 前 項 に 規 定 す る 使 用 期 間 の 満 了 後 に お いても、 引 き 続 き デ ザ イ ン 等 を 使 用 し よ う
とす る も の は 、 改 め て 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よる 申 込 み を 行 い 、 市 長 の 許 諾 を 得
なければならない。

（許諾内容の変更の申込み等）
第１３条　デザイン等の使用の許諾を受けたもの（以下「使用者」という。）は、その許諾を受け

た内容を変更しようとするときは、市川市事業キャラクター等デザイン等使用内容変
更申込書（様式第８号）を市長に提出し、その許諾を得なければならない。

２ 　 市 長 は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 の 許 諾 の 内 容 に つ い て 変 更 す る こ と を 許 諾 す る と き
は 、 市 川 市 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 デ ザ イ ン 等 使 用 内 容 変 更 許 諾 通 知 書 （ 様 式 第 ９
号）により、使用者に通知するものとする。

３ 　 市 長 は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 の 許 諾 の 内 容 に つ いて 変 更 す る こ と を 許 諾 し な い と き
は、市川市事業キャラクター等デザイン等使用内容変更不許諾通知書（様式第１
０号）により、使用者に通知するものとする。

（遵守事項）
第１４条　使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

（１）許諾された内容に従いデザイン等を使用すること。
（2）デザインガイドマニュアルに従ってデザイン等を使用すること。
（3）デザイン等を使用する権利又はデザイン等若しくはデザイン等を使用する物

品 を 第 三 者 に 譲 渡 し 、 又 は 転 貸 し な い こ と 。 た だ し 、 販 売 を 目 的 と して デ ザ イ
ン 等 を 使 用 す る 場 合 に お いて 行 う 当 該 物 品 の 販 売 に つ いては 、 こ の 限 り で な
い。

（4）デザイン等を使用する物品には、本市の事業キャラクター等であること、事業
キャラクター等の名称及び使用許諾通知書に記載された使用許諾番号を明
示し、それ以外の名称を使用しないこと。デザイン等を使用する広告物、サー
ビス等を提供する場合についても、同様とする。

（5）デザイン等を使用する物品は、本市が製造又は販売をする物品であると誤認
されるおそれがないよう配慮すること。デザイン等を使用する広告物、サービ
ス等サービスを提供する場合についても、同様とする。

（ 6 ） デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 の 製 造 を 第 三 者 に 委 託 す る 場 合 は 、 受 託 者 が こ
の 要 綱 及 び 使 用 の 許 諾 の 内 容 に 違 反 す る こ と が な いよ う 必 要 か つ 適 切 な 監
督 を 行 う こ と 。 デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 広 告 物 、 サ ー ビ ス 等 の 提 供 を 第 三 者 に
委託する場合についても、同様とする。

（ 7 ） 許 諾 に 際 して、 デ ザ イ ン 等 が 商 品 の 品 質 を 保 証 す る も の で は な い こ と を 記 載
すること等の条件が付された場合には、当該条件に従うこと。

（ 8 ） 許 諾 に 係 る 物 品 の 完 成 品 に つ いては 、 そ の 使 用 前 に 速 や か に 市 長 に 提 出 し 、
承 諾 を 受 け る こ と 。 た だ し 、 完 成 品 の 提 出 が 困 難 と 市 長 が 認 め る も の に つ い
ては、その写真の提出をもって完成品の提出に代えることができること。

（9）市長が前号の規定により提出された完成品が適正でないと認め、是正を求め
た と き は 、 速 や か にこ れ に 応 じ 、 市 長 の 承 諾 を 受 け る こ と 。 こ の 場 合 に お いて、
是正に要する費用は、使用者が負担すること。

（10）デ ザ イ ン 等 に つ いて、 許 諾 さ れ た 用 途 の み で 使 用 し 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 に 係

る 対 象 物 に つ いて、 商 標 登 録 、 意 匠 登 録 等 、 知 的 財 産 に 関 す る 一 切 の 権 利 を
新たに設定し、又は登録しないこと。

（11）本市から貸与を受けたデザイン等があるときは、デザイン等の使用期間終了
後は、速やかに、当該デザイン等を本市に返却すること。

（12）市 長 の 求 め に 応 じ 次 条 第 ８ 項 の 規 定 に よる 資 料 の 提 出 若 し く は 報 告 を し 、 又
は市長が行う同項の規定による調査に協力すること。

（使用禁止、許諾の解除等）
第１５条　市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用者にその是正を求め

るものとする。
（１）第１０条第１項各号のいずれかに該当することとなったとき。
（ 2 ） 使 用 者 が 第 １ ０ 条 第 ３ 項 の 条 件 、 第 １ ２ 条 第 ２ 項 、 第 １ ３ 条 第 １ 項 又 は 前 条 の

規定その他使用の許諾の内容に違反したとき。
（3）第１１条ただし書に規定するデザイン等使用料を市長が指定した期限までに

納付しないとき。
（4）デザイン等に関する本市の権利の行使に支障が生じたとき。

２ 　 市 長 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 の 全 部 若 し く
は一部を禁止し、又は使用の許諾を解除することができる。
（ １ ） 前 項 の 規 定 に よる 是 正 の 求 め に よっても な お 是 正 さ れ な い と き、 又 は 是 正 さ

れる見込みがないと認めるとき。
（2）前項各号いずれかに該当する場合で、緊急を要するとき。
（3）使用者が虚偽その他不正な手段により使用の許諾を得たとき。
（4）その他市長がデザイン等の使用を不適当と認めるとき。

３ 　 市 長 は 、 前 項 の 規 定 に より、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 を 禁 止 し 、 又 は 使 用 の 許 諾 を 解 除
する ときは、市川市事業キャラクター等デザイン等使用禁止・使用許諾解除通知
書（様式第１１号）により、使用者に通知するものとする。

４　前項の規定により使用の許諾を解除する旨の通知を受けたものは、その日以後、
当 該 解 除 に 係 る デ ザ イ ン 等 又 は デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 若 し く は デ ザ イ ン 等
を 使 用 す る サ ー ビ ス を 使 用 、 配 布 、 掲 示 、 販 売 、 提 供 等 を しては な ら な い 。 た だ し 、
市長が事業キャラクター等を適正に管理する上で支障がないと認める場合は、こ
の限りでない。

５　市長は、前項に規定するものに対して、使用の許諾の解除に係るデザイン等又は
デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 の 回 収 そ の 他 の 措 置 を 講 ず る よ う 求 め る こ と が で き
る 。 こ の 場 合 に お いて、 当 該 デ ザ イ ン 等 又 は デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 の 回 収 等
使 用 の 許 諾 の 解 除 に 伴 い 発 生 す る 一 切 の 費 用 は 、 使 用 の 許 諾 を 解 除 さ れ た も の
が負担するものとする。

６ 　 市 長 は 、 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 事 実 が あ っ た こ と に より 市 に 損 害 が 生

じたときは、使用者に対して損害賠償の請求をするものとする。
７　市は、第２項の規定による使用の禁止又は使用の許諾の解除により使用者に生じ

た損害について、一切の責任を負わない。
８ 　 市 長 は 、 使 用 者 に 対 し 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 状 況 、 デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 、 デ

ザ イ ン 等 を 使 用 す る サ ー ビ ス の 提 供 等 に つ いて 資 料 の 提 出 若 し く は 報 告 を さ せ 、
又は調査することができる。

（利用の非独占性等）
第１６条　この要綱による使用の許諾は、使用者が自己の商標又は意匠とする等、独占して事

業キャラクター等を使用する権利を付与し、及び商品、使用者等について市の推奨
を行うものではない。

（経費等の負担）
第１７条　市は、この要綱による使用の許諾の申込み若しくはその変更の申込みに要した費用

及びデザイン等の使用の実施に係る経費又は役務を負担しない。

（責任の制限等）
第１８条　市は、使用者がデザイン等の使用により第三者との間に紛争を生じ、損害の賠償、損

失の補償等を求められた場合であっても、一切の責任を負わない。
２ 　 使 用 者 又 は 第 １ ５ 条 第 ２ 項 の 規 定 に より 使 用 の 許 諾 を 解 除 さ れ た も の は 、 デ ザ イ

ン等の使用に際し、故意又は過失によって市に損害を与えたとき又は第１４条第５
号 の 受 託 者 の 行 為 に より 市 が 損 害 を 受 け た と き は 、 こ れ に よって 生 じ た 損 害 を 市
に賠償しなければならない。

（使用許諾の状況等の公表）
第１９条　市長は、広く本市が行う事業及び事業キャラクター等の普及啓発を図る観点から、デ

ザイン等の使用の許諾の状況等を随時公表することができるものとする。

（事務処理）
第２０条　事業キャラクター等の作成、届出及び使用の許諾に関する事務は所管課において、

事業キャラクター等の登録に関する事務は市長公室広報広聴課において処理する。

（補則）
第２１条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附　則
（施行期日）
１　この要綱は、平成２６年９月１日から施行する。
　 （この要綱の施行前に作成された事業キャラクター等に関する経過措置）
２　この要綱の施行前に作成された事業キャラクター等については、平成２６年９月３０日まで

に広報広聴課長に市川市事業キャラクター等届出書を提出し、台帳に登録を受けることが
できる。この場合において、当該登録を受けた事業キャラクター等で、この要綱の施行の際
現にその使用の許諾がされているものは、第１０条第１項の規定により使用の許諾を得たも
のとみなす。

附　則
この要綱は、令和４年３月４日から施行する。

附　則
この要綱は、令和６年１月２２日から施行する。

附　則
この要綱は、令和８年５月２６日から施行する。
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カ　市川市消防局組織規則（昭和４０年規則第１５号）第２条に規定する課
キ 　 市 川 市 議 会 事 務 局 処 務 規 程 （ 昭 和 ４ ９ 年 議 会 規 程 第 １ 号 ） 第 ２ 条 に 規 定

する庶務課及び議事課
ク 　 市 川 市 選 挙 管 理 委 員 会 規 程 （ 昭 和 ３ ４ 年 選 挙 管 理 委 員 会 規 程 第 １ 号 ） 第

１５条に規定する事務局
ケ　市川市監査委員に関する条例（平成３年条例第２６号）第５条に規定する

監査委員事務局
コ　市川市農業委員会事務局規程（昭和３２年農業委員会公示第１２号）第１

条に規定する事務局
（7）部　次に掲げるものをいう。

ア　市川市行政組織条例（昭和４９年条例第３９号）第２条に規定する部及び室
イ　市川市役所支所設置条例（昭和３０年条例第１号）第１条に規定する支所
ウ 　 市 川 市 教 育 委 員 会 事 務 局 等 組 織 規 則 （ 昭 和 ５ ３ 年 教 育 委 員 会 規 則 第 １

号）第３条に規定する部
エ　市川市消防本部及び消防署条例（昭和４０年条例第３１号）第２条に規定

する市川市消防局

　（事業キャラクター等の作成に係る立案等）
第３条　事業キャラクター等の作成に係る立案（次項及び第３項において「立案」という。）は、

当該事業キャラクター等に係る事業の所管課において行うものとする。
２　立案に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

（1）事業キャラクター等を作成する目的を明確に するとともに、当該事業キャラク
タ ー 等 を 作 成 す る 必 要 性 及 び 事 業 の 効 果 が 上 が る か ど う か を 十 分 検 討 す る
こと。

（ 2 ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 を 作 成 す る こ と に より、 第 三 者 の 権 利 を 侵 害 し 、 又 は 侵 害
するおそれがないかどうかを確認すること。

（ 3 ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 が 他 の 部 又 は 課 に 関 わ る 場 合 に あ っては 、 当 該 部 又 は 課
と協議をすること。

３ 　 立 案 を し よ う とす る 所 管 課 の 長 （ 以 下 「 所 管 課 長 」 と い う。 ） は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を
所 管 課 が 属 す る 部 の 長 （ 以 下 「 所 管 部 長 」 とい う。 ） に 提 出 し、 事 業 キ ャ ラ クター等
の作成について所管部長の決裁を受けなければならない。

（1）企画書
（2）事業キャラクター等の概要
（3）その他所管部長が必要と認める書類

４ 　 所 管 部 長 は 、 前 項 の 規 定 に よる 書 類 の 提 出 が あ っ た と き は 、 当 該 書 類 を 審 査 し 、
事業キャラクター等を作成するかどうかを決定するものとする。

（２）市川市事業キャラクター等の作成等に関する要綱
（目的）

第１条　この要綱は、事業キャラクター等の作成及びデザイン等の使用に係る手続その他
の 取 扱 い に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と に より、 本 市 が 有 す る 著 作 権 又 は 商 標 権
の目的となっている事業キャラクター等の適正な管理を図ることを目的とする。

（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（ １ ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 　 本 市 が 行 う 事 業 の 意 義 、 魅 力 等 を 発 信 し 、 当 該 事 業 の
効果を上げるために作成した本市のキャラクター又はロゴマークをいう。ただ
し、一定期間のみの利用に限るものは除く。

（ 2 ） デ ザ イ ン 等 　 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 の イ ラス ト 若 し く は 名 称 、 着 ぐる み 等 の 立 体
物・ロゴマーク又はこれらに準ずるものをいう。

（3）デザインガイドマニュアル　デザイン等の利用方法等について市が定めたも
のをいう。

（ 4 ） 物 品 　 デ ザ イ ン 等 を 使 用 し た 商 品 、 景 品 、 商 品 等 の パ ッ ケ ージ 及 び こ れ ら に
準ずるものをいう。

（ 5 ） 広 告 物 　 常 時 又 は 一 定 の 期 間 継 続 して、 公 衆 に 表 示 さ れ る も の で あ って、 デ
ザ イ ン 等 を 使 用 し た 看 板 、 立 看 板 、 は り 紙 及 び は り 札 並 び に 広 告 塔 、 広 告 板 、
建物その他の工作物等に掲出され 、又は表示されたもの並びにこれらに類す
るものをいう。

（6）課　次に掲げるものをいう。　　
ア 　 市 川 市 行 政 組 織 規 則 （ 平 成 １ １ 年 規 則 第 ６ 号 。 以 下 「 組 織 規 則 」 と い う。 ）

第２条第１号に規定する本庁機関の課及び担当室
イ 　 組 織 規 則 第 ２条 第 ２号 に 規 定 す る 外 部 機 関 （ 大 柏 出 張 所 、 東 山 魁 夷 記 念

館 、 動 植 物 園 、 市 川 駅 行 政 サ ー ビ ス セ ン タ ー、 ク リ ーン セ ン タ ー 及 び 南 行
徳 市 民 セ ン タ ー に 限 る 。 以 下 こ の イ に お いて 「 特 定 外 部 機 関 」 と い う。 ） 及
び 同 号 に 規 定 す る 外 部 機 関 （ 特 定 外 部 機 関 及 び 保 健 セ ン タ ー を 除 く 。 ）
に所属する課

ウ　組織規則第３６条第２項に規定する健康支援課及び疾病予防課
エ　市川市会計管理者補助組織設置規則（平成１５年規則第２２号）第１条に

規定する会計課
オ 　 市 川 市 教 育 委 員 会 事 務 局 等 組 織 規 則 （ 昭 和 ５ ３ 年 教 育 委 員 会 規 則 第 １

号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 課 、 同 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 担 当 室 及 び 同 条
第３項に規定する組織のうち職務の級が７級である職員が置かれている
もの

　（事業キャラクター等の作成）
第４条　所管課長は、前条第４項の規定により事業キャラクター等を作成する旨の決定を受け

たときは、当該決定がされた事業キャラクター等を作成するものとする。

（商標登録出願）
第５条　所管課長は、作成された事業キャラクター等について権利を保全する必要があると認

めるときは、所管部長の決裁を受けて商標登録出願を行うものとする。

（事業キャラクター等登録台帳への登録）
第６条　所管課長は、事業キャラクター等を作成し、必要があると認めるときは、市川市事業

キャラクター等届出書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、広報広聴課長に
届け出るものとする。
（1）事業キャラクター等のイラスト、写真その他の事業キャラクター等が 確認でき

る書類
（ 2 ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 を 使 用 す る 商 品 そ の 他 こ れ に 類 す る も の が あ る 場 合 に

あっては、当該商品その他これに類するものが確認できる写真
（3）商標登録を受けた事業キャラクター等にあっては、商標登録を受けていること

が確認できる書類
（ 4 ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 に 関 す る 要 領 そ の 他 こ れ に 類 す る 定 め が あ る 場 合 に あ っ

ては、当該要領その他これに類する定めの写し
（5）その他広報広聴課長が必要と認める書類

２ 　 広 報 広 聴 課 長 は 、 前 項 の 規 定 に よる 届 出 を 受 け た と き は 、 当 該 届 出 に 係 る 事 業
キ ャ ラ クタ ー 等 を 市 川 市 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 登 録 台 帳 （ 様 式 第 ２ 号 。 以 下 「 台 帳 」
という。）に登録するものとする。

３ 　 前 項 の 規 定 に より 台 帳 に 登 録 さ れ た 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 は 、 こ の 要 綱 の 定 め る と
ころにより事業キャラクター等として使用することができるものとする。

　（登録の抹消等）
第７条　台帳に登録された事業キャラクター等の登録を抹消しようとする所管課長は、市川市

事業キャラクター等登録台帳抹消届出書（様式第３号）により広報広聴課長に届け
出るものとする。

２ 　 広 報 広 聴 課 長 は 、 前 項 の 規 定 に よる 届 出 を 受 け た と き は 、 速 や か に、 台 帳 か ら 当
該届出に係る事業キャラクター等の登録を抹消するものとする。

３　台帳から登録を抹消した事業キャラクター等は、事業キャラクター等として使用し
てはならない。

　（デザイン等の管理）
第８条　デザイン等の管理は、所管課において行うものとする。

（デザイン等の使用に関する手続）
第８条の２　他の要綱等で使用に関する手続等が定められているデザイン等を除き、デザイン

等の使用に係る手続その他のデザイン等の使用に関し必要な事項は、次条から第２
１条までに定めるところによる。

（デザイン等の使用の申込み）
第９条　デザイン等の使用を申し込もうとするもの（以下「申込者」という。）は、あらかじめ、市

川市事業キャラクター等デザイン等使用申込書（様式第４号。第１２条第１項におい
て「使用申込書」という。）に、企画書、申込者の概要が分かる書類、誓約書（様式第５
号）その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出し、その許諾を得なければ
ならない。　

２　市長は、前項の規定による申込みについて、必要があると認めるときは、申込者に
対し、書類の修正又は資料の提出を求めることができる。

３ 　 第 １ 項 の 規 定 に か か わ らず、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 市 長 の 許 諾
を 要 し な い 。 た だ し 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 の 目 的 に 販 売 の 目 的 が 含 ま れ る 場 合 に
あっては、この限りでない。
（1）本市が使用するとき。
（ 2 ） 学 校 教 育 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ２ ６ 号 ） 第 １ 条 に 規 定 す る 学 校 が 教 育 の 目 的

で使用するとき。
（ 3 ） 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 １ ６ ４ 号 ） 第 ２ ４ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 家 庭 的 保

育事業等を行う事業所、第３９条第１項に規定する保育所、児童福祉法第５９
条 第 １ 項 に 規 定 す る 施 設 の う ち 同 法 第 ３ ９ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 業 務 を 目 的 と
する保育機能施設が保育の目的で使用するとき。

（ 4 ） 就 学 前 の 子 供 に 関 す る 教 育 、 保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律
（ 平 成 １ ８ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 又 は 第 ３ 項 の 認 定 を 受 け た 施 設 、 　
同条第１０項の規定による公示がされた施設 及び幼保連携型認定こども園
が教育並びに保育の目的で使用するとき。

（5）報道機関が報道又は広報の目的でデザイン等を使用するとき。
（ 6 ） 著 作 権 法 （ 昭 和 ４ ５ 年 法 律 第 ４ ８ 号 ） 第 ３ ０ 条 の 規 定 に よる 私 的 使 用 の 範 囲 に

該当するとき。
（7）その他市長が特に必要と認めたとき。

（デザイン等の使用の許諾）
第１０条　市長は、前条第１項の規定による申込みがあったときは、その内容が次の各号のいず

れかに該当するときを除き、デザイン等の使用を許諾するものとする。
（１）本市の信用若しくは品位を傷つけ、又は本市が行う事業の正しい理解の妨げ

になるおそれがあるとき。
（2）事業キャラクター等又は本市が行う事業のイメージを損なうおそれがあるとき。
（ 3 ） 自 己 の 商 標 又 は 意 匠 とす る 等 、 独 占 的 に 利 用 し 、 又 は 利 用 す る お そ れ の あ る

とき。
（4）法令に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
（5）公の秩序又は善良の風俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
（6）第三者の利益を害するおそれがあるとき。
（ 7 ） 特 定 の 個 人 、 企 業 、 政 党 若 し く は 宗 教 団 体 を 支 援 す る も の であ る と き、 又 は こ

れらを支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、若しくは与えるおそれ
があるとき。

（8）特定の政治、思想若しくは宗教を支援し、又は支援しているような誤解を与え
るおそれがあるとき。

（ 9 ） 申 込 者 の 役 員 等 （ 個 人 で あ る 場 合 に は そ の 者 そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し
ている者を、申込者が法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の
代 表 者 そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 して い る 者 を 、 申 込 者 が 法 人 以 外 の 団 体
で あ る 場 合 に は 、 代 表 者 、 理 事 等 、 そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 して い る 者 を
い う。 以 下 同 じ 。 ） が、 暴 力 団 （ 暴 力 団 員 に よる 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る
法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 を い う。 以 下 同
じ。）若しくは暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
第２条第６号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から５年を経
過 し な い 者 を い う。 以 下 同 じ 。 ） で あ る と 認 め ら れ る と き、 又 は 暴 力 団 若 し く は
暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。

（10）申 込 者 の 役 員 等 が、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正 の 利 益 を 図 る 目 的 、 又
は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等（暴力団及び暴力団員等並
び に 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 等 と 密 接 な 関 係 を 有 す る 者 を い う。 以 下 同 じ 。 ） を
利用するなどしていると認められるとき。

（11）申 込 者 の 役 員 等 が、 暴 力 団 等 に 対 して、 資 金 等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す
る な ど 直 接 的 あ る い は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、 運 営 に 協 力 し 、 若 し く は 関 与
していると認められるとき。

（12）申込者の役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると
認められるとき。

（13）申 込 者 の 役 員 等 が、 暴 力 団 、 暴 力 団 員 等 又 は 前 ４ 号 の い ず れ か に 該 当 す る
法人等（法人その他の団体又は個人をいう。）であることを知りながら、これを

不当に利用するなどしていると認められるとき。
（14）申 込 者 が 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ３ 年

法 律 第 １ ２ ２ 号 ） 第 ２ 条 に 定 め る 営 業 （ 同 条 第 １ 項 第 ５ 号 に 規 定 す る 営 業 を 除
く。次号において同じ。）を行うものであるとき。

（15）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条に定める営業若
しくは当該営業に関する広告等に使用されるおそれがあるとき又は当該営業
を行う者その他の者が当該営業に係る商品等を販売するとき。

（16）デ ザ イ ン 等 を こ の 要 綱 及 び デ ザ イ ン ガ イ ド マ ニ ュアル に 従 って 使 用 し な い お
それがあるとき。

（17）不当な利益を得るために利用されるおそれがあるとき。
（18）本市が行う事業又は市長が認めるこれに関連する事業を推進する上で支障

となるおそれがあるとき。
（19）前条第２項の規定による修正の求めに応じないとき。
（20）その他市長が公益上又は著作権若しくは商標権の管理上の観点から使用に

ついて不適当と認めるとき。
２ 　 市 長 は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 を 許 諾 し た と き は 、 市 川 市 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 デ ザ イ

ン 等 使 用 許 諾 通 知 書 （ 様 式 第 ６ 号 。 第 １ ２ 条 第 １ 項 に お いて 「 使 用 許 諾 通 知 書 」 と
いう。）により、申込者に通知するものとする。

３　市長は、デザイン等の使用の許諾に際し、条件を付することができる。
４ 　 市 長 は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 を 許 諾 し な い と き は 、 市 川 市 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 デ ザ

イン等使用不許諾通知書（様式第７号）により、申込者に通知するものとする。

（デザイン等使用料）
第１１条　デザイン等を使用する際の料金（以下「デザイン等使用料」という。）は、無料とする。

ただし、市長は、その性質上有料とする必要があると認めるときは、市長が定める額
のデザイン等使用料を納付させることができる。

（デザイン等の使用期間）
第１２条　デザイン等の使用期間は、１年を限度として、市長が使用申込書の内容により定める

ものとする。この場合において、市長は、当該使用期間を使用許諾通知書に記載す
るものとする。

２ 　 前 項 に 規 定 す る 使 用 期 間 の 満 了 後 に お いても、 引 き 続 き デ ザ イ ン 等 を 使 用 し よ う
とす る も の は 、 改 め て 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よる 申 込 み を 行 い 、 市 長 の 許 諾 を 得
なければならない。

（許諾内容の変更の申込み等）
第１３条　デザイン等の使用の許諾を受けたもの（以下「使用者」という。）は、その許諾を受け

た内容を変更しようとするときは、市川市事業キャラクター等デザイン等使用内容変
更申込書（様式第８号）を市長に提出し、その許諾を得なければならない。

２ 　 市 長 は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 の 許 諾 の 内 容 に つ い て 変 更 す る こ と を 許 諾 す る と き
は 、 市 川 市 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 デ ザ イ ン 等 使 用 内 容 変 更 許 諾 通 知 書 （ 様 式 第 ９
号）により、使用者に通知するものとする。

３ 　 市 長 は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 の 許 諾 の 内 容 に つ いて 変 更 す る こ と を 許 諾 し な い と き
は、市川市事業キャラクター等デザイン等使用内容変更不許諾通知書（様式第１
０号）により、使用者に通知するものとする。

（遵守事項）
第１４条　使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

（１）許諾された内容に従いデザイン等を使用すること。
（2）デザインガイドマニュアルに従ってデザイン等を使用すること。
（3）デザイン等を使用する権利又はデザイン等若しくはデザイン等を使用する物

品 を 第 三 者 に 譲 渡 し 、 又 は 転 貸 し な い こ と 。 た だ し 、 販 売 を 目 的 と して デ ザ イ
ン 等 を 使 用 す る 場 合 に お いて 行 う 当 該 物 品 の 販 売 に つ いては 、 こ の 限 り で な
い。

（4）デザイン等を使用する物品には、本市の事業キャラクター等であること、事業
キャラクター等の名称及び使用許諾通知書に記載された使用許諾番号を明
示し、それ以外の名称を使用しないこと。デザイン等を使用する広告物、サー
ビス等を提供する場合についても、同様とする。

（5）デザイン等を使用する物品は、本市が製造又は販売をする物品であると誤認
されるおそれがないよう配慮すること。デザイン等を使用する広告物、サービ
ス等サービスを提供する場合についても、同様とする。

（ 6 ） デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 の 製 造 を 第 三 者 に 委 託 す る 場 合 は 、 受 託 者 が こ
の 要 綱 及 び 使 用 の 許 諾 の 内 容 に 違 反 す る こ と が な いよ う 必 要 か つ 適 切 な 監
督 を 行 う こ と 。 デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 広 告 物 、 サ ー ビ ス 等 の 提 供 を 第 三 者 に
委託する場合についても、同様とする。

（ 7 ） 許 諾 に 際 して、 デ ザ イ ン 等 が 商 品 の 品 質 を 保 証 す る も の で は な い こ と を 記 載
すること等の条件が付された場合には、当該条件に従うこと。

（ 8 ） 許 諾 に 係 る 物 品 の 完 成 品 に つ いては 、 そ の 使 用 前 に 速 や か に 市 長 に 提 出 し 、
承 諾 を 受 け る こ と 。 た だ し 、 完 成 品 の 提 出 が 困 難 と 市 長 が 認 め る も の に つ い
ては、その写真の提出をもって完成品の提出に代えることができること。

（9）市長が前号の規定により提出された完成品が適正でないと認め、是正を求め
た と き は 、 速 や か にこ れ に 応 じ 、 市 長 の 承 諾 を 受 け る こ と 。 こ の 場 合 に お いて、
是正に要する費用は、使用者が負担すること。

（10）デ ザ イ ン 等 に つ いて、 許 諾 さ れ た 用 途 の み で 使 用 し 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 に 係

る 対 象 物 に つ いて、 商 標 登 録 、 意 匠 登 録 等 、 知 的 財 産 に 関 す る 一 切 の 権 利 を
新たに設定し、又は登録しないこと。

（11）本市から貸与を受けたデザイン等があるときは、デザイン等の使用期間終了
後は、速やかに、当該デザイン等を本市に返却すること。

（12）市 長 の 求 め に 応 じ 次 条 第 ８ 項 の 規 定 に よる 資 料 の 提 出 若 し く は 報 告 を し 、 又
は市長が行う同項の規定による調査に協力すること。

（使用禁止、許諾の解除等）
第１５条　市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用者にその是正を求め

るものとする。
（１）第１０条第１項各号のいずれかに該当することとなったとき。
（ 2 ） 使 用 者 が 第 １ ０ 条 第 ３ 項 の 条 件 、 第 １ ２ 条 第 ２ 項 、 第 １ ３ 条 第 １ 項 又 は 前 条 の

規定その他使用の許諾の内容に違反したとき。
（3）第１１条ただし書に規定するデザイン等使用料を市長が指定した期限までに

納付しないとき。
（4）デザイン等に関する本市の権利の行使に支障が生じたとき。

２ 　 市 長 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 の 全 部 若 し く
は一部を禁止し、又は使用の許諾を解除することができる。
（ １ ） 前 項 の 規 定 に よる 是 正 の 求 め に よっても な お 是 正 さ れ な い と き、 又 は 是 正 さ

れる見込みがないと認めるとき。
（2）前項各号いずれかに該当する場合で、緊急を要するとき。
（3）使用者が虚偽その他不正な手段により使用の許諾を得たとき。
（4）その他市長がデザイン等の使用を不適当と認めるとき。

３ 　 市 長 は 、 前 項 の 規 定 に より、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 を 禁 止 し 、 又 は 使 用 の 許 諾 を 解 除
する ときは、市川市事業キャラクター等デザイン等使用禁止・使用許諾解除通知
書（様式第１１号）により、使用者に通知するものとする。

４　前項の規定により使用の許諾を解除する旨の通知を受けたものは、その日以後、
当 該 解 除 に 係 る デ ザ イ ン 等 又 は デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 若 し く は デ ザ イ ン 等
を 使 用 す る サ ー ビ ス を 使 用 、 配 布 、 掲 示 、 販 売 、 提 供 等 を しては な ら な い 。 た だ し 、
市長が事業キャラクター等を適正に管理する上で支障がないと認める場合は、こ
の限りでない。

５　市長は、前項に規定するものに対して、使用の許諾の解除に係るデザイン等又は
デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 の 回 収 そ の 他 の 措 置 を 講 ず る よ う 求 め る こ と が で き
る 。 こ の 場 合 に お いて、 当 該 デ ザ イ ン 等 又 は デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 の 回 収 等
使 用 の 許 諾 の 解 除 に 伴 い 発 生 す る 一 切 の 費 用 は 、 使 用 の 許 諾 を 解 除 さ れ た も の
が負担するものとする。

６ 　 市 長 は 、 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 事 実 が あ っ た こ と に より 市 に 損 害 が 生

じたときは、使用者に対して損害賠償の請求をするものとする。
７　市は、第２項の規定による使用の禁止又は使用の許諾の解除により使用者に生じ

た損害について、一切の責任を負わない。
８ 　 市 長 は 、 使 用 者 に 対 し 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 状 況 、 デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 、 デ

ザ イ ン 等 を 使 用 す る サ ー ビ ス の 提 供 等 に つ いて 資 料 の 提 出 若 し く は 報 告 を さ せ 、
又は調査することができる。

（利用の非独占性等）
第１６条　この要綱による使用の許諾は、使用者が自己の商標又は意匠とする等、独占して事

業キャラクター等を使用する権利を付与し、及び商品、使用者等について市の推奨
を行うものではない。

（経費等の負担）
第１７条　市は、この要綱による使用の許諾の申込み若しくはその変更の申込みに要した費用

及びデザイン等の使用の実施に係る経費又は役務を負担しない。

（責任の制限等）
第１８条　市は、使用者がデザイン等の使用により第三者との間に紛争を生じ、損害の賠償、損

失の補償等を求められた場合であっても、一切の責任を負わない。
２ 　 使 用 者 又 は 第 １ ５ 条 第 ２ 項 の 規 定 に より 使 用 の 許 諾 を 解 除 さ れ た も の は 、 デ ザ イ

ン等の使用に際し、故意又は過失によって市に損害を与えたとき又は第１４条第５
号 の 受 託 者 の 行 為 に より 市 が 損 害 を 受 け た と き は 、 こ れ に よって 生 じ た 損 害 を 市
に賠償しなければならない。

（使用許諾の状況等の公表）
第１９条　市長は、広く本市が行う事業及び事業キャラクター等の普及啓発を図る観点から、デ

ザイン等の使用の許諾の状況等を随時公表することができるものとする。

（事務処理）
第２０条　事業キャラクター等の作成、届出及び使用の許諾に関する事務は所管課において、

事業キャラクター等の登録に関する事務は市長公室広報広聴課において処理する。

（補則）
第２１条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附　則
（施行期日）
１　この要綱は、平成２６年９月１日から施行する。
　 （この要綱の施行前に作成された事業キャラクター等に関する経過措置）
２　この要綱の施行前に作成された事業キャラクター等については、平成２６年９月３０日まで

に広報広聴課長に市川市事業キャラクター等届出書を提出し、台帳に登録を受けることが
できる。この場合において、当該登録を受けた事業キャラクター等で、この要綱の施行の際
現にその使用の許諾がされているものは、第１０条第１項の規定により使用の許諾を得たも
のとみなす。

附　則
この要綱は、令和４年３月４日から施行する。

附　則
この要綱は、令和６年１月２２日から施行する。

附　則
この要綱は、令和８年５月２６日から施行する。
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カ　市川市消防局組織規則（昭和４０年規則第１５号）第２条に規定する課
キ 　 市 川 市 議 会 事 務 局 処 務 規 程 （ 昭 和 ４ ９ 年 議 会 規 程 第 １ 号 ） 第 ２ 条 に 規 定

する庶務課及び議事課
ク 　 市 川 市 選 挙 管 理 委 員 会 規 程 （ 昭 和 ３ ４ 年 選 挙 管 理 委 員 会 規 程 第 １ 号 ） 第

１５条に規定する事務局
ケ　市川市監査委員に関する条例（平成３年条例第２６号）第５条に規定する

監査委員事務局
コ　市川市農業委員会事務局規程（昭和３２年農業委員会公示第１２号）第１

条に規定する事務局
（7）部　次に掲げるものをいう。

ア　市川市行政組織条例（昭和４９年条例第３９号）第２条に規定する部及び室
イ　市川市役所支所設置条例（昭和３０年条例第１号）第１条に規定する支所
ウ 　 市 川 市 教 育 委 員 会 事 務 局 等 組 織 規 則 （ 昭 和 ５ ３ 年 教 育 委 員 会 規 則 第 １

号）第３条に規定する部
エ　市川市消防本部及び消防署条例（昭和４０年条例第３１号）第２条に規定

する市川市消防局

　（事業キャラクター等の作成に係る立案等）
第３条　事業キャラクター等の作成に係る立案（次項及び第３項において「立案」という。）は、

当該事業キャラクター等に係る事業の所管課において行うものとする。
２　立案に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

（1）事業キャラクター等を作成する目的を明確に するとともに、当該事業キャラク
タ ー 等 を 作 成 す る 必 要 性 及 び 事 業 の 効 果 が 上 が る か ど う か を 十 分 検 討 す る
こと。

（ 2 ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 を 作 成 す る こ と に より、 第 三 者 の 権 利 を 侵 害 し 、 又 は 侵 害
するおそれがないかどうかを確認すること。

（ 3 ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 が 他 の 部 又 は 課 に 関 わ る 場 合 に あ っては 、 当 該 部 又 は 課
と協議をすること。

３ 　 立 案 を し よ う とす る 所 管 課 の 長 （ 以 下 「 所 管 課 長 」 と い う。 ） は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を
所 管 課 が 属 す る 部 の 長 （ 以 下 「 所 管 部 長 」 とい う。 ） に 提 出 し、 事 業 キ ャ ラ クター等
の作成について所管部長の決裁を受けなければならない。

（1）企画書
（2）事業キャラクター等の概要
（3）その他所管部長が必要と認める書類

４ 　 所 管 部 長 は 、 前 項 の 規 定 に よる 書 類 の 提 出 が あ っ た と き は 、 当 該 書 類 を 審 査 し 、
事業キャラクター等を作成するかどうかを決定するものとする。

（２）市川市事業キャラクター等の作成等に関する要綱
（目的）

第１条　この要綱は、事業キャラクター等の作成及びデザイン等の使用に係る手続その他
の 取 扱 い に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と に より、 本 市 が 有 す る 著 作 権 又 は 商 標 権
の目的となっている事業キャラクター等の適正な管理を図ることを目的とする。

（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（ １ ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 　 本 市 が 行 う 事 業 の 意 義 、 魅 力 等 を 発 信 し 、 当 該 事 業 の
効果を上げるために作成した本市のキャラクター又はロゴマークをいう。ただ
し、一定期間のみの利用に限るものは除く。

（ 2 ） デ ザ イ ン 等 　 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 の イ ラス ト 若 し く は 名 称 、 着 ぐる み 等 の 立 体
物・ロゴマーク又はこれらに準ずるものをいう。

（3）デザインガイドマニュアル　デザイン等の利用方法等について市が定めたも
のをいう。

（ 4 ） 物 品 　 デ ザ イ ン 等 を 使 用 し た 商 品 、 景 品 、 商 品 等 の パ ッ ケ ージ 及 び こ れ ら に
準ずるものをいう。

（ 5 ） 広 告 物 　 常 時 又 は 一 定 の 期 間 継 続 して、 公 衆 に 表 示 さ れ る も の で あ って、 デ
ザ イ ン 等 を 使 用 し た 看 板 、 立 看 板 、 は り 紙 及 び は り 札 並 び に 広 告 塔 、 広 告 板 、
建物その他の工作物等に掲出され 、又は表示されたもの並びにこれらに類す
るものをいう。

（6）課　次に掲げるものをいう。　　
ア 　 市 川 市 行 政 組 織 規 則 （ 平 成 １ １ 年 規 則 第 ６ 号 。 以 下 「 組 織 規 則 」 と い う。 ）

第２条第１号に規定する本庁機関の課及び担当室
イ 　 組 織 規 則 第 ２条 第 ２号 に 規 定 す る 外 部 機 関 （ 大 柏 出 張 所 、 東 山 魁 夷 記 念

館 、 動 植 物 園 、 市 川 駅 行 政 サ ー ビ ス セ ン タ ー、 ク リ ーン セ ン タ ー 及 び 南 行
徳 市 民 セ ン タ ー に 限 る 。 以 下 こ の イ に お いて 「 特 定 外 部 機 関 」 と い う。 ） 及
び 同 号 に 規 定 す る 外 部 機 関 （ 特 定 外 部 機 関 及 び 保 健 セ ン タ ー を 除 く 。 ）
に所属する課

ウ　組織規則第３６条第２項に規定する健康支援課及び疾病予防課
エ　市川市会計管理者補助組織設置規則（平成１５年規則第２２号）第１条に

規定する会計課
オ 　 市 川 市 教 育 委 員 会 事 務 局 等 組 織 規 則 （ 昭 和 ５ ３ 年 教 育 委 員 会 規 則 第 １

号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 課 、 同 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 担 当 室 及 び 同 条
第３項に規定する組織のうち職務の級が７級である職員が置かれている
もの

　（事業キャラクター等の作成）
第４条　所管課長は、前条第４項の規定により事業キャラクター等を作成する旨の決定を受け

たときは、当該決定がされた事業キャラクター等を作成するものとする。

（商標登録出願）
第５条　所管課長は、作成された事業キャラクター等について権利を保全する必要があると認

めるときは、所管部長の決裁を受けて商標登録出願を行うものとする。

（事業キャラクター等登録台帳への登録）
第６条　所管課長は、事業キャラクター等を作成し、必要があると認めるときは、市川市事業

キャラクター等届出書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、広報広聴課長に
届け出るものとする。
（1）事業キャラクター等のイラスト、写真その他の事業キャラクター等が 確認でき

る書類
（ 2 ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 を 使 用 す る 商 品 そ の 他 こ れ に 類 す る も の が あ る 場 合 に

あっては、当該商品その他これに類するものが確認できる写真
（3）商標登録を受けた事業キャラクター等にあっては、商標登録を受けていること

が確認できる書類
（ 4 ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 に 関 す る 要 領 そ の 他 こ れ に 類 す る 定 め が あ る 場 合 に あ っ

ては、当該要領その他これに類する定めの写し
（5）その他広報広聴課長が必要と認める書類

２ 　 広 報 広 聴 課 長 は 、 前 項 の 規 定 に よる 届 出 を 受 け た と き は 、 当 該 届 出 に 係 る 事 業
キ ャ ラ クタ ー 等 を 市 川 市 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 登 録 台 帳 （ 様 式 第 ２ 号 。 以 下 「 台 帳 」
という。）に登録するものとする。

３ 　 前 項 の 規 定 に より 台 帳 に 登 録 さ れ た 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 は 、 こ の 要 綱 の 定 め る と
ころにより事業キャラクター等として使用することができるものとする。

　（登録の抹消等）
第７条　台帳に登録された事業キャラクター等の登録を抹消しようとする所管課長は、市川市

事業キャラクター等登録台帳抹消届出書（様式第３号）により広報広聴課長に届け
出るものとする。

２ 　 広 報 広 聴 課 長 は 、 前 項 の 規 定 に よる 届 出 を 受 け た と き は 、 速 や か に、 台 帳 か ら 当
該届出に係る事業キャラクター等の登録を抹消するものとする。

３　台帳から登録を抹消した事業キャラクター等は、事業キャラクター等として使用し
てはならない。

　（デザイン等の管理）
第８条　デザイン等の管理は、所管課において行うものとする。

（デザイン等の使用に関する手続）
第８条の２　他の要綱等で使用に関する手続等が定められているデザイン等を除き、デザイン

等の使用に係る手続その他のデザイン等の使用に関し必要な事項は、次条から第２
１条までに定めるところによる。

（デザイン等の使用の申込み）
第９条　デザイン等の使用を申し込もうとするもの（以下「申込者」という。）は、あらかじめ、市

川市事業キャラクター等デザイン等使用申込書（様式第４号。第１２条第１項におい
て「使用申込書」という。）に、企画書、申込者の概要が分かる書類、誓約書（様式第５
号）その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出し、その許諾を得なければ
ならない。　

２　市長は、前項の規定による申込みについて、必要があると認めるときは、申込者に
対し、書類の修正又は資料の提出を求めることができる。

３ 　 第 １ 項 の 規 定 に か か わ らず、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 市 長 の 許 諾
を 要 し な い 。 た だ し 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 の 目 的 に 販 売 の 目 的 が 含 ま れ る 場 合 に
あっては、この限りでない。
（1）本市が使用するとき。
（ 2 ） 学 校 教 育 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ２ ６ 号 ） 第 １ 条 に 規 定 す る 学 校 が 教 育 の 目 的

で使用するとき。
（ 3 ） 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 １ ６ ４ 号 ） 第 ２ ４ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 家 庭 的 保

育事業等を行う事業所、第３９条第１項に規定する保育所、児童福祉法第５９
条 第 １ 項 に 規 定 す る 施 設 の う ち 同 法 第 ３ ９ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 業 務 を 目 的 と
する保育機能施設が保育の目的で使用するとき。

（ 4 ） 就 学 前 の 子 供 に 関 す る 教 育 、 保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律
（ 平 成 １ ８ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 又 は 第 ３ 項 の 認 定 を 受 け た 施 設 、 　
同条第１０項の規定による公示がされた施設 及び幼保連携型認定こども園
が教育並びに保育の目的で使用するとき。

（5）報道機関が報道又は広報の目的でデザイン等を使用するとき。
（ 6 ） 著 作 権 法 （ 昭 和 ４ ５ 年 法 律 第 ４ ８ 号 ） 第 ３ ０ 条 の 規 定 に よる 私 的 使 用 の 範 囲 に

該当するとき。
（7）その他市長が特に必要と認めたとき。

（デザイン等の使用の許諾）
第１０条　市長は、前条第１項の規定による申込みがあったときは、その内容が次の各号のいず

れかに該当するときを除き、デザイン等の使用を許諾するものとする。
（１）本市の信用若しくは品位を傷つけ、又は本市が行う事業の正しい理解の妨げ

になるおそれがあるとき。
（2）事業キャラクター等又は本市が行う事業のイメージを損なうおそれがあるとき。
（ 3 ） 自 己 の 商 標 又 は 意 匠 とす る 等 、 独 占 的 に 利 用 し 、 又 は 利 用 す る お そ れ の あ る

とき。
（4）法令に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
（5）公の秩序又は善良の風俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
（6）第三者の利益を害するおそれがあるとき。
（ 7 ） 特 定 の 個 人 、 企 業 、 政 党 若 し く は 宗 教 団 体 を 支 援 す る も の であ る と き、 又 は こ

れらを支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、若しくは与えるおそれ
があるとき。

（8）特定の政治、思想若しくは宗教を支援し、又は支援しているような誤解を与え
るおそれがあるとき。

（ 9 ） 申 込 者 の 役 員 等 （ 個 人 で あ る 場 合 に は そ の 者 そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し
ている者を、申込者が法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の
代 表 者 そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 して い る 者 を 、 申 込 者 が 法 人 以 外 の 団 体
で あ る 場 合 に は 、 代 表 者 、 理 事 等 、 そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 して い る 者 を
い う。 以 下 同 じ 。 ） が、 暴 力 団 （ 暴 力 団 員 に よる 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る
法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 を い う。 以 下 同
じ。）若しくは暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
第２条第６号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から５年を経
過 し な い 者 を い う。 以 下 同 じ 。 ） で あ る と 認 め ら れ る と き、 又 は 暴 力 団 若 し く は
暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。

（10）申 込 者 の 役 員 等 が、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正 の 利 益 を 図 る 目 的 、 又
は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等（暴力団及び暴力団員等並
び に 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 等 と 密 接 な 関 係 を 有 す る 者 を い う。 以 下 同 じ 。 ） を
利用するなどしていると認められるとき。

（11）申 込 者 の 役 員 等 が、 暴 力 団 等 に 対 して、 資 金 等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す
る な ど 直 接 的 あ る い は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、 運 営 に 協 力 し 、 若 し く は 関 与
していると認められるとき。

（12）申込者の役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると
認められるとき。

（13）申 込 者 の 役 員 等 が、 暴 力 団 、 暴 力 団 員 等 又 は 前 ４ 号 の い ず れ か に 該 当 す る
法人等（法人その他の団体又は個人をいう。）であることを知りながら、これを

不当に利用するなどしていると認められるとき。
（14）申 込 者 が 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ３ 年

法 律 第 １ ２ ２ 号 ） 第 ２ 条 に 定 め る 営 業 （ 同 条 第 １ 項 第 ５ 号 に 規 定 す る 営 業 を 除
く。次号において同じ。）を行うものであるとき。

（15）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条に定める営業若
しくは当該営業に関する広告等に使用されるおそれがあるとき又は当該営業
を行う者その他の者が当該営業に係る商品等を販売するとき。

（16）デ ザ イ ン 等 を こ の 要 綱 及 び デ ザ イ ン ガ イ ド マ ニ ュアル に 従 って 使 用 し な い お
それがあるとき。

（17）不当な利益を得るために利用されるおそれがあるとき。
（18）本市が行う事業又は市長が認めるこれに関連する事業を推進する上で支障

となるおそれがあるとき。
（19）前条第２項の規定による修正の求めに応じないとき。
（20）その他市長が公益上又は著作権若しくは商標権の管理上の観点から使用に

ついて不適当と認めるとき。
２ 　 市 長 は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 を 許 諾 し た と き は 、 市 川 市 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 デ ザ イ

ン 等 使 用 許 諾 通 知 書 （ 様 式 第 ６ 号 。 第 １ ２ 条 第 １ 項 に お いて 「 使 用 許 諾 通 知 書 」 と
いう。）により、申込者に通知するものとする。

３　市長は、デザイン等の使用の許諾に際し、条件を付することができる。
４ 　 市 長 は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 を 許 諾 し な い と き は 、 市 川 市 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 デ ザ

イン等使用不許諾通知書（様式第７号）により、申込者に通知するものとする。

（デザイン等使用料）
第１１条　デザイン等を使用する際の料金（以下「デザイン等使用料」という。）は、無料とする。

ただし、市長は、その性質上有料とする必要があると認めるときは、市長が定める額
のデザイン等使用料を納付させることができる。

（デザイン等の使用期間）
第１２条　デザイン等の使用期間は、１年を限度として、市長が使用申込書の内容により定める

ものとする。この場合において、市長は、当該使用期間を使用許諾通知書に記載す
るものとする。

２ 　 前 項 に 規 定 す る 使 用 期 間 の 満 了 後 に お いても、 引 き 続 き デ ザ イ ン 等 を 使 用 し よ う
とす る も の は 、 改 め て 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よる 申 込 み を 行 い 、 市 長 の 許 諾 を 得
なければならない。

（許諾内容の変更の申込み等）
第１３条　デザイン等の使用の許諾を受けたもの（以下「使用者」という。）は、その許諾を受け

た内容を変更しようとするときは、市川市事業キャラクター等デザイン等使用内容変
更申込書（様式第８号）を市長に提出し、その許諾を得なければならない。

２ 　 市 長 は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 の 許 諾 の 内 容 に つ い て 変 更 す る こ と を 許 諾 す る と き
は 、 市 川 市 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 デ ザ イ ン 等 使 用 内 容 変 更 許 諾 通 知 書 （ 様 式 第 ９
号）により、使用者に通知するものとする。

３ 　 市 長 は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 の 許 諾 の 内 容 に つ いて 変 更 す る こ と を 許 諾 し な い と き
は、市川市事業キャラクター等デザイン等使用内容変更不許諾通知書（様式第１
０号）により、使用者に通知するものとする。

（遵守事項）
第１４条　使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

（１）許諾された内容に従いデザイン等を使用すること。
（2）デザインガイドマニュアルに従ってデザイン等を使用すること。
（3）デザイン等を使用する権利又はデザイン等若しくはデザイン等を使用する物

品 を 第 三 者 に 譲 渡 し 、 又 は 転 貸 し な い こ と 。 た だ し 、 販 売 を 目 的 と して デ ザ イ
ン 等 を 使 用 す る 場 合 に お いて 行 う 当 該 物 品 の 販 売 に つ いては 、 こ の 限 り で な
い。

（4）デザイン等を使用する物品には、本市の事業キャラクター等であること、事業
キャラクター等の名称及び使用許諾通知書に記載された使用許諾番号を明
示し、それ以外の名称を使用しないこと。デザイン等を使用する広告物、サー
ビス等を提供する場合についても、同様とする。

（5）デザイン等を使用する物品は、本市が製造又は販売をする物品であると誤認
されるおそれがないよう配慮すること。デザイン等を使用する広告物、サービ
ス等サービスを提供する場合についても、同様とする。

（ 6 ） デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 の 製 造 を 第 三 者 に 委 託 す る 場 合 は 、 受 託 者 が こ
の 要 綱 及 び 使 用 の 許 諾 の 内 容 に 違 反 す る こ と が な いよ う 必 要 か つ 適 切 な 監
督 を 行 う こ と 。 デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 広 告 物 、 サ ー ビ ス 等 の 提 供 を 第 三 者 に
委託する場合についても、同様とする。

（ 7 ） 許 諾 に 際 して、 デ ザ イ ン 等 が 商 品 の 品 質 を 保 証 す る も の で は な い こ と を 記 載
すること等の条件が付された場合には、当該条件に従うこと。

（ 8 ） 許 諾 に 係 る 物 品 の 完 成 品 に つ いては 、 そ の 使 用 前 に 速 や か に 市 長 に 提 出 し 、
承 諾 を 受 け る こ と 。 た だ し 、 完 成 品 の 提 出 が 困 難 と 市 長 が 認 め る も の に つ い
ては、その写真の提出をもって完成品の提出に代えることができること。

（9）市長が前号の規定により提出された完成品が適正でないと認め、是正を求め
た と き は 、 速 や か にこ れ に 応 じ 、 市 長 の 承 諾 を 受 け る こ と 。 こ の 場 合 に お いて、
是正に要する費用は、使用者が負担すること。

（10）デ ザ イ ン 等 に つ いて、 許 諾 さ れ た 用 途 の み で 使 用 し 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 に 係

る 対 象 物 に つ いて、 商 標 登 録 、 意 匠 登 録 等 、 知 的 財 産 に 関 す る 一 切 の 権 利 を
新たに設定し、又は登録しないこと。

（11）本市から貸与を受けたデザイン等があるときは、デザイン等の使用期間終了
後は、速やかに、当該デザイン等を本市に返却すること。

（12）市 長 の 求 め に 応 じ 次 条 第 ８ 項 の 規 定 に よる 資 料 の 提 出 若 し く は 報 告 を し 、 又
は市長が行う同項の規定による調査に協力すること。

（使用禁止、許諾の解除等）
第１５条　市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用者にその是正を求め

るものとする。
（１）第１０条第１項各号のいずれかに該当することとなったとき。
（ 2 ） 使 用 者 が 第 １ ０ 条 第 ３ 項 の 条 件 、 第 １ ２ 条 第 ２ 項 、 第 １ ３ 条 第 １ 項 又 は 前 条 の

規定その他使用の許諾の内容に違反したとき。
（3）第１１条ただし書に規定するデザイン等使用料を市長が指定した期限までに

納付しないとき。
（4）デザイン等に関する本市の権利の行使に支障が生じたとき。

２ 　 市 長 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 の 全 部 若 し く
は一部を禁止し、又は使用の許諾を解除することができる。
（ １ ） 前 項 の 規 定 に よる 是 正 の 求 め に よっても な お 是 正 さ れ な い と き、 又 は 是 正 さ

れる見込みがないと認めるとき。
（2）前項各号いずれかに該当する場合で、緊急を要するとき。
（3）使用者が虚偽その他不正な手段により使用の許諾を得たとき。
（4）その他市長がデザイン等の使用を不適当と認めるとき。

３ 　 市 長 は 、 前 項 の 規 定 に より、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 を 禁 止 し 、 又 は 使 用 の 許 諾 を 解 除
する ときは、市川市事業キャラクター等デザイン等使用禁止・使用許諾解除通知
書（様式第１１号）により、使用者に通知するものとする。

４　前項の規定により使用の許諾を解除する旨の通知を受けたものは、その日以後、
当 該 解 除 に 係 る デ ザ イ ン 等 又 は デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 若 し く は デ ザ イ ン 等
を 使 用 す る サ ー ビ ス を 使 用 、 配 布 、 掲 示 、 販 売 、 提 供 等 を しては な ら な い 。 た だ し 、
市長が事業キャラクター等を適正に管理する上で支障がないと認める場合は、こ
の限りでない。

５　市長は、前項に規定するものに対して、使用の許諾の解除に係るデザイン等又は
デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 の 回 収 そ の 他 の 措 置 を 講 ず る よ う 求 め る こ と が で き
る 。 こ の 場 合 に お いて、 当 該 デ ザ イ ン 等 又 は デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 の 回 収 等
使 用 の 許 諾 の 解 除 に 伴 い 発 生 す る 一 切 の 費 用 は 、 使 用 の 許 諾 を 解 除 さ れ た も の
が負担するものとする。

６ 　 市 長 は 、 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 事 実 が あ っ た こ と に より 市 に 損 害 が 生

じたときは、使用者に対して損害賠償の請求をするものとする。
７　市は、第２項の規定による使用の禁止又は使用の許諾の解除により使用者に生じ

た損害について、一切の責任を負わない。
８ 　 市 長 は 、 使 用 者 に 対 し 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 状 況 、 デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 、 デ

ザ イ ン 等 を 使 用 す る サ ー ビ ス の 提 供 等 に つ いて 資 料 の 提 出 若 し く は 報 告 を さ せ 、
又は調査することができる。

（利用の非独占性等）
第１６条　この要綱による使用の許諾は、使用者が自己の商標又は意匠とする等、独占して事

業キャラクター等を使用する権利を付与し、及び商品、使用者等について市の推奨
を行うものではない。

（経費等の負担）
第１７条　市は、この要綱による使用の許諾の申込み若しくはその変更の申込みに要した費用

及びデザイン等の使用の実施に係る経費又は役務を負担しない。

（責任の制限等）
第１８条　市は、使用者がデザイン等の使用により第三者との間に紛争を生じ、損害の賠償、損

失の補償等を求められた場合であっても、一切の責任を負わない。
２ 　 使 用 者 又 は 第 １ ５ 条 第 ２ 項 の 規 定 に より 使 用 の 許 諾 を 解 除 さ れ た も の は 、 デ ザ イ

ン等の使用に際し、故意又は過失によって市に損害を与えたとき又は第１４条第５
号 の 受 託 者 の 行 為 に より 市 が 損 害 を 受 け た と き は 、 こ れ に よって 生 じ た 損 害 を 市
に賠償しなければならない。

（使用許諾の状況等の公表）
第１９条　市長は、広く本市が行う事業及び事業キャラクター等の普及啓発を図る観点から、デ

ザイン等の使用の許諾の状況等を随時公表することができるものとする。

（事務処理）
第２０条　事業キャラクター等の作成、届出及び使用の許諾に関する事務は所管課において、

事業キャラクター等の登録に関する事務は市長公室広報広聴課において処理する。

（補則）
第２１条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附　則
（施行期日）
１　この要綱は、平成２６年９月１日から施行する。
　 （この要綱の施行前に作成された事業キャラクター等に関する経過措置）
２　この要綱の施行前に作成された事業キャラクター等については、平成２６年９月３０日まで

に広報広聴課長に市川市事業キャラクター等届出書を提出し、台帳に登録を受けることが
できる。この場合において、当該登録を受けた事業キャラクター等で、この要綱の施行の際
現にその使用の許諾がされているものは、第１０条第１項の規定により使用の許諾を得たも
のとみなす。

附　則
この要綱は、令和４年３月４日から施行する。

附　則
この要綱は、令和６年１月２２日から施行する。

附　則
この要綱は、令和８年５月２６日から施行する。
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カ　市川市消防局組織規則（昭和４０年規則第１５号）第２条に規定する課
キ 　 市 川 市 議 会 事 務 局 処 務 規 程 （ 昭 和 ４ ９ 年 議 会 規 程 第 １ 号 ） 第 ２ 条 に 規 定

する庶務課及び議事課
ク 　 市 川 市 選 挙 管 理 委 員 会 規 程 （ 昭 和 ３ ４ 年 選 挙 管 理 委 員 会 規 程 第 １ 号 ） 第

１５条に規定する事務局
ケ　市川市監査委員に関する条例（平成３年条例第２６号）第５条に規定する

監査委員事務局
コ　市川市農業委員会事務局規程（昭和３２年農業委員会公示第１２号）第１

条に規定する事務局
（7）部　次に掲げるものをいう。

ア　市川市行政組織条例（昭和４９年条例第３９号）第２条に規定する部及び室
イ　市川市役所支所設置条例（昭和３０年条例第１号）第１条に規定する支所
ウ 　 市 川 市 教 育 委 員 会 事 務 局 等 組 織 規 則 （ 昭 和 ５ ３ 年 教 育 委 員 会 規 則 第 １

号）第３条に規定する部
エ　市川市消防本部及び消防署条例（昭和４０年条例第３１号）第２条に規定

する市川市消防局

　（事業キャラクター等の作成に係る立案等）
第３条　事業キャラクター等の作成に係る立案（次項及び第３項において「立案」という。）は、

当該事業キャラクター等に係る事業の所管課において行うものとする。
２　立案に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

（1）事業キャラクター等を作成する目的を明確に するとともに、当該事業キャラク
タ ー 等 を 作 成 す る 必 要 性 及 び 事 業 の 効 果 が 上 が る か ど う か を 十 分 検 討 す る
こと。

（ 2 ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 を 作 成 す る こ と に より、 第 三 者 の 権 利 を 侵 害 し 、 又 は 侵 害
するおそれがないかどうかを確認すること。

（ 3 ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 が 他 の 部 又 は 課 に 関 わ る 場 合 に あ っては 、 当 該 部 又 は 課
と協議をすること。

３ 　 立 案 を し よ う とす る 所 管 課 の 長 （ 以 下 「 所 管 課 長 」 と い う。 ） は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を
所 管 課 が 属 す る 部 の 長 （ 以 下 「 所 管 部 長 」 とい う。 ） に 提 出 し、 事 業 キ ャ ラ クター等
の作成について所管部長の決裁を受けなければならない。

（1）企画書
（2）事業キャラクター等の概要
（3）その他所管部長が必要と認める書類

４ 　 所 管 部 長 は 、 前 項 の 規 定 に よる 書 類 の 提 出 が あ っ た と き は 、 当 該 書 類 を 審 査 し 、
事業キャラクター等を作成するかどうかを決定するものとする。

（２）市川市事業キャラクター等の作成等に関する要綱
（目的）

第１条　この要綱は、事業キャラクター等の作成及びデザイン等の使用に係る手続その他
の 取 扱 い に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と に より、 本 市 が 有 す る 著 作 権 又 は 商 標 権
の目的となっている事業キャラクター等の適正な管理を図ることを目的とする。

（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（ １ ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 　 本 市 が 行 う 事 業 の 意 義 、 魅 力 等 を 発 信 し 、 当 該 事 業 の
効果を上げるために作成した本市のキャラクター又はロゴマークをいう。ただ
し、一定期間のみの利用に限るものは除く。

（ 2 ） デ ザ イ ン 等 　 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 の イ ラス ト 若 し く は 名 称 、 着 ぐる み 等 の 立 体
物・ロゴマーク又はこれらに準ずるものをいう。

（3）デザインガイドマニュアル　デザイン等の利用方法等について市が定めたも
のをいう。

（ 4 ） 物 品 　 デ ザ イ ン 等 を 使 用 し た 商 品 、 景 品 、 商 品 等 の パ ッ ケ ージ 及 び こ れ ら に
準ずるものをいう。

（ 5 ） 広 告 物 　 常 時 又 は 一 定 の 期 間 継 続 して、 公 衆 に 表 示 さ れ る も の で あ って、 デ
ザ イ ン 等 を 使 用 し た 看 板 、 立 看 板 、 は り 紙 及 び は り 札 並 び に 広 告 塔 、 広 告 板 、
建物その他の工作物等に掲出され 、又は表示されたもの並びにこれらに類す
るものをいう。

（6）課　次に掲げるものをいう。　　
ア 　 市 川 市 行 政 組 織 規 則 （ 平 成 １ １ 年 規 則 第 ６ 号 。 以 下 「 組 織 規 則 」 と い う。 ）

第２条第１号に規定する本庁機関の課及び担当室
イ 　 組 織 規 則 第 ２条 第 ２号 に 規 定 す る 外 部 機 関 （ 大 柏 出 張 所 、 東 山 魁 夷 記 念

館 、 動 植 物 園 、 市 川 駅 行 政 サ ー ビ ス セ ン タ ー、 ク リ ーン セ ン タ ー 及 び 南 行
徳 市 民 セ ン タ ー に 限 る 。 以 下 こ の イ に お いて 「 特 定 外 部 機 関 」 と い う。 ） 及
び 同 号 に 規 定 す る 外 部 機 関 （ 特 定 外 部 機 関 及 び 保 健 セ ン タ ー を 除 く 。 ）
に所属する課

ウ　組織規則第３６条第２項に規定する健康支援課及び疾病予防課
エ　市川市会計管理者補助組織設置規則（平成１５年規則第２２号）第１条に

規定する会計課
オ 　 市 川 市 教 育 委 員 会 事 務 局 等 組 織 規 則 （ 昭 和 ５ ３ 年 教 育 委 員 会 規 則 第 １

号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 課 、 同 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 担 当 室 及 び 同 条
第３項に規定する組織のうち職務の級が７級である職員が置かれている
もの

　（事業キャラクター等の作成）
第４条　所管課長は、前条第４項の規定により事業キャラクター等を作成する旨の決定を受け

たときは、当該決定がされた事業キャラクター等を作成するものとする。

（商標登録出願）
第５条　所管課長は、作成された事業キャラクター等について権利を保全する必要があると認

めるときは、所管部長の決裁を受けて商標登録出願を行うものとする。

（事業キャラクター等登録台帳への登録）
第６条　所管課長は、事業キャラクター等を作成し、必要があると認めるときは、市川市事業

キャラクター等届出書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、広報広聴課長に
届け出るものとする。
（1）事業キャラクター等のイラスト、写真その他の事業キャラクター等が 確認でき

る書類
（ 2 ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 を 使 用 す る 商 品 そ の 他 こ れ に 類 す る も の が あ る 場 合 に

あっては、当該商品その他これに類するものが確認できる写真
（3）商標登録を受けた事業キャラクター等にあっては、商標登録を受けていること

が確認できる書類
（ 4 ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 に 関 す る 要 領 そ の 他 こ れ に 類 す る 定 め が あ る 場 合 に あ っ

ては、当該要領その他これに類する定めの写し
（5）その他広報広聴課長が必要と認める書類

２ 　 広 報 広 聴 課 長 は 、 前 項 の 規 定 に よる 届 出 を 受 け た と き は 、 当 該 届 出 に 係 る 事 業
キ ャ ラ クタ ー 等 を 市 川 市 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 登 録 台 帳 （ 様 式 第 ２ 号 。 以 下 「 台 帳 」
という。）に登録するものとする。

３ 　 前 項 の 規 定 に より 台 帳 に 登 録 さ れ た 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 は 、 こ の 要 綱 の 定 め る と
ころにより事業キャラクター等として使用することができるものとする。

　（登録の抹消等）
第７条　台帳に登録された事業キャラクター等の登録を抹消しようとする所管課長は、市川市

事業キャラクター等登録台帳抹消届出書（様式第３号）により広報広聴課長に届け
出るものとする。

２ 　 広 報 広 聴 課 長 は 、 前 項 の 規 定 に よる 届 出 を 受 け た と き は 、 速 や か に、 台 帳 か ら 当
該届出に係る事業キャラクター等の登録を抹消するものとする。

３　台帳から登録を抹消した事業キャラクター等は、事業キャラクター等として使用し
てはならない。

　（デザイン等の管理）
第８条　デザイン等の管理は、所管課において行うものとする。

（デザイン等の使用に関する手続）
第８条の２　他の要綱等で使用に関する手続等が定められているデザイン等を除き、デザイン

等の使用に係る手続その他のデザイン等の使用に関し必要な事項は、次条から第２
１条までに定めるところによる。

（デザイン等の使用の申込み）
第９条　デザイン等の使用を申し込もうとするもの（以下「申込者」という。）は、あらかじめ、市

川市事業キャラクター等デザイン等使用申込書（様式第４号。第１２条第１項におい
て「使用申込書」という。）に、企画書、申込者の概要が分かる書類、誓約書（様式第５
号）その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出し、その許諾を得なければ
ならない。　

２　市長は、前項の規定による申込みについて、必要があると認めるときは、申込者に
対し、書類の修正又は資料の提出を求めることができる。

３ 　 第 １ 項 の 規 定 に か か わ らず、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 市 長 の 許 諾
を 要 し な い 。 た だ し 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 の 目 的 に 販 売 の 目 的 が 含 ま れ る 場 合 に
あっては、この限りでない。
（1）本市が使用するとき。
（ 2 ） 学 校 教 育 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ２ ６ 号 ） 第 １ 条 に 規 定 す る 学 校 が 教 育 の 目 的

で使用するとき。
（ 3 ） 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 １ ６ ４ 号 ） 第 ２ ４ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 家 庭 的 保

育事業等を行う事業所、第３９条第１項に規定する保育所、児童福祉法第５９
条 第 １ 項 に 規 定 す る 施 設 の う ち 同 法 第 ３ ９ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 業 務 を 目 的 と
する保育機能施設が保育の目的で使用するとき。

（ 4 ） 就 学 前 の 子 供 に 関 す る 教 育 、 保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律
（ 平 成 １ ８ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 又 は 第 ３ 項 の 認 定 を 受 け た 施 設 、 　
同条第１０項の規定による公示がされた施設 及び幼保連携型認定こども園
が教育並びに保育の目的で使用するとき。

（5）報道機関が報道又は広報の目的でデザイン等を使用するとき。
（ 6 ） 著 作 権 法 （ 昭 和 ４ ５ 年 法 律 第 ４ ８ 号 ） 第 ３ ０ 条 の 規 定 に よる 私 的 使 用 の 範 囲 に

該当するとき。
（7）その他市長が特に必要と認めたとき。

（デザイン等の使用の許諾）
第１０条　市長は、前条第１項の規定による申込みがあったときは、その内容が次の各号のいず

れかに該当するときを除き、デザイン等の使用を許諾するものとする。
（１）本市の信用若しくは品位を傷つけ、又は本市が行う事業の正しい理解の妨げ

になるおそれがあるとき。
（2）事業キャラクター等又は本市が行う事業のイメージを損なうおそれがあるとき。
（ 3 ） 自 己 の 商 標 又 は 意 匠 とす る 等 、 独 占 的 に 利 用 し 、 又 は 利 用 す る お そ れ の あ る

とき。
（4）法令に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
（5）公の秩序又は善良の風俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
（6）第三者の利益を害するおそれがあるとき。
（ 7 ） 特 定 の 個 人 、 企 業 、 政 党 若 し く は 宗 教 団 体 を 支 援 す る も の であ る と き、 又 は こ

れらを支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、若しくは与えるおそれ
があるとき。

（8）特定の政治、思想若しくは宗教を支援し、又は支援しているような誤解を与え
るおそれがあるとき。

（ 9 ） 申 込 者 の 役 員 等 （ 個 人 で あ る 場 合 に は そ の 者 そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し
ている者を、申込者が法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の
代 表 者 そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 して い る 者 を 、 申 込 者 が 法 人 以 外 の 団 体
で あ る 場 合 に は 、 代 表 者 、 理 事 等 、 そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 して い る 者 を
い う。 以 下 同 じ 。 ） が、 暴 力 団 （ 暴 力 団 員 に よる 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る
法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 を い う。 以 下 同
じ。）若しくは暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
第２条第６号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から５年を経
過 し な い 者 を い う。 以 下 同 じ 。 ） で あ る と 認 め ら れ る と き、 又 は 暴 力 団 若 し く は
暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。

（10）申 込 者 の 役 員 等 が、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正 の 利 益 を 図 る 目 的 、 又
は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等（暴力団及び暴力団員等並
び に 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 等 と 密 接 な 関 係 を 有 す る 者 を い う。 以 下 同 じ 。 ） を
利用するなどしていると認められるとき。

（11）申 込 者 の 役 員 等 が、 暴 力 団 等 に 対 して、 資 金 等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す
る な ど 直 接 的 あ る い は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、 運 営 に 協 力 し 、 若 し く は 関 与
していると認められるとき。

（12）申込者の役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると
認められるとき。

（13）申 込 者 の 役 員 等 が、 暴 力 団 、 暴 力 団 員 等 又 は 前 ４ 号 の い ず れ か に 該 当 す る
法人等（法人その他の団体又は個人をいう。）であることを知りながら、これを

不当に利用するなどしていると認められるとき。
（14）申 込 者 が 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ３ 年

法 律 第 １ ２ ２ 号 ） 第 ２ 条 に 定 め る 営 業 （ 同 条 第 １ 項 第 ５ 号 に 規 定 す る 営 業 を 除
く。次号において同じ。）を行うものであるとき。

（15）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条に定める営業若
しくは当該営業に関する広告等に使用されるおそれがあるとき又は当該営業
を行う者その他の者が当該営業に係る商品等を販売するとき。

（16）デ ザ イ ン 等 を こ の 要 綱 及 び デ ザ イ ン ガ イ ド マ ニ ュアル に 従 って 使 用 し な い お
それがあるとき。

（17）不当な利益を得るために利用されるおそれがあるとき。
（18）本市が行う事業又は市長が認めるこれに関連する事業を推進する上で支障

となるおそれがあるとき。
（19）前条第２項の規定による修正の求めに応じないとき。
（20）その他市長が公益上又は著作権若しくは商標権の管理上の観点から使用に

ついて不適当と認めるとき。
２ 　 市 長 は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 を 許 諾 し た と き は 、 市 川 市 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 デ ザ イ

ン 等 使 用 許 諾 通 知 書 （ 様 式 第 ６ 号 。 第 １ ２ 条 第 １ 項 に お いて 「 使 用 許 諾 通 知 書 」 と
いう。）により、申込者に通知するものとする。

３　市長は、デザイン等の使用の許諾に際し、条件を付することができる。
４ 　 市 長 は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 を 許 諾 し な い と き は 、 市 川 市 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 デ ザ

イン等使用不許諾通知書（様式第７号）により、申込者に通知するものとする。

（デザイン等使用料）
第１１条　デザイン等を使用する際の料金（以下「デザイン等使用料」という。）は、無料とする。

ただし、市長は、その性質上有料とする必要があると認めるときは、市長が定める額
のデザイン等使用料を納付させることができる。

（デザイン等の使用期間）
第１２条　デザイン等の使用期間は、１年を限度として、市長が使用申込書の内容により定める

ものとする。この場合において、市長は、当該使用期間を使用許諾通知書に記載す
るものとする。

２ 　 前 項 に 規 定 す る 使 用 期 間 の 満 了 後 に お いても、 引 き 続 き デ ザ イ ン 等 を 使 用 し よ う
とす る も の は 、 改 め て 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よる 申 込 み を 行 い 、 市 長 の 許 諾 を 得
なければならない。

（許諾内容の変更の申込み等）
第１３条　デザイン等の使用の許諾を受けたもの（以下「使用者」という。）は、その許諾を受け

た内容を変更しようとするときは、市川市事業キャラクター等デザイン等使用内容変
更申込書（様式第８号）を市長に提出し、その許諾を得なければならない。

２ 　 市 長 は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 の 許 諾 の 内 容 に つ い て 変 更 す る こ と を 許 諾 す る と き
は 、 市 川 市 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 デ ザ イ ン 等 使 用 内 容 変 更 許 諾 通 知 書 （ 様 式 第 ９
号）により、使用者に通知するものとする。

３ 　 市 長 は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 の 許 諾 の 内 容 に つ いて 変 更 す る こ と を 許 諾 し な い と き
は、市川市事業キャラクター等デザイン等使用内容変更不許諾通知書（様式第１
０号）により、使用者に通知するものとする。

（遵守事項）
第１４条　使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

（１）許諾された内容に従いデザイン等を使用すること。
（2）デザインガイドマニュアルに従ってデザイン等を使用すること。
（3）デザイン等を使用する権利又はデザイン等若しくはデザイン等を使用する物

品 を 第 三 者 に 譲 渡 し 、 又 は 転 貸 し な い こ と 。 た だ し 、 販 売 を 目 的 と して デ ザ イ
ン 等 を 使 用 す る 場 合 に お いて 行 う 当 該 物 品 の 販 売 に つ いては 、 こ の 限 り で な
い。

（4）デザイン等を使用する物品には、本市の事業キャラクター等であること、事業
キャラクター等の名称及び使用許諾通知書に記載された使用許諾番号を明
示し、それ以外の名称を使用しないこと。デザイン等を使用する広告物、サー
ビス等を提供する場合についても、同様とする。

（5）デザイン等を使用する物品は、本市が製造又は販売をする物品であると誤認
されるおそれがないよう配慮すること。デザイン等を使用する広告物、サービ
ス等サービスを提供する場合についても、同様とする。

（ 6 ） デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 の 製 造 を 第 三 者 に 委 託 す る 場 合 は 、 受 託 者 が こ
の 要 綱 及 び 使 用 の 許 諾 の 内 容 に 違 反 す る こ と が な いよ う 必 要 か つ 適 切 な 監
督 を 行 う こ と 。 デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 広 告 物 、 サ ー ビ ス 等 の 提 供 を 第 三 者 に
委託する場合についても、同様とする。

（ 7 ） 許 諾 に 際 して、 デ ザ イ ン 等 が 商 品 の 品 質 を 保 証 す る も の で は な い こ と を 記 載
すること等の条件が付された場合には、当該条件に従うこと。

（ 8 ） 許 諾 に 係 る 物 品 の 完 成 品 に つ いては 、 そ の 使 用 前 に 速 や か に 市 長 に 提 出 し 、
承 諾 を 受 け る こ と 。 た だ し 、 完 成 品 の 提 出 が 困 難 と 市 長 が 認 め る も の に つ い
ては、その写真の提出をもって完成品の提出に代えることができること。

（9）市長が前号の規定により提出された完成品が適正でないと認め、是正を求め
た と き は 、 速 や か にこ れ に 応 じ 、 市 長 の 承 諾 を 受 け る こ と 。 こ の 場 合 に お いて、
是正に要する費用は、使用者が負担すること。

（10）デ ザ イ ン 等 に つ いて、 許 諾 さ れ た 用 途 の み で 使 用 し 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 に 係

る 対 象 物 に つ いて、 商 標 登 録 、 意 匠 登 録 等 、 知 的 財 産 に 関 す る 一 切 の 権 利 を
新たに設定し、又は登録しないこと。

（11）本市から貸与を受けたデザイン等があるときは、デザイン等の使用期間終了
後は、速やかに、当該デザイン等を本市に返却すること。

（12）市 長 の 求 め に 応 じ 次 条 第 ８ 項 の 規 定 に よる 資 料 の 提 出 若 し く は 報 告 を し 、 又
は市長が行う同項の規定による調査に協力すること。

（使用禁止、許諾の解除等）
第１５条　市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用者にその是正を求め

るものとする。
（１）第１０条第１項各号のいずれかに該当することとなったとき。
（ 2 ） 使 用 者 が 第 １ ０ 条 第 ３ 項 の 条 件 、 第 １ ２ 条 第 ２ 項 、 第 １ ３ 条 第 １ 項 又 は 前 条 の

規定その他使用の許諾の内容に違反したとき。
（3）第１１条ただし書に規定するデザイン等使用料を市長が指定した期限までに

納付しないとき。
（4）デザイン等に関する本市の権利の行使に支障が生じたとき。

２ 　 市 長 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 の 全 部 若 し く
は一部を禁止し、又は使用の許諾を解除することができる。
（ １ ） 前 項 の 規 定 に よる 是 正 の 求 め に よっても な お 是 正 さ れ な い と き、 又 は 是 正 さ

れる見込みがないと認めるとき。
（2）前項各号いずれかに該当する場合で、緊急を要するとき。
（3）使用者が虚偽その他不正な手段により使用の許諾を得たとき。
（4）その他市長がデザイン等の使用を不適当と認めるとき。

３ 　 市 長 は 、 前 項 の 規 定 に より、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 を 禁 止 し 、 又 は 使 用 の 許 諾 を 解 除
する ときは、市川市事業キャラクター等デザイン等使用禁止・使用許諾解除通知
書（様式第１１号）により、使用者に通知するものとする。

４　前項の規定により使用の許諾を解除する旨の通知を受けたものは、その日以後、
当 該 解 除 に 係 る デ ザ イ ン 等 又 は デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 若 し く は デ ザ イ ン 等
を 使 用 す る サ ー ビ ス を 使 用 、 配 布 、 掲 示 、 販 売 、 提 供 等 を しては な ら な い 。 た だ し 、
市長が事業キャラクター等を適正に管理する上で支障がないと認める場合は、こ
の限りでない。

５　市長は、前項に規定するものに対して、使用の許諾の解除に係るデザイン等又は
デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 の 回 収 そ の 他 の 措 置 を 講 ず る よ う 求 め る こ と が で き
る 。 こ の 場 合 に お いて、 当 該 デ ザ イ ン 等 又 は デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 の 回 収 等
使 用 の 許 諾 の 解 除 に 伴 い 発 生 す る 一 切 の 費 用 は 、 使 用 の 許 諾 を 解 除 さ れ た も の
が負担するものとする。

６ 　 市 長 は 、 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 事 実 が あ っ た こ と に より 市 に 損 害 が 生

じたときは、使用者に対して損害賠償の請求をするものとする。
７　市は、第２項の規定による使用の禁止又は使用の許諾の解除により使用者に生じ

た損害について、一切の責任を負わない。
８ 　 市 長 は 、 使 用 者 に 対 し 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 状 況 、 デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 、 デ

ザ イ ン 等 を 使 用 す る サ ー ビ ス の 提 供 等 に つ いて 資 料 の 提 出 若 し く は 報 告 を さ せ 、
又は調査することができる。

（利用の非独占性等）
第１６条　この要綱による使用の許諾は、使用者が自己の商標又は意匠とする等、独占して事

業キャラクター等を使用する権利を付与し、及び商品、使用者等について市の推奨
を行うものではない。

（経費等の負担）
第１７条　市は、この要綱による使用の許諾の申込み若しくはその変更の申込みに要した費用

及びデザイン等の使用の実施に係る経費又は役務を負担しない。

（責任の制限等）
第１８条　市は、使用者がデザイン等の使用により第三者との間に紛争を生じ、損害の賠償、損

失の補償等を求められた場合であっても、一切の責任を負わない。
２ 　 使 用 者 又 は 第 １ ５ 条 第 ２ 項 の 規 定 に より 使 用 の 許 諾 を 解 除 さ れ た も の は 、 デ ザ イ

ン等の使用に際し、故意又は過失によって市に損害を与えたとき又は第１４条第５
号 の 受 託 者 の 行 為 に より 市 が 損 害 を 受 け た と き は 、 こ れ に よって 生 じ た 損 害 を 市
に賠償しなければならない。

（使用許諾の状況等の公表）
第１９条　市長は、広く本市が行う事業及び事業キャラクター等の普及啓発を図る観点から、デ

ザイン等の使用の許諾の状況等を随時公表することができるものとする。

（事務処理）
第２０条　事業キャラクター等の作成、届出及び使用の許諾に関する事務は所管課において、

事業キャラクター等の登録に関する事務は市長公室広報広聴課において処理する。

（補則）
第２１条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附　則
（施行期日）
１　この要綱は、平成２６年９月１日から施行する。
　 （この要綱の施行前に作成された事業キャラクター等に関する経過措置）
２　この要綱の施行前に作成された事業キャラクター等については、平成２６年９月３０日まで

に広報広聴課長に市川市事業キャラクター等届出書を提出し、台帳に登録を受けることが
できる。この場合において、当該登録を受けた事業キャラクター等で、この要綱の施行の際
現にその使用の許諾がされているものは、第１０条第１項の規定により使用の許諾を得たも
のとみなす。

附　則
この要綱は、令和４年３月４日から施行する。

附　則
この要綱は、令和６年１月２２日から施行する。

附　則
この要綱は、令和８年５月２６日から施行する。
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カ　市川市消防局組織規則（昭和４０年規則第１５号）第２条に規定する課
キ 　 市 川 市 議 会 事 務 局 処 務 規 程 （ 昭 和 ４ ９ 年 議 会 規 程 第 １ 号 ） 第 ２ 条 に 規 定

する庶務課及び議事課
ク 　 市 川 市 選 挙 管 理 委 員 会 規 程 （ 昭 和 ３ ４ 年 選 挙 管 理 委 員 会 規 程 第 １ 号 ） 第

１５条に規定する事務局
ケ　市川市監査委員に関する条例（平成３年条例第２６号）第５条に規定する

監査委員事務局
コ　市川市農業委員会事務局規程（昭和３２年農業委員会公示第１２号）第１

条に規定する事務局
（7）部　次に掲げるものをいう。

ア　市川市行政組織条例（昭和４９年条例第３９号）第２条に規定する部及び室
イ　市川市役所支所設置条例（昭和３０年条例第１号）第１条に規定する支所
ウ 　 市 川 市 教 育 委 員 会 事 務 局 等 組 織 規 則 （ 昭 和 ５ ３ 年 教 育 委 員 会 規 則 第 １

号）第３条に規定する部
エ　市川市消防本部及び消防署条例（昭和４０年条例第３１号）第２条に規定

する市川市消防局

　（事業キャラクター等の作成に係る立案等）
第３条　事業キャラクター等の作成に係る立案（次項及び第３項において「立案」という。）は、

当該事業キャラクター等に係る事業の所管課において行うものとする。
２　立案に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

（1）事業キャラクター等を作成する目的を明確に するとともに、当該事業キャラク
タ ー 等 を 作 成 す る 必 要 性 及 び 事 業 の 効 果 が 上 が る か ど う か を 十 分 検 討 す る
こと。

（ 2 ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 を 作 成 す る こ と に より、 第 三 者 の 権 利 を 侵 害 し 、 又 は 侵 害
するおそれがないかどうかを確認すること。

（ 3 ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 が 他 の 部 又 は 課 に 関 わ る 場 合 に あ っては 、 当 該 部 又 は 課
と協議をすること。

３ 　 立 案 を し よ う とす る 所 管 課 の 長 （ 以 下 「 所 管 課 長 」 と い う。 ） は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を
所 管 課 が 属 す る 部 の 長 （ 以 下 「 所 管 部 長 」 とい う。 ） に 提 出 し、 事 業 キ ャ ラ クター等
の作成について所管部長の決裁を受けなければならない。

（1）企画書
（2）事業キャラクター等の概要
（3）その他所管部長が必要と認める書類

４ 　 所 管 部 長 は 、 前 項 の 規 定 に よる 書 類 の 提 出 が あ っ た と き は 、 当 該 書 類 を 審 査 し 、
事業キャラクター等を作成するかどうかを決定するものとする。

（２）市川市事業キャラクター等の作成等に関する要綱
（目的）

第１条　この要綱は、事業キャラクター等の作成及びデザイン等の使用に係る手続その他
の 取 扱 い に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と に より、 本 市 が 有 す る 著 作 権 又 は 商 標 権
の目的となっている事業キャラクター等の適正な管理を図ることを目的とする。

（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（ １ ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 　 本 市 が 行 う 事 業 の 意 義 、 魅 力 等 を 発 信 し 、 当 該 事 業 の
効果を上げるために作成した本市のキャラクター又はロゴマークをいう。ただ
し、一定期間のみの利用に限るものは除く。

（ 2 ） デ ザ イ ン 等 　 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 の イ ラス ト 若 し く は 名 称 、 着 ぐる み 等 の 立 体
物・ロゴマーク又はこれらに準ずるものをいう。

（3）デザインガイドマニュアル　デザイン等の利用方法等について市が定めたも
のをいう。

（ 4 ） 物 品 　 デ ザ イ ン 等 を 使 用 し た 商 品 、 景 品 、 商 品 等 の パ ッ ケ ージ 及 び こ れ ら に
準ずるものをいう。

（ 5 ） 広 告 物 　 常 時 又 は 一 定 の 期 間 継 続 して、 公 衆 に 表 示 さ れ る も の で あ って、 デ
ザ イ ン 等 を 使 用 し た 看 板 、 立 看 板 、 は り 紙 及 び は り 札 並 び に 広 告 塔 、 広 告 板 、
建物その他の工作物等に掲出され 、又は表示されたもの並びにこれらに類す
るものをいう。

（6）課　次に掲げるものをいう。　　
ア 　 市 川 市 行 政 組 織 規 則 （ 平 成 １ １ 年 規 則 第 ６ 号 。 以 下 「 組 織 規 則 」 と い う。 ）

第２条第１号に規定する本庁機関の課及び担当室
イ 　 組 織 規 則 第 ２条 第 ２号 に 規 定 す る 外 部 機 関 （ 大 柏 出 張 所 、 東 山 魁 夷 記 念

館 、 動 植 物 園 、 市 川 駅 行 政 サ ー ビ ス セ ン タ ー、 ク リ ーン セ ン タ ー 及 び 南 行
徳 市 民 セ ン タ ー に 限 る 。 以 下 こ の イ に お いて 「 特 定 外 部 機 関 」 と い う。 ） 及
び 同 号 に 規 定 す る 外 部 機 関 （ 特 定 外 部 機 関 及 び 保 健 セ ン タ ー を 除 く 。 ）
に所属する課

ウ　組織規則第３６条第２項に規定する健康支援課及び疾病予防課
エ　市川市会計管理者補助組織設置規則（平成１５年規則第２２号）第１条に

規定する会計課
オ 　 市 川 市 教 育 委 員 会 事 務 局 等 組 織 規 則 （ 昭 和 ５ ３ 年 教 育 委 員 会 規 則 第 １

号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 課 、 同 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 担 当 室 及 び 同 条
第３項に規定する組織のうち職務の級が７級である職員が置かれている
もの

　（事業キャラクター等の作成）
第４条　所管課長は、前条第４項の規定により事業キャラクター等を作成する旨の決定を受け

たときは、当該決定がされた事業キャラクター等を作成するものとする。

（商標登録出願）
第５条　所管課長は、作成された事業キャラクター等について権利を保全する必要があると認

めるときは、所管部長の決裁を受けて商標登録出願を行うものとする。

（事業キャラクター等登録台帳への登録）
第６条　所管課長は、事業キャラクター等を作成し、必要があると認めるときは、市川市事業

キャラクター等届出書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、広報広聴課長に
届け出るものとする。
（1）事業キャラクター等のイラスト、写真その他の事業キャラクター等が 確認でき

る書類
（ 2 ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 を 使 用 す る 商 品 そ の 他 こ れ に 類 す る も の が あ る 場 合 に

あっては、当該商品その他これに類するものが確認できる写真
（3）商標登録を受けた事業キャラクター等にあっては、商標登録を受けていること

が確認できる書類
（ 4 ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 に 関 す る 要 領 そ の 他 こ れ に 類 す る 定 め が あ る 場 合 に あ っ

ては、当該要領その他これに類する定めの写し
（5）その他広報広聴課長が必要と認める書類

２ 　 広 報 広 聴 課 長 は 、 前 項 の 規 定 に よる 届 出 を 受 け た と き は 、 当 該 届 出 に 係 る 事 業
キ ャ ラ クタ ー 等 を 市 川 市 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 登 録 台 帳 （ 様 式 第 ２ 号 。 以 下 「 台 帳 」
という。）に登録するものとする。

３ 　 前 項 の 規 定 に より 台 帳 に 登 録 さ れ た 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 は 、 こ の 要 綱 の 定 め る と
ころにより事業キャラクター等として使用することができるものとする。

　（登録の抹消等）
第７条　台帳に登録された事業キャラクター等の登録を抹消しようとする所管課長は、市川市

事業キャラクター等登録台帳抹消届出書（様式第３号）により広報広聴課長に届け
出るものとする。

２ 　 広 報 広 聴 課 長 は 、 前 項 の 規 定 に よる 届 出 を 受 け た と き は 、 速 や か に、 台 帳 か ら 当
該届出に係る事業キャラクター等の登録を抹消するものとする。

３　台帳から登録を抹消した事業キャラクター等は、事業キャラクター等として使用し
てはならない。

　（デザイン等の管理）
第８条　デザイン等の管理は、所管課において行うものとする。

（デザイン等の使用に関する手続）
第８条の２　他の要綱等で使用に関する手続等が定められているデザイン等を除き、デザイン

等の使用に係る手続その他のデザイン等の使用に関し必要な事項は、次条から第２
１条までに定めるところによる。

（デザイン等の使用の申込み）
第９条　デザイン等の使用を申し込もうとするもの（以下「申込者」という。）は、あらかじめ、市

川市事業キャラクター等デザイン等使用申込書（様式第４号。第１２条第１項におい
て「使用申込書」という。）に、企画書、申込者の概要が分かる書類、誓約書（様式第５
号）その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出し、その許諾を得なければ
ならない。　

２　市長は、前項の規定による申込みについて、必要があると認めるときは、申込者に
対し、書類の修正又は資料の提出を求めることができる。

３ 　 第 １ 項 の 規 定 に か か わ らず、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 市 長 の 許 諾
を 要 し な い 。 た だ し 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 の 目 的 に 販 売 の 目 的 が 含 ま れ る 場 合 に
あっては、この限りでない。
（1）本市が使用するとき。
（ 2 ） 学 校 教 育 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ２ ６ 号 ） 第 １ 条 に 規 定 す る 学 校 が 教 育 の 目 的

で使用するとき。
（ 3 ） 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 １ ６ ４ 号 ） 第 ２ ４ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 家 庭 的 保

育事業等を行う事業所、第３９条第１項に規定する保育所、児童福祉法第５９
条 第 １ 項 に 規 定 す る 施 設 の う ち 同 法 第 ３ ９ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 業 務 を 目 的 と
する保育機能施設が保育の目的で使用するとき。

（ 4 ） 就 学 前 の 子 供 に 関 す る 教 育 、 保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律
（ 平 成 １ ８ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 又 は 第 ３ 項 の 認 定 を 受 け た 施 設 、 　
同条第１０項の規定による公示がされた施設 及び幼保連携型認定こども園
が教育並びに保育の目的で使用するとき。

（5）報道機関が報道又は広報の目的でデザイン等を使用するとき。
（ 6 ） 著 作 権 法 （ 昭 和 ４ ５ 年 法 律 第 ４ ８ 号 ） 第 ３ ０ 条 の 規 定 に よる 私 的 使 用 の 範 囲 に

該当するとき。
（7）その他市長が特に必要と認めたとき。

（デザイン等の使用の許諾）
第１０条　市長は、前条第１項の規定による申込みがあったときは、その内容が次の各号のいず

れかに該当するときを除き、デザイン等の使用を許諾するものとする。
（１）本市の信用若しくは品位を傷つけ、又は本市が行う事業の正しい理解の妨げ

になるおそれがあるとき。
（2）事業キャラクター等又は本市が行う事業のイメージを損なうおそれがあるとき。
（ 3 ） 自 己 の 商 標 又 は 意 匠 とす る 等 、 独 占 的 に 利 用 し 、 又 は 利 用 す る お そ れ の あ る

とき。
（4）法令に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
（5）公の秩序又は善良の風俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
（6）第三者の利益を害するおそれがあるとき。
（ 7 ） 特 定 の 個 人 、 企 業 、 政 党 若 し く は 宗 教 団 体 を 支 援 す る も の であ る と き、 又 は こ

れらを支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、若しくは与えるおそれ
があるとき。

（8）特定の政治、思想若しくは宗教を支援し、又は支援しているような誤解を与え
るおそれがあるとき。

（ 9 ） 申 込 者 の 役 員 等 （ 個 人 で あ る 場 合 に は そ の 者 そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し
ている者を、申込者が法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の
代 表 者 そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 して い る 者 を 、 申 込 者 が 法 人 以 外 の 団 体
で あ る 場 合 に は 、 代 表 者 、 理 事 等 、 そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 して い る 者 を
い う。 以 下 同 じ 。 ） が、 暴 力 団 （ 暴 力 団 員 に よる 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る
法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 を い う。 以 下 同
じ。）若しくは暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
第２条第６号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から５年を経
過 し な い 者 を い う。 以 下 同 じ 。 ） で あ る と 認 め ら れ る と き、 又 は 暴 力 団 若 し く は
暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。

（10）申 込 者 の 役 員 等 が、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正 の 利 益 を 図 る 目 的 、 又
は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等（暴力団及び暴力団員等並
び に 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 等 と 密 接 な 関 係 を 有 す る 者 を い う。 以 下 同 じ 。 ） を
利用するなどしていると認められるとき。

（11）申 込 者 の 役 員 等 が、 暴 力 団 等 に 対 して、 資 金 等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す
る な ど 直 接 的 あ る い は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、 運 営 に 協 力 し 、 若 し く は 関 与
していると認められるとき。

（12）申込者の役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると
認められるとき。

（13）申 込 者 の 役 員 等 が、 暴 力 団 、 暴 力 団 員 等 又 は 前 ４ 号 の い ず れ か に 該 当 す る
法人等（法人その他の団体又は個人をいう。）であることを知りながら、これを

不当に利用するなどしていると認められるとき。
（14）申 込 者 が 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ３ 年

法 律 第 １ ２ ２ 号 ） 第 ２ 条 に 定 め る 営 業 （ 同 条 第 １ 項 第 ５ 号 に 規 定 す る 営 業 を 除
く。次号において同じ。）を行うものであるとき。

（15）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条に定める営業若
しくは当該営業に関する広告等に使用されるおそれがあるとき又は当該営業
を行う者その他の者が当該営業に係る商品等を販売するとき。

（16）デ ザ イ ン 等 を こ の 要 綱 及 び デ ザ イ ン ガ イ ド マ ニ ュアル に 従 って 使 用 し な い お
それがあるとき。

（17）不当な利益を得るために利用されるおそれがあるとき。
（18）本市が行う事業又は市長が認めるこれに関連する事業を推進する上で支障

となるおそれがあるとき。
（19）前条第２項の規定による修正の求めに応じないとき。
（20）その他市長が公益上又は著作権若しくは商標権の管理上の観点から使用に

ついて不適当と認めるとき。
２ 　 市 長 は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 を 許 諾 し た と き は 、 市 川 市 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 デ ザ イ

ン 等 使 用 許 諾 通 知 書 （ 様 式 第 ６ 号 。 第 １ ２ 条 第 １ 項 に お いて 「 使 用 許 諾 通 知 書 」 と
いう。）により、申込者に通知するものとする。

３　市長は、デザイン等の使用の許諾に際し、条件を付することができる。
４ 　 市 長 は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 を 許 諾 し な い と き は 、 市 川 市 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 デ ザ

イン等使用不許諾通知書（様式第７号）により、申込者に通知するものとする。

（デザイン等使用料）
第１１条　デザイン等を使用する際の料金（以下「デザイン等使用料」という。）は、無料とする。

ただし、市長は、その性質上有料とする必要があると認めるときは、市長が定める額
のデザイン等使用料を納付させることができる。

（デザイン等の使用期間）
第１２条　デザイン等の使用期間は、１年を限度として、市長が使用申込書の内容により定める

ものとする。この場合において、市長は、当該使用期間を使用許諾通知書に記載す
るものとする。

２ 　 前 項 に 規 定 す る 使 用 期 間 の 満 了 後 に お いても、 引 き 続 き デ ザ イ ン 等 を 使 用 し よ う
とす る も の は 、 改 め て 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よる 申 込 み を 行 い 、 市 長 の 許 諾 を 得
なければならない。

（許諾内容の変更の申込み等）
第１３条　デザイン等の使用の許諾を受けたもの（以下「使用者」という。）は、その許諾を受け

た内容を変更しようとするときは、市川市事業キャラクター等デザイン等使用内容変
更申込書（様式第８号）を市長に提出し、その許諾を得なければならない。

２ 　 市 長 は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 の 許 諾 の 内 容 に つ い て 変 更 す る こ と を 許 諾 す る と き
は 、 市 川 市 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 デ ザ イ ン 等 使 用 内 容 変 更 許 諾 通 知 書 （ 様 式 第 ９
号）により、使用者に通知するものとする。

３ 　 市 長 は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 の 許 諾 の 内 容 に つ いて 変 更 す る こ と を 許 諾 し な い と き
は、市川市事業キャラクター等デザイン等使用内容変更不許諾通知書（様式第１
０号）により、使用者に通知するものとする。

（遵守事項）
第１４条　使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

（１）許諾された内容に従いデザイン等を使用すること。
（2）デザインガイドマニュアルに従ってデザイン等を使用すること。
（3）デザイン等を使用する権利又はデザイン等若しくはデザイン等を使用する物

品 を 第 三 者 に 譲 渡 し 、 又 は 転 貸 し な い こ と 。 た だ し 、 販 売 を 目 的 と して デ ザ イ
ン 等 を 使 用 す る 場 合 に お いて 行 う 当 該 物 品 の 販 売 に つ いては 、 こ の 限 り で な
い。

（4）デザイン等を使用する物品には、本市の事業キャラクター等であること、事業
キャラクター等の名称及び使用許諾通知書に記載された使用許諾番号を明
示し、それ以外の名称を使用しないこと。デザイン等を使用する広告物、サー
ビス等を提供する場合についても、同様とする。

（5）デザイン等を使用する物品は、本市が製造又は販売をする物品であると誤認
されるおそれがないよう配慮すること。デザイン等を使用する広告物、サービ
ス等サービスを提供する場合についても、同様とする。

（ 6 ） デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 の 製 造 を 第 三 者 に 委 託 す る 場 合 は 、 受 託 者 が こ
の 要 綱 及 び 使 用 の 許 諾 の 内 容 に 違 反 す る こ と が な いよ う 必 要 か つ 適 切 な 監
督 を 行 う こ と 。 デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 広 告 物 、 サ ー ビ ス 等 の 提 供 を 第 三 者 に
委託する場合についても、同様とする。

（ 7 ） 許 諾 に 際 して、 デ ザ イ ン 等 が 商 品 の 品 質 を 保 証 す る も の で は な い こ と を 記 載
すること等の条件が付された場合には、当該条件に従うこと。

（ 8 ） 許 諾 に 係 る 物 品 の 完 成 品 に つ いては 、 そ の 使 用 前 に 速 や か に 市 長 に 提 出 し 、
承 諾 を 受 け る こ と 。 た だ し 、 完 成 品 の 提 出 が 困 難 と 市 長 が 認 め る も の に つ い
ては、その写真の提出をもって完成品の提出に代えることができること。

（9）市長が前号の規定により提出された完成品が適正でないと認め、是正を求め
た と き は 、 速 や か にこ れ に 応 じ 、 市 長 の 承 諾 を 受 け る こ と 。 こ の 場 合 に お いて、
是正に要する費用は、使用者が負担すること。

（10）デ ザ イ ン 等 に つ いて、 許 諾 さ れ た 用 途 の み で 使 用 し 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 に 係

る 対 象 物 に つ いて、 商 標 登 録 、 意 匠 登 録 等 、 知 的 財 産 に 関 す る 一 切 の 権 利 を
新たに設定し、又は登録しないこと。

（11）本市から貸与を受けたデザイン等があるときは、デザイン等の使用期間終了
後は、速やかに、当該デザイン等を本市に返却すること。

（12）市 長 の 求 め に 応 じ 次 条 第 ８ 項 の 規 定 に よる 資 料 の 提 出 若 し く は 報 告 を し 、 又
は市長が行う同項の規定による調査に協力すること。

（使用禁止、許諾の解除等）
第１５条　市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用者にその是正を求め

るものとする。
（１）第１０条第１項各号のいずれかに該当することとなったとき。
（ 2 ） 使 用 者 が 第 １ ０ 条 第 ３ 項 の 条 件 、 第 １ ２ 条 第 ２ 項 、 第 １ ３ 条 第 １ 項 又 は 前 条 の

規定その他使用の許諾の内容に違反したとき。
（3）第１１条ただし書に規定するデザイン等使用料を市長が指定した期限までに

納付しないとき。
（4）デザイン等に関する本市の権利の行使に支障が生じたとき。

２ 　 市 長 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 の 全 部 若 し く
は一部を禁止し、又は使用の許諾を解除することができる。
（ １ ） 前 項 の 規 定 に よる 是 正 の 求 め に よっても な お 是 正 さ れ な い と き、 又 は 是 正 さ

れる見込みがないと認めるとき。
（2）前項各号いずれかに該当する場合で、緊急を要するとき。
（3）使用者が虚偽その他不正な手段により使用の許諾を得たとき。
（4）その他市長がデザイン等の使用を不適当と認めるとき。

３ 　 市 長 は 、 前 項 の 規 定 に より、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 を 禁 止 し 、 又 は 使 用 の 許 諾 を 解 除
する ときは、市川市事業キャラクター等デザイン等使用禁止・使用許諾解除通知
書（様式第１１号）により、使用者に通知するものとする。

４　前項の規定により使用の許諾を解除する旨の通知を受けたものは、その日以後、
当 該 解 除 に 係 る デ ザ イ ン 等 又 は デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 若 し く は デ ザ イ ン 等
を 使 用 す る サ ー ビ ス を 使 用 、 配 布 、 掲 示 、 販 売 、 提 供 等 を しては な ら な い 。 た だ し 、
市長が事業キャラクター等を適正に管理する上で支障がないと認める場合は、こ
の限りでない。

５　市長は、前項に規定するものに対して、使用の許諾の解除に係るデザイン等又は
デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 の 回 収 そ の 他 の 措 置 を 講 ず る よ う 求 め る こ と が で き
る 。 こ の 場 合 に お いて、 当 該 デ ザ イ ン 等 又 は デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 の 回 収 等
使 用 の 許 諾 の 解 除 に 伴 い 発 生 す る 一 切 の 費 用 は 、 使 用 の 許 諾 を 解 除 さ れ た も の
が負担するものとする。

６ 　 市 長 は 、 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 事 実 が あ っ た こ と に より 市 に 損 害 が 生

じたときは、使用者に対して損害賠償の請求をするものとする。
７　市は、第２項の規定による使用の禁止又は使用の許諾の解除により使用者に生じ

た損害について、一切の責任を負わない。
８ 　 市 長 は 、 使 用 者 に 対 し 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 状 況 、 デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 、 デ

ザ イ ン 等 を 使 用 す る サ ー ビ ス の 提 供 等 に つ いて 資 料 の 提 出 若 し く は 報 告 を さ せ 、
又は調査することができる。

（利用の非独占性等）
第１６条　この要綱による使用の許諾は、使用者が自己の商標又は意匠とする等、独占して事

業キャラクター等を使用する権利を付与し、及び商品、使用者等について市の推奨
を行うものではない。

（経費等の負担）
第１７条　市は、この要綱による使用の許諾の申込み若しくはその変更の申込みに要した費用

及びデザイン等の使用の実施に係る経費又は役務を負担しない。

（責任の制限等）
第１８条　市は、使用者がデザイン等の使用により第三者との間に紛争を生じ、損害の賠償、損

失の補償等を求められた場合であっても、一切の責任を負わない。
２ 　 使 用 者 又 は 第 １ ５ 条 第 ２ 項 の 規 定 に より 使 用 の 許 諾 を 解 除 さ れ た も の は 、 デ ザ イ

ン等の使用に際し、故意又は過失によって市に損害を与えたとき又は第１４条第５
号 の 受 託 者 の 行 為 に より 市 が 損 害 を 受 け た と き は 、 こ れ に よって 生 じ た 損 害 を 市
に賠償しなければならない。

（使用許諾の状況等の公表）
第１９条　市長は、広く本市が行う事業及び事業キャラクター等の普及啓発を図る観点から、デ

ザイン等の使用の許諾の状況等を随時公表することができるものとする。

（事務処理）
第２０条　事業キャラクター等の作成、届出及び使用の許諾に関する事務は所管課において、

事業キャラクター等の登録に関する事務は市長公室広報広聴課において処理する。

（補則）
第２１条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附　則
（施行期日）
１　この要綱は、平成２６年９月１日から施行する。
　 （この要綱の施行前に作成された事業キャラクター等に関する経過措置）
２　この要綱の施行前に作成された事業キャラクター等については、平成２６年９月３０日まで

に広報広聴課長に市川市事業キャラクター等届出書を提出し、台帳に登録を受けることが
できる。この場合において、当該登録を受けた事業キャラクター等で、この要綱の施行の際
現にその使用の許諾がされているものは、第１０条第１項の規定により使用の許諾を得たも
のとみなす。

附　則
この要綱は、令和４年３月４日から施行する。

附　則
この要綱は、令和６年１月２２日から施行する。

附　則
この要綱は、令和８年５月２６日から施行する。
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カ　市川市消防局組織規則（昭和４０年規則第１５号）第２条に規定する課
キ 　 市 川 市 議 会 事 務 局 処 務 規 程 （ 昭 和 ４ ９ 年 議 会 規 程 第 １ 号 ） 第 ２ 条 に 規 定

する庶務課及び議事課
ク 　 市 川 市 選 挙 管 理 委 員 会 規 程 （ 昭 和 ３ ４ 年 選 挙 管 理 委 員 会 規 程 第 １ 号 ） 第

１５条に規定する事務局
ケ　市川市監査委員に関する条例（平成３年条例第２６号）第５条に規定する

監査委員事務局
コ　市川市農業委員会事務局規程（昭和３２年農業委員会公示第１２号）第１

条に規定する事務局
（7）部　次に掲げるものをいう。

ア　市川市行政組織条例（昭和４９年条例第３９号）第２条に規定する部及び室
イ　市川市役所支所設置条例（昭和３０年条例第１号）第１条に規定する支所
ウ 　 市 川 市 教 育 委 員 会 事 務 局 等 組 織 規 則 （ 昭 和 ５ ３ 年 教 育 委 員 会 規 則 第 １

号）第３条に規定する部
エ　市川市消防本部及び消防署条例（昭和４０年条例第３１号）第２条に規定

する市川市消防局

　（事業キャラクター等の作成に係る立案等）
第３条　事業キャラクター等の作成に係る立案（次項及び第３項において「立案」という。）は、

当該事業キャラクター等に係る事業の所管課において行うものとする。
２　立案に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

（1）事業キャラクター等を作成する目的を明確に するとともに、当該事業キャラク
タ ー 等 を 作 成 す る 必 要 性 及 び 事 業 の 効 果 が 上 が る か ど う か を 十 分 検 討 す る
こと。

（ 2 ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 を 作 成 す る こ と に より、 第 三 者 の 権 利 を 侵 害 し 、 又 は 侵 害
するおそれがないかどうかを確認すること。

（ 3 ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 が 他 の 部 又 は 課 に 関 わ る 場 合 に あ っては 、 当 該 部 又 は 課
と協議をすること。

３ 　 立 案 を し よ う とす る 所 管 課 の 長 （ 以 下 「 所 管 課 長 」 と い う。 ） は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を
所 管 課 が 属 す る 部 の 長 （ 以 下 「 所 管 部 長 」 とい う。 ） に 提 出 し、 事 業 キ ャ ラ クター等
の作成について所管部長の決裁を受けなければならない。

（1）企画書
（2）事業キャラクター等の概要
（3）その他所管部長が必要と認める書類

４ 　 所 管 部 長 は 、 前 項 の 規 定 に よる 書 類 の 提 出 が あ っ た と き は 、 当 該 書 類 を 審 査 し 、
事業キャラクター等を作成するかどうかを決定するものとする。

（２）市川市事業キャラクター等の作成等に関する要綱
（目的）

第１条　この要綱は、事業キャラクター等の作成及びデザイン等の使用に係る手続その他
の 取 扱 い に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と に より、 本 市 が 有 す る 著 作 権 又 は 商 標 権
の目的となっている事業キャラクター等の適正な管理を図ることを目的とする。

（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（ １ ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 　 本 市 が 行 う 事 業 の 意 義 、 魅 力 等 を 発 信 し 、 当 該 事 業 の
効果を上げるために作成した本市のキャラクター又はロゴマークをいう。ただ
し、一定期間のみの利用に限るものは除く。

（ 2 ） デ ザ イ ン 等 　 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 の イ ラス ト 若 し く は 名 称 、 着 ぐる み 等 の 立 体
物・ロゴマーク又はこれらに準ずるものをいう。

（3）デザインガイドマニュアル　デザイン等の利用方法等について市が定めたも
のをいう。

（ 4 ） 物 品 　 デ ザ イ ン 等 を 使 用 し た 商 品 、 景 品 、 商 品 等 の パ ッ ケ ージ 及 び こ れ ら に
準ずるものをいう。

（ 5 ） 広 告 物 　 常 時 又 は 一 定 の 期 間 継 続 して、 公 衆 に 表 示 さ れ る も の で あ って、 デ
ザ イ ン 等 を 使 用 し た 看 板 、 立 看 板 、 は り 紙 及 び は り 札 並 び に 広 告 塔 、 広 告 板 、
建物その他の工作物等に掲出され 、又は表示されたもの並びにこれらに類す
るものをいう。

（6）課　次に掲げるものをいう。　　
ア 　 市 川 市 行 政 組 織 規 則 （ 平 成 １ １ 年 規 則 第 ６ 号 。 以 下 「 組 織 規 則 」 と い う。 ）

第２条第１号に規定する本庁機関の課及び担当室
イ 　 組 織 規 則 第 ２条 第 ２号 に 規 定 す る 外 部 機 関 （ 大 柏 出 張 所 、 東 山 魁 夷 記 念

館 、 動 植 物 園 、 市 川 駅 行 政 サ ー ビ ス セ ン タ ー、 ク リ ーン セ ン タ ー 及 び 南 行
徳 市 民 セ ン タ ー に 限 る 。 以 下 こ の イ に お いて 「 特 定 外 部 機 関 」 と い う。 ） 及
び 同 号 に 規 定 す る 外 部 機 関 （ 特 定 外 部 機 関 及 び 保 健 セ ン タ ー を 除 く 。 ）
に所属する課

ウ　組織規則第３６条第２項に規定する健康支援課及び疾病予防課
エ　市川市会計管理者補助組織設置規則（平成１５年規則第２２号）第１条に

規定する会計課
オ 　 市 川 市 教 育 委 員 会 事 務 局 等 組 織 規 則 （ 昭 和 ５ ３ 年 教 育 委 員 会 規 則 第 １

号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 課 、 同 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 担 当 室 及 び 同 条
第３項に規定する組織のうち職務の級が７級である職員が置かれている
もの

　（事業キャラクター等の作成）
第４条　所管課長は、前条第４項の規定により事業キャラクター等を作成する旨の決定を受け

たときは、当該決定がされた事業キャラクター等を作成するものとする。

（商標登録出願）
第５条　所管課長は、作成された事業キャラクター等について権利を保全する必要があると認

めるときは、所管部長の決裁を受けて商標登録出願を行うものとする。

（事業キャラクター等登録台帳への登録）
第６条　所管課長は、事業キャラクター等を作成し、必要があると認めるときは、市川市事業

キャラクター等届出書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、広報広聴課長に
届け出るものとする。
（1）事業キャラクター等のイラスト、写真その他の事業キャラクター等が 確認でき

る書類
（ 2 ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 を 使 用 す る 商 品 そ の 他 こ れ に 類 す る も の が あ る 場 合 に

あっては、当該商品その他これに類するものが確認できる写真
（3）商標登録を受けた事業キャラクター等にあっては、商標登録を受けていること

が確認できる書類
（ 4 ） 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 に 関 す る 要 領 そ の 他 こ れ に 類 す る 定 め が あ る 場 合 に あ っ

ては、当該要領その他これに類する定めの写し
（5）その他広報広聴課長が必要と認める書類

２ 　 広 報 広 聴 課 長 は 、 前 項 の 規 定 に よる 届 出 を 受 け た と き は 、 当 該 届 出 に 係 る 事 業
キ ャ ラ クタ ー 等 を 市 川 市 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 登 録 台 帳 （ 様 式 第 ２ 号 。 以 下 「 台 帳 」
という。）に登録するものとする。

３ 　 前 項 の 規 定 に より 台 帳 に 登 録 さ れ た 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 は 、 こ の 要 綱 の 定 め る と
ころにより事業キャラクター等として使用することができるものとする。

　（登録の抹消等）
第７条　台帳に登録された事業キャラクター等の登録を抹消しようとする所管課長は、市川市

事業キャラクター等登録台帳抹消届出書（様式第３号）により広報広聴課長に届け
出るものとする。

２ 　 広 報 広 聴 課 長 は 、 前 項 の 規 定 に よる 届 出 を 受 け た と き は 、 速 や か に、 台 帳 か ら 当
該届出に係る事業キャラクター等の登録を抹消するものとする。

３　台帳から登録を抹消した事業キャラクター等は、事業キャラクター等として使用し
てはならない。

　（デザイン等の管理）
第８条　デザイン等の管理は、所管課において行うものとする。

（デザイン等の使用に関する手続）
第８条の２　他の要綱等で使用に関する手続等が定められているデザイン等を除き、デザイン

等の使用に係る手続その他のデザイン等の使用に関し必要な事項は、次条から第２
１条までに定めるところによる。

（デザイン等の使用の申込み）
第９条　デザイン等の使用を申し込もうとするもの（以下「申込者」という。）は、あらかじめ、市

川市事業キャラクター等デザイン等使用申込書（様式第４号。第１２条第１項におい
て「使用申込書」という。）に、企画書、申込者の概要が分かる書類、誓約書（様式第５
号）その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出し、その許諾を得なければ
ならない。　

２　市長は、前項の規定による申込みについて、必要があると認めるときは、申込者に
対し、書類の修正又は資料の提出を求めることができる。

３ 　 第 １ 項 の 規 定 に か か わ らず、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 市 長 の 許 諾
を 要 し な い 。 た だ し 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 の 目 的 に 販 売 の 目 的 が 含 ま れ る 場 合 に
あっては、この限りでない。
（1）本市が使用するとき。
（ 2 ） 学 校 教 育 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ２ ６ 号 ） 第 １ 条 に 規 定 す る 学 校 が 教 育 の 目 的

で使用するとき。
（ 3 ） 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 １ ６ ４ 号 ） 第 ２ ４ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 家 庭 的 保

育事業等を行う事業所、第３９条第１項に規定する保育所、児童福祉法第５９
条 第 １ 項 に 規 定 す る 施 設 の う ち 同 法 第 ３ ９ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 業 務 を 目 的 と
する保育機能施設が保育の目的で使用するとき。

（ 4 ） 就 学 前 の 子 供 に 関 す る 教 育 、 保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律
（ 平 成 １ ８ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 又 は 第 ３ 項 の 認 定 を 受 け た 施 設 、 　
同条第１０項の規定による公示がされた施設 及び幼保連携型認定こども園
が教育並びに保育の目的で使用するとき。

（5）報道機関が報道又は広報の目的でデザイン等を使用するとき。
（ 6 ） 著 作 権 法 （ 昭 和 ４ ５ 年 法 律 第 ４ ８ 号 ） 第 ３ ０ 条 の 規 定 に よる 私 的 使 用 の 範 囲 に

該当するとき。
（7）その他市長が特に必要と認めたとき。

（デザイン等の使用の許諾）
第１０条　市長は、前条第１項の規定による申込みがあったときは、その内容が次の各号のいず

れかに該当するときを除き、デザイン等の使用を許諾するものとする。
（１）本市の信用若しくは品位を傷つけ、又は本市が行う事業の正しい理解の妨げ

になるおそれがあるとき。
（2）事業キャラクター等又は本市が行う事業のイメージを損なうおそれがあるとき。
（ 3 ） 自 己 の 商 標 又 は 意 匠 とす る 等 、 独 占 的 に 利 用 し 、 又 は 利 用 す る お そ れ の あ る

とき。
（4）法令に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
（5）公の秩序又は善良の風俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
（6）第三者の利益を害するおそれがあるとき。
（ 7 ） 特 定 の 個 人 、 企 業 、 政 党 若 し く は 宗 教 団 体 を 支 援 す る も の であ る と き、 又 は こ

れらを支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、若しくは与えるおそれ
があるとき。

（8）特定の政治、思想若しくは宗教を支援し、又は支援しているような誤解を与え
るおそれがあるとき。

（ 9 ） 申 込 者 の 役 員 等 （ 個 人 で あ る 場 合 に は そ の 者 そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し
ている者を、申込者が法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の
代 表 者 そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 して い る 者 を 、 申 込 者 が 法 人 以 外 の 団 体
で あ る 場 合 に は 、 代 表 者 、 理 事 等 、 そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 して い る 者 を
い う。 以 下 同 じ 。 ） が、 暴 力 団 （ 暴 力 団 員 に よる 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る
法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 を い う。 以 下 同
じ。）若しくは暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
第２条第６号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から５年を経
過 し な い 者 を い う。 以 下 同 じ 。 ） で あ る と 認 め ら れ る と き、 又 は 暴 力 団 若 し く は
暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。

（10）申 込 者 の 役 員 等 が、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正 の 利 益 を 図 る 目 的 、 又
は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等（暴力団及び暴力団員等並
び に 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 等 と 密 接 な 関 係 を 有 す る 者 を い う。 以 下 同 じ 。 ） を
利用するなどしていると認められるとき。

（11）申 込 者 の 役 員 等 が、 暴 力 団 等 に 対 して、 資 金 等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す
る な ど 直 接 的 あ る い は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、 運 営 に 協 力 し 、 若 し く は 関 与
していると認められるとき。

（12）申込者の役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると
認められるとき。

（13）申 込 者 の 役 員 等 が、 暴 力 団 、 暴 力 団 員 等 又 は 前 ４ 号 の い ず れ か に 該 当 す る
法人等（法人その他の団体又は個人をいう。）であることを知りながら、これを

不当に利用するなどしていると認められるとき。
（14）申 込 者 が 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ３ 年

法 律 第 １ ２ ２ 号 ） 第 ２ 条 に 定 め る 営 業 （ 同 条 第 １ 項 第 ５ 号 に 規 定 す る 営 業 を 除
く。次号において同じ。）を行うものであるとき。

（15）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条に定める営業若
しくは当該営業に関する広告等に使用されるおそれがあるとき又は当該営業
を行う者その他の者が当該営業に係る商品等を販売するとき。

（16）デ ザ イ ン 等 を こ の 要 綱 及 び デ ザ イ ン ガ イ ド マ ニ ュアル に 従 って 使 用 し な い お
それがあるとき。

（17）不当な利益を得るために利用されるおそれがあるとき。
（18）本市が行う事業又は市長が認めるこれに関連する事業を推進する上で支障

となるおそれがあるとき。
（19）前条第２項の規定による修正の求めに応じないとき。
（20）その他市長が公益上又は著作権若しくは商標権の管理上の観点から使用に

ついて不適当と認めるとき。
２ 　 市 長 は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 を 許 諾 し た と き は 、 市 川 市 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 デ ザ イ

ン 等 使 用 許 諾 通 知 書 （ 様 式 第 ６ 号 。 第 １ ２ 条 第 １ 項 に お いて 「 使 用 許 諾 通 知 書 」 と
いう。）により、申込者に通知するものとする。

３　市長は、デザイン等の使用の許諾に際し、条件を付することができる。
４ 　 市 長 は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 を 許 諾 し な い と き は 、 市 川 市 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 デ ザ

イン等使用不許諾通知書（様式第７号）により、申込者に通知するものとする。

（デザイン等使用料）
第１１条　デザイン等を使用する際の料金（以下「デザイン等使用料」という。）は、無料とする。

ただし、市長は、その性質上有料とする必要があると認めるときは、市長が定める額
のデザイン等使用料を納付させることができる。

（デザイン等の使用期間）
第１２条　デザイン等の使用期間は、１年を限度として、市長が使用申込書の内容により定める

ものとする。この場合において、市長は、当該使用期間を使用許諾通知書に記載す
るものとする。

２ 　 前 項 に 規 定 す る 使 用 期 間 の 満 了 後 に お いても、 引 き 続 き デ ザ イ ン 等 を 使 用 し よ う
とす る も の は 、 改 め て 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よる 申 込 み を 行 い 、 市 長 の 許 諾 を 得
なければならない。

（許諾内容の変更の申込み等）
第１３条　デザイン等の使用の許諾を受けたもの（以下「使用者」という。）は、その許諾を受け

た内容を変更しようとするときは、市川市事業キャラクター等デザイン等使用内容変
更申込書（様式第８号）を市長に提出し、その許諾を得なければならない。

２ 　 市 長 は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 の 許 諾 の 内 容 に つ い て 変 更 す る こ と を 許 諾 す る と き
は 、 市 川 市 事 業 キ ャ ラ クタ ー 等 デ ザ イ ン 等 使 用 内 容 変 更 許 諾 通 知 書 （ 様 式 第 ９
号）により、使用者に通知するものとする。

３ 　 市 長 は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 の 許 諾 の 内 容 に つ いて 変 更 す る こ と を 許 諾 し な い と き
は、市川市事業キャラクター等デザイン等使用内容変更不許諾通知書（様式第１
０号）により、使用者に通知するものとする。

（遵守事項）
第１４条　使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

（１）許諾された内容に従いデザイン等を使用すること。
（2）デザインガイドマニュアルに従ってデザイン等を使用すること。
（3）デザイン等を使用する権利又はデザイン等若しくはデザイン等を使用する物

品 を 第 三 者 に 譲 渡 し 、 又 は 転 貸 し な い こ と 。 た だ し 、 販 売 を 目 的 と して デ ザ イ
ン 等 を 使 用 す る 場 合 に お いて 行 う 当 該 物 品 の 販 売 に つ いては 、 こ の 限 り で な
い。

（4）デザイン等を使用する物品には、本市の事業キャラクター等であること、事業
キャラクター等の名称及び使用許諾通知書に記載された使用許諾番号を明
示し、それ以外の名称を使用しないこと。デザイン等を使用する広告物、サー
ビス等を提供する場合についても、同様とする。

（5）デザイン等を使用する物品は、本市が製造又は販売をする物品であると誤認
されるおそれがないよう配慮すること。デザイン等を使用する広告物、サービ
ス等サービスを提供する場合についても、同様とする。

（ 6 ） デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 の 製 造 を 第 三 者 に 委 託 す る 場 合 は 、 受 託 者 が こ
の 要 綱 及 び 使 用 の 許 諾 の 内 容 に 違 反 す る こ と が な いよ う 必 要 か つ 適 切 な 監
督 を 行 う こ と 。 デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 広 告 物 、 サ ー ビ ス 等 の 提 供 を 第 三 者 に
委託する場合についても、同様とする。

（ 7 ） 許 諾 に 際 して、 デ ザ イ ン 等 が 商 品 の 品 質 を 保 証 す る も の で は な い こ と を 記 載
すること等の条件が付された場合には、当該条件に従うこと。

（ 8 ） 許 諾 に 係 る 物 品 の 完 成 品 に つ いては 、 そ の 使 用 前 に 速 や か に 市 長 に 提 出 し 、
承 諾 を 受 け る こ と 。 た だ し 、 完 成 品 の 提 出 が 困 難 と 市 長 が 認 め る も の に つ い
ては、その写真の提出をもって完成品の提出に代えることができること。

（9）市長が前号の規定により提出された完成品が適正でないと認め、是正を求め
た と き は 、 速 や か にこ れ に 応 じ 、 市 長 の 承 諾 を 受 け る こ と 。 こ の 場 合 に お いて、
是正に要する費用は、使用者が負担すること。

（10）デ ザ イ ン 等 に つ いて、 許 諾 さ れ た 用 途 の み で 使 用 し 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 に 係

る 対 象 物 に つ いて、 商 標 登 録 、 意 匠 登 録 等 、 知 的 財 産 に 関 す る 一 切 の 権 利 を
新たに設定し、又は登録しないこと。

（11）本市から貸与を受けたデザイン等があるときは、デザイン等の使用期間終了
後は、速やかに、当該デザイン等を本市に返却すること。

（12）市 長 の 求 め に 応 じ 次 条 第 ８ 項 の 規 定 に よる 資 料 の 提 出 若 し く は 報 告 を し 、 又
は市長が行う同項の規定による調査に協力すること。

（使用禁止、許諾の解除等）
第１５条　市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用者にその是正を求め

るものとする。
（１）第１０条第１項各号のいずれかに該当することとなったとき。
（ 2 ） 使 用 者 が 第 １ ０ 条 第 ３ 項 の 条 件 、 第 １ ２ 条 第 ２ 項 、 第 １ ３ 条 第 １ 項 又 は 前 条 の

規定その他使用の許諾の内容に違反したとき。
（3）第１１条ただし書に規定するデザイン等使用料を市長が指定した期限までに

納付しないとき。
（4）デザイン等に関する本市の権利の行使に支障が生じたとき。

２ 　 市 長 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 の 全 部 若 し く
は一部を禁止し、又は使用の許諾を解除することができる。
（ １ ） 前 項 の 規 定 に よる 是 正 の 求 め に よっても な お 是 正 さ れ な い と き、 又 は 是 正 さ

れる見込みがないと認めるとき。
（2）前項各号いずれかに該当する場合で、緊急を要するとき。
（3）使用者が虚偽その他不正な手段により使用の許諾を得たとき。
（4）その他市長がデザイン等の使用を不適当と認めるとき。

３ 　 市 長 は 、 前 項 の 規 定 に より、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 を 禁 止 し 、 又 は 使 用 の 許 諾 を 解 除
する ときは、市川市事業キャラクター等デザイン等使用禁止・使用許諾解除通知
書（様式第１１号）により、使用者に通知するものとする。

４　前項の規定により使用の許諾を解除する旨の通知を受けたものは、その日以後、
当 該 解 除 に 係 る デ ザ イ ン 等 又 は デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 若 し く は デ ザ イ ン 等
を 使 用 す る サ ー ビ ス を 使 用 、 配 布 、 掲 示 、 販 売 、 提 供 等 を しては な ら な い 。 た だ し 、
市長が事業キャラクター等を適正に管理する上で支障がないと認める場合は、こ
の限りでない。

５　市長は、前項に規定するものに対して、使用の許諾の解除に係るデザイン等又は
デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 の 回 収 そ の 他 の 措 置 を 講 ず る よ う 求 め る こ と が で き
る 。 こ の 場 合 に お いて、 当 該 デ ザ イ ン 等 又 は デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 の 回 収 等
使 用 の 許 諾 の 解 除 に 伴 い 発 生 す る 一 切 の 費 用 は 、 使 用 の 許 諾 を 解 除 さ れ た も の
が負担するものとする。

６ 　 市 長 は 、 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 事 実 が あ っ た こ と に より 市 に 損 害 が 生

じたときは、使用者に対して損害賠償の請求をするものとする。
７　市は、第２項の規定による使用の禁止又は使用の許諾の解除により使用者に生じ

た損害について、一切の責任を負わない。
８ 　 市 長 は 、 使 用 者 に 対 し 、 デ ザ イ ン 等 の 使 用 状 況 、 デ ザ イ ン 等 を 使 用 す る 物 品 、 デ

ザ イ ン 等 を 使 用 す る サ ー ビ ス の 提 供 等 に つ いて 資 料 の 提 出 若 し く は 報 告 を さ せ 、
又は調査することができる。

（利用の非独占性等）
第１６条　この要綱による使用の許諾は、使用者が自己の商標又は意匠とする等、独占して事

業キャラクター等を使用する権利を付与し、及び商品、使用者等について市の推奨
を行うものではない。

（経費等の負担）
第１７条　市は、この要綱による使用の許諾の申込み若しくはその変更の申込みに要した費用

及びデザイン等の使用の実施に係る経費又は役務を負担しない。

（責任の制限等）
第１８条　市は、使用者がデザイン等の使用により第三者との間に紛争を生じ、損害の賠償、損

失の補償等を求められた場合であっても、一切の責任を負わない。
２ 　 使 用 者 又 は 第 １ ５ 条 第 ２ 項 の 規 定 に より 使 用 の 許 諾 を 解 除 さ れ た も の は 、 デ ザ イ

ン等の使用に際し、故意又は過失によって市に損害を与えたとき又は第１４条第５
号 の 受 託 者 の 行 為 に より 市 が 損 害 を 受 け た と き は 、 こ れ に よって 生 じ た 損 害 を 市
に賠償しなければならない。

（使用許諾の状況等の公表）
第１９条　市長は、広く本市が行う事業及び事業キャラクター等の普及啓発を図る観点から、デ

ザイン等の使用の許諾の状況等を随時公表することができるものとする。

（事務処理）
第２０条　事業キャラクター等の作成、届出及び使用の許諾に関する事務は所管課において、

事業キャラクター等の登録に関する事務は市長公室広報広聴課において処理する。

（補則）
第２１条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附　則
（施行期日）
１　この要綱は、平成２６年９月１日から施行する。
　 （この要綱の施行前に作成された事業キャラクター等に関する経過措置）
２　この要綱の施行前に作成された事業キャラクター等については、平成２６年９月３０日まで

に広報広聴課長に市川市事業キャラクター等届出書を提出し、台帳に登録を受けることが
できる。この場合において、当該登録を受けた事業キャラクター等で、この要綱の施行の際
現にその使用の許諾がされているものは、第１０条第１項の規定により使用の許諾を得たも
のとみなす。

附　則
この要綱は、令和４年３月４日から施行する。

附　則
この要綱は、令和６年１月２２日から施行する。

附　則
この要綱は、令和８年５月２６日から施行する。
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